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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 
  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成17年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

３ 平成17年３月期の株価収益率は、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用してお

ります。 

  

回次 第103期 第104期 第105期 第106期 第107期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (百万円) 621,250 624,248 639,828 670,957 694,594

経常利益 (百万円) 46,432 35,852 30,574 42,161 53,465

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) 24,495 27,541 △8,856 14,435 25,293

純資産額 (百万円) 353,466 374,549 359,003 373,899 403,796

総資産額 (百万円) 663,403 626,730 701,094 671,841 739,832

１株当たり純資産額 (円) 844.74 903.74 866.46 906.11 940.79

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) 57.99 64.94 △21.50 34.42 60.89

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 57.97 64.94 ― 34.37 60.71

自己資本比率 (％) 53.3 59.8 51.2 55.7 52.5

自己資本利益率 (％) 7.0 7.6 △2.4 3.9 6.6

株価収益率 (倍) 20.0 20.9 ― 63.6 39.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 66,847 47,074 52,433 21,812 69,431

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △44,048 △43,033 △24,900 △12,640 △18,482

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △12,211 △45,884 17,421 △29,959 1,836

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 101,103 59,364 108,280 89,014 145,259

従業員数 
［外、平均臨時 
雇用者数］ 

(名) 
25,202 

[11,716]

24,839

[11,556]

24,184

[12,044]

25,781 

[12,274]

27,460

[12,177]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用してお

ります。 

  

回次 第103期 第104期 第105期 第106期 第107期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (百万円) 208,319 218,255 243,032 252,663 282,091

経常利益 (百万円) 26,498 22,760 17,419 18,801 28,891

当期純利益 (百万円) 10,879 15,803 746 8,186 16,749

資本金 (百万円) 64,506 64,506 64,506 64,506 64,506

発行済株式総数 (千株) 424,562 424,562 424,562 424,562 424,562

純資産額 (百万円) 344,200 379,036 371,598 375,638 375,317

総資産額 (百万円) 493,797 488,250 540,267 536,833 559,407

１株当たり純資産額 (円) 822.61 914.78 896.87 910.44 909.00

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
20.00 

(10.00)

22.00

(11.00)

24.00

(11.00)

30.00 

(15.00)

32.00

(16.00)

１株当たり当期純利益 (円) 25.71 37.97 1.78 19.53 40.60

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 25.70 37.97 1.77 19.50 40.48

自己資本比率 (％) 69.7 77.6 68.8 70.0 67.1

自己資本利益率 (％) 3.1 4.4 0.2 2.2 4.5

株価収益率 (倍) 45.2 35.7 794.9 112.1 59.0

配当性向 (％) 77.8 57.9 1,348.3 153.6 78.8

従業員数 
［外、平均臨時 
雇用者数］ 

(名) 
2,868 

[1,119]

3,672

[1,607]

3,180

[1,389]

3,227 

[1,318]

3,344

[1,426]



２ 【沿革】 

  

  

年月 事項

明治５年９月 東京銀座に「資生堂薬局」として創業
  21年１月 わが国最初の練り歯磨「福原衛生歯磨石鹸」を発売

  30年１月 オイデルミンを発売し化粧品事業へ進出

大正４年９月 商標「花椿」制定

  12年12月 チェインストア制度を採用 

昭和２年６月 合資会社を株式会社組織に変更 

  ２年８月 販売会社制度を採用 

  12年１月 資生堂花椿会(現・花椿ＣＬＵＢ)発足

  14年９月 資生堂化学研究所(のちに第１リサーチセンター)設立

  19年４月 資生堂絵具工業㈱(のちに資生堂化工㈱を経て板橋工場)設立

  23年12月 大阪資生堂㈱(現・大阪工場)設立 

  24年５月 東京証券取引所に株式を上場 

  27年４月 ホールセールチェイン制度を採用 

  32年６月 台湾資生堂発足(翌年４月製造開始)

  34年10月 資生堂商事㈱(のちに資生堂ファイントイレタリー㈱となり㈱エフティ資生堂に吸収合併)設立 

  34年11月 大船工場(現・鎌倉工場)完成 

  40年８月 資生堂コスメティックス(アメリカ)設立

  50年10月 掛川工場完成 

  55年７月 資生堂ドイチュラント設立 

  58年１月 久喜工場完成 

  61年２月 カリタ社買収 

  62年８月 資生堂薬品㈱設立
  63年９月 

  
米国ゾートス社を買収 
資生堂インターナショナルコーポレーション設立 

平成元年３月 決算日を11月30日から３月31日に変更

  ２年１月 資生堂アメリカインコーポレーテッド設立

  ２年10月 ボーテプレステージインターナショナル社(ＢＰＩ)をフランスに設立

  ３年10月 フランス・ジアン工場竣工 

  ３年11月 資生堂コスメニティー㈱(現・資生堂フィティット㈱)設立

  ３年12月 中国・北京麗源公司と合弁会社資生堂麗源化粧品有限公司(ＳＬＣ)を設立

  ４年７月 第２リサーチセンター(現・リサーチセンター(金沢八景))完成

  ５年10月 舞鶴工場完成 

  ７年４月 販売会社15社を合併し、資生堂化粧品販売㈱(現・資生堂販売㈱)とする

  ７年12月 ㈱資生堂インターナショナル設立 

  10年２月 上海に合作会社(上海卓多姿中信化粧品有限公司)を設立

  10年９月 香港に合弁会社(資生堂大昌行化粧品有限公司)設立

  12年５月 米「ザーインターナショナル社」に出資

  仏「ラボラトワール デクレオール社」を資本傘下に

  ブリストル・マイヤーズスクイブ社「シーブリーズ」ブランドを買収

  米「ＮＡＲＳ(ナーズ)」ブランドを買収

  12年６月 新研究所「リサーチセンター(新横浜)」完成

  12年10月 ㈱エフティ資生堂設立 

  12年10月 トイレタリー事業を㈱資生堂から㈱エフティ資生堂に営業譲渡

  13年12月 米国ゾートス社を通じ、ジョイコ・ラボラトリーズ社を買収
  15年４月 

  
大阪資生堂㈱(現・大阪工場)及び資生堂化工㈱(のちに板橋工場)の両生産会社を㈱資生堂が吸収
合併 

  15年５月 本社機能を汐留オフィス(東京都港区)に移転

  15年10月 ㈱エフティ資生堂から久喜工場を㈱資生堂へ移管

  15年12月 上海に持株会社「資生堂(中国)投資有限公司」を設立

  16年10月 資生堂プロフェッショナル㈱設立 

  18年３月 舞鶴工場、板橋工場の２工場を閉鎖
  18年５月 生理用品事業をユニ・チャームグループに譲渡



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、子会社100社(連結子会社92社、持分法非適用非連結子会社８社)及び関連会社28社(持分法

適用関連会社５社、持分法非適用関連会社23社)で構成され、化粧品、化粧用具、トイレタリー製品、理・美容製品、

美容食品、医薬品の製造・販売を主な事業内容とし、更に各事業に関連する研究及びその他のサービス等の事業活動

を展開しております。 

当社グループ各社の事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

  

(注) １ 各事業毎の会社数は、複数事業を営んでいる当社をそれぞれに含めて記載しております。 

２ (セグメント情報)の「事業の種類別セグメント情報」の当連結会計年度の(注)２に記載のとおり、当連結会計年度より事

業区分の方法の変更を行っております。 

  

事業区分 主な事業の内容 主要な会社

国内化粧品事業 

化粧品事業 

(化粧品、化粧用具、トイレタリ

ー製品の製造・販売) 

プロフェッショナル事業 

(理・美容製品の製造・販売) 

ヘルスケア事業 

(食品、一般用医薬品の製造・販

売) 

当社 

資生堂販売㈱ 

資生堂フィティット㈱ 

㈱資生堂インターナショナル 

㈱エフティ資生堂 

資生堂プロフェッショナル㈱ 

資生堂美容室㈱ 

資生堂薬品㈱ 

その他連結子会社 16社 

持分法適用関連会社 ２社         (計 26社) 

海外化粧品事業 

化粧品事業 

(化粧品、化粧用具、トイレタリ

ー製品の製造・販売) 

プロフェッショナル事業 

(理・美容製品の製造・販売) 

当社 

資生堂インターナショナルコーポレーション 

資生堂アメリカインコーポレーテッド 

資生堂コスメティックス(アメリカ) 

ゾートスインターナショナルインコーポレーテッド 

資生堂インターナショナルヨーロッパ 

資生堂インターナショナルフランス 

資生堂ドイチュラント 

ボーテプレステージインターナショナル 

資生堂(中国)投資有限公司 

資生堂麗源化粧品有限公司 

資生堂大昌行化粧品有限公司 

台湾資生堂股份有限公司 

その他連結子会社 50社 

持分法適用関連会社 ３社         (計 66社) 

その他の事業 

フロンティアサイエンス事業 

(医療用医薬品等の製造・販売) 

その他 

(衣料品、服飾雑貨等の販売、飲

食業、不動産の管理・販売  等) 

当社 

㈱ザ・ギンザ 

㈱資生堂パーラー 

資生堂開発㈱ 

匿名組合セラン 

その他連結子会社 ３社          (計 ８社) 

持分法非適用非連結子会社 持分法非適用非連結子会社 ８社      (計 ８社) 

持分法非適用関連会社 持分法非適用関連会社 23社        (計 23社) 



事業の系統図は次のとおりであります。 

 

  



４ 【関係会社の状況】 
  

  

名称 住所 
資本金又は 
出資金 
(千円) 

主要な事
業の内容 

議決権
の所有
割合 
(％) 

関係内容 

(連結子会社)       

資生堂販売㈱  (注)５ 
        (注)６ 東京都港区 100,000 国内化粧

品事業 100.0

化粧品等の販売先 当社所有の建物、土地及び設備を
賃借 
当社に対し建物及び土地を賃貸 当社より資金を貸付 
役員の兼任…有、従業員の出向・兼任…有 

資生堂 
フィティット㈱ (注)５ 東京都中央区 10,000 〃 100.0

化粧品の販売先
役員の兼任…有、従業員の出向・兼任…有 

㈱資生堂インターナショ 
ナル 東京都中央区 30,000 〃 100.0

化粧品の販売先
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

㈱エフティ資生堂 
(注)５ 東京都中央区 100,000 〃 100.0

トイレタリー製品の販売先
役員の兼任…有、従業員の出向・兼任…有 

資生堂 
プロフェッショナル㈱ 東京都中央区 250,000 〃 100.0

理・美容製品の販売先 当社より資金を貸付 
当社所有の建物及び設備を賃借 
役員の兼任…有、従業員の出向・兼任…有 

資生堂美容室㈱ 東京都中央区 295,000 〃 100.0
営業上の取引はなし 当社所有の建物及び設備を賃借
当社より資金を貸付 
役員の兼任…有、従業員の出向・兼任…有 

資生堂薬品㈱ 東京都中央区 100,000 〃 100.0
医薬品の販売先 当社所有の建物及び設備を賃借 
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

資生堂インターナショ 
ナルコーポレーション 

(注)５ 

アメリカ、 
デラウェア 

千米ドル 
403,070 

海外化粧
品事業 100.0

営業上の取引はなし 外部借入及び社債に対する債務
保証 
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

資生堂アメリカ 
インコーポレーテッド 

アメリカ、 
ニューヨーク 

千米ドル 
28,000 〃

100.0
(100.0)

化粧品等の購入先
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

資生堂 
コスメティックス 
(アメリカ) 

アメリカ、 
ニューヨーク 

千米ドル 
15,000 〃

100.0
(100.0)

営業上の取引はなし 賃借料支払に対する債務保証 
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

ゾートスインターナショ
ナルインコーポレーテッ
ド 

アメリカ、 
コネチカット 

千米ドル 
25,000 〃

100.0
(100.0)

営業上の取引はなし
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

資生堂インターナショ 
ナルヨーロッパ 

(注)５ 
フランス、パリ 

千ユーロ 
247,473 〃 100.0

営業上の取引はなし
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

資生堂インター 
ナショナルフランス フランス、パリ 

千ユーロ 
36,295 〃

100.0
(100.0)

化粧品等の購入先
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

資生堂ドイチュラント 
ドイツ、 
デュッセルドル
フ 

千ユーロ 
5,200 〃

100.0
(100.0)

営業上の取引はなし 賃借料支払に対する債務保証 
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

ボーテプレステージ 
インターナショナル フランス、パリ 

千ユーロ 
17,760 〃

100.0
(100.0)

営業上の取引はなし
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…無 

資生堂(中国) 
投資有限公司 中国、上海 

千中国元 
353,006 

〃 100.0
化粧品等の販売先
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

資生堂麗源 
化粧品有限公司 中国、北京 

千中国元 
94,300 〃

65.0
(33.0)

化粧品等の販売先
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

資生堂大昌行 
化粧品有限公司 中国、香港 

千香港ドル 
123,000 〃 50.0

化粧品等の販売先
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

台湾資生堂 
股份有限公司 台湾、台北 

千ニュー台湾ドル 
1,154,588 〃 51.0

化粧品等の販売先
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

㈱ザ・ギンザ 東京都中央区 490,000 その他の
事業 96.9

化粧品、衣料品、服飾雑貨等の販売先 
当社所有の建物及び設備を賃借 当社より資金を貸付 
役員の兼任…有、従業員の出向・兼任…有 

㈱資生堂パーラー 東京都中央区 2,714,500 〃 99.3
食品の購入先 当社所有の建物及び設備を賃借 
当社に対し建物を賃貸 当社より資金を貸付 
役員の兼任…有、従業員の出向・兼任…有 

資生堂開発㈱ 東京都中央区 495,000 〃 100.0
不動産管理の委託先 当社所有の土地及び設備を賃借
当社に対し土地を賃貸 当社より資金を貸付 
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有 

匿名組合セラン (注)２ 
        (注)５ 

(営業者) 
東京都千代田区 11,600,000 〃

―
[100.0]

営業上の取引はなし 当社に対し汐留タワー(汐留オ
フィス)の建物及び設備を賃貸 
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…無 

その他69社 ― ― ― ― ―
(持分法適用関連会社)     
５社 ― ― ― ― ―



(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

３ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数、［ ］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であり

ます。 

４ 上記の会社はいずれも有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

５ 特定子会社であります。 

６ 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 

  主な損益情報は、以下のとおりであります。 

  

  

７ (セグメント情報)の「事業の種類別セグメント情報」の当連結会計年度の(注)２に記載のとおり、当連結会計年度より事

業区分の変更を行っております。 

  

名称 
売上高 
(百万円) 

経常利益
(百万円) 

当期純利益
(百万円) 

純資産額
(百万円) 

総資産額 
(百万円) 

資生堂販売㈱ 338,102 3,414 717 15,223 148,137



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成19年３月31日現在) 

(注) １ 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。なお、

臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

２ 従業員数が当連結会計年度において1,679名増加しておりますが、その主な理由は、拡大・加速する中国事業における店

頭販売員の増強によるものであります。 

３ (セグメント情報)の「事業の種類別セグメント情報」の当連結会計年度の(注)２に記載のとおり、当連結会計年度より事

業区分の変更を行っております。 

  

(2) 提出会社の状況 

(平成19年３月31日現在) 

(注) １ 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時

従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

資生堂労働組合は、昭和21年２月に資生堂従業員組合として発足し、現在当社及び国内主要連結子会社で組織さ

れ、組合員数は10,546名であります。 

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

国内化粧品事業 12,627 ［11,333］ 

海外化粧品事業 13,923 ［  410］ 

その他の事業 910 ［  434］ 

合計 27,460 ［12,177］ 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

3,344［1,426］ 40.9 17.7 6,339,739



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 
  

  

当連結会計年度の我が国経済は、資源・エネルギー価格の高騰や暖冬による天候不順等の不安定要因はあったも

のの、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加、世界経済の拡大に伴う輸出増、並びに雇用環境の改善に支え

られ、概ね順調に推移しました。しかしながら、企業レベルの好況感が家計部門を潤すまでには至らず、完全な景

気回復を実感し難い状況にあることは否めません。化粧品業界においては、平成18年度の経済産業省の化粧品出荷

統計(暦年)によりますと、出荷額は対前年同期比でほぼ横ばいで推移し、成熟したトレンドを示しました。一方、

海外においては、減速リスクを内包しつつも米国の景気拡大基調が維持されたほか、欧州も緩やかな回復を続けま

した。アジアでは、引き続き中国が旺盛な投資に牽引されて高成長を続けました。 

このような状況の中、当社グループでは「成長性の拡大と収益性の向上」を目指した３ヵ年中期経営計画(2005～

2007年度)の２年目を迎え、好調に推移した初年度に引き続き、「国内マーケティング改革」、「中国事業の拡大・

加速」、「抜本的な構造改革」の重点戦略課題を推進するとともに、コーポレート・ガバナンス改革や人事改革に

も取り組みました。 

  

(a) 国内マーケティング改革 

「国内マーケティング改革」では、“100％お客さま志向”のマーケティングに徹するため、「ブランド戦略の

革新」と「ビューティーコンサルタントの活動革新」を引き続き推し進めるとともに、３つ目の柱として「営業

改革」にも取り組みました。昨年４月には、化粧品事業とトイレタリー事業の融合・再編、ヘルス＆ビューティ

ーケア領域の組織再編など、大規模な組織改変を行い、これらの改革を一層強力に推進する体制も整備しまし

た。 

「ブランド戦略の革新」では、ブランドの統合やマーケティング費用の重点配分を通じて、この２年間で「顧

客接点拡大ブランド」の中心となる６つのメガブランド体系を完成させ、これに「顧客接点深耕ブランド」を代

表する、 高級ブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」と化粧品専門店専用ブランド「ベネフィーク」をイノベー

ション(ブランドの価値を革新的に高める商品改良・リニューアル)することにより、“太く・強い”ブランド群

の開発・育成を進めました。このため、化粧品事業とトイレタリー事業の融合と同時に、組織を商品カテゴリー

やチャネルを基軸とした「戦略ビジネスユニット(ＳＢＵ)」単位に再編し、ブランドの開発からマーケティング

活動の全てに責任を持つブランドマネージャーを各ユニットに配置したカテゴリー別マーケティング体制を確立

しました。 

「ビューティーコンサルタントの活動革新」では、2005年度に一部事業所で先行導入した「お客さま応対満足

度評価制度」を昨年４月より全国の事業所で展開し、接客応対に対するお客さまからの評価をビューティーコン

サルタントの活動の中心基準とすることで、お客さま満足度を高める活動に大きく転換しました。 

「営業改革」では、化粧品とトイレタリーの一体化により、チャネル別営業体制を構築するとともに、ブラン

ド育成に対する取り組みに応じた取引制度の改革に着手しました。 

(b) 中国事業の拡大・加速 

「中国事業の拡大・加速」については、専門店専用ブランド「ウララ」の導入や化粧品専門店の店数拡大な

  
前連結会計年度 

(百万円) 
百分比 

  
当連結会計年度

(百万円) 
百分比

  
増減

(百万円) 
増減率 

  
  

増減率 
(現地通貨ベース) 

売上高 670,957 100.0％ 694,594 100.0％ 23,637 3.5％   1.4％

国内売上高 473,715 70.6％ 469,796 67.6％ △3,919 △0.8％   △0.8％

海外売上高 197,241 29.4％ 224,798 32.4％ 27,557 14.0％   6.7％

営業利益 38,879 5.8％ 50,005 7.2％ 11,125 28.6％   

経常利益 42,161 6.3％ 53,465 7.7％ 11,303 26.8％   

当期純利益 14,435 2.2％ 25,293 3.6％ 10,857 75.2％   



ど、激変する中国の市場環境に合わせ、お客さまニーズに応じたチャネル別ブランド戦略を推進するととも

に、急速なビジネスの拡大に対応するため現地生産能力や物流拠点の増強などのインフラ整備や人材開発・教育

にも取り組みました。 

(c) 抜本的な構造改革 

そして、これら成長戦略を推進するための十分な投資原資を確保すると同時に収益性の向上も図る「抜本的な

構造改革」では、生理用品事業の売却など不採算事業の撤退・縮小を行うとともに、物流構造改革や北米の構造

改革などを進めました。 

  

以上の取り組みの結果、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に比べて3.5％増収の694,594百万円と順調

な実績を確保しました。このうち、国内売上は前連結会計年度比0.8％減の469,796百万円となりました。一方、成

長の牽引役である海外売上は、前連結会計年度比14.0％増収(現地通貨ベースでは同6.7％伸長)の224,798百万円と

伸長しました。この結果、海外売上高比率は前連結会計年度より3.0ポイント上昇し32.4％と、はじめて３割を越え

ました。 

営業利益は、前連結会計年度に比べ28.6％増益の50,005百万円(営業利益率7.2％)となりました。これは、売上伸

長による差益増や経費削減によるものです。営業利益の増加に伴い、経常利益も前連結会計年度に比べ26.8％増益

の53,465百万円と大きく増加しました。特別損失として、減損損失や構造改革費用の計上はありましたが、当期純

利益は前連結会計年度比75.2％増益の25,293百万円となりました。 

  



事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

なお、当連結会計年度より事業区分の方法及び営業費用の配賦方法等を変更しており、前連結会計年度の数値

は、変更後の方法により実績を組替えて記載しております。当該変更に関する詳細は、「第５ 経理の状況の １

連結財務諸表等 (セグメント情報)」に記載しております。 

  

売上高(外部顧客に対する売上高) 
  

  

営業利益 
  

(注) 売上比は、売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)に占める営業利益の比率を記載しております。 

  

① 国内化粧品事業 
国内化粧品事業の売上高は、前連結会計年度に比べ1.3％減収の447,557百万円となりました。化粧品事業は市

場全体が前年割れで推移するなか、前連結会計年度比0.5％の増収となったものの、ヘルスケア事業がコエンザイ
ムＱ10市場そのものの縮小により前連結会計年度比35.5％の減収と落ち込んだ影響を大きく受けました。 
(化粧品事業) 
当連結会計年度、それぞれのカテゴリーでトップシェアを目指す「顧客接点拡大ブランド」のメガブランドと

しては、2005年度に導入したメーキャップブランド「マキアージュ」、男性用ブランドの「ウーノ」、セルフセ
レクション市場向けのスキンケア「アクアレーベル」、ヘアケアブランドの「ＴＳＵＢＡＫＩ」の４つのブラン
ドに加え、セルフ市場向けメーキャップブランド「インテグレート」とボリュームゾーン向けスキンケアブラン
ド「エリクシール シュペリエル」を新たに投入しました。また、チャネルを限定して顧客との関係性を深める
「顧客接点深耕ブランド」として、 高級ブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」と化粧品専門店専用ブランド
「ベネフィーク」のイノベーションを実施しました。 
カウンセリング化粧品では天候不順の影響などでスキンケアを中心に苦戦し前連結会計年度を下回りました

が、「インテグレート」や10～20代前半の女性を対象にしたメーキャップブランド「マジョリカ マジョルカ」
などが好調だったセルフ化粧品と、「ＴＳＵＢＡＫＩ」が大いに貢献したトイレタリーが売上を伸ばし、化粧品
事業の売上高は前連結会計年度比0.5％の増収となりました。 
(プロフェッショナル事業) 
理・美容室向けのプロフェッショナル事業の売上高は、形状記憶パーマ器材「システムキュール」は取扱店舗

数を拡大し好調だったほか、成長市場のエステティック・スパ領域においては、当該施設を設置する大型ホテル
や温泉旅館との取引を拡大しましたが、主力のヘアケア製品やヘアカラーが厳しい市場競争の影響を受けて売上
高が伸び悩み、前連結会計年度比4.6％の減収となりました。 

  
前連結会計年度 

(百万円) 
構成比 

  
当連結会計年度

(百万円) 
構成比

  
増減

(百万円) 
増減率

  
  

増減率 
(現地通貨ベース)

国内化粧品事業 453,360 67.6％ 447,557 64.4％ △5,803 △1.3％   △1.3％

海外化粧品事業 196,331 29.3％ 224,319 32.3％ 27,988 14.3％   7.0％

その他の事業 21,265 3.1％ 22,717 3.3％ 1,451 6.8％   6.8％

合計 670,957 100.0％ 694,594 100.0％ 23,637 3.5％   1.4％

  
前連結会計年度 

(百万円) 
売上比 
(注) 

当連結会計年度
(百万円) 

売上比
(注) 

増減
(百万円) 

増減率
  

国内化粧品事業 34,260 7.5％ 36,870 8.1％ 2,610 7.6％ 

海外化粧品事業 2,835 1.4％ 10,444 4.6％ 7,609 268.4％ 

その他の事業 981 2.4％ 2,245 4.9％ 1,263 128.8％ 

消去又は全社 802 ― 445 ― △357 △44.5％ 

合計 38,879 5.8％ 50,005 7.2％ 11,125 28.6％ 



(ヘルスケア事業) 

ヘルス＆ビューティーケア領域の中で、サプリメントや一般用医薬品を提供するヘルスケア事業は、代謝活性

化食品「デトキシング＆リチューニング」を発売し、皮膚賦活食品「コラーゲンEX」も計画を上回る実績を確保

しましたが、抗老化保健機能食品の「Ｑ10」シリーズが市場縮小の影響を大きく受けたため、前連結会計年度比

35.5％の減収となりました。 

  

営業利益は、売上減に伴う差益減や人件費増の利益悪化要因があったものの、重点ブランドへの集中に伴うマ

ーケティングコストの効率配分や管理部門費の削減により、前連結会計年度に比べ7.6％増益の36,870百万円とな

りました。 

  

② 海外化粧品事業 

海外化粧品事業の売上高は、化粧品事業及びプロフェッショナル事業ともに伸長し、現地通貨ベースで7.0％の

増収になったことに加え、円安の影響もあり、前連結会計年度に比べ14.3％増収の224,319百万円となりました。

(化粧品事業) 

化粧品事業は 重点国の中国を牽引役に、各地域での売上が順調に伸び、現地通貨ベースで7.6％の増収となり

ました。 

プレステージ市場では、主力の「SHISEIDO」ブランドでは、スキンケアラインの「BOP」、「ベネフィアン

ス」、「ホワイトルーセント」の拡販に注力することで、愛用者の拡大に努め、順調に売上を伸ばしました。加

えて、 高級ブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」をはじめ、「イッセイ ミヤケ」、「ジャンポール ゴルチ

エ」、「ナルシソ ロドリゲス」の３つのデザイナーズフレグランスブランドを展開するボーテ プレステージ

インターナショナル社(以下「ＢＰＩ」)のフレグランス、アメリカのメーキャップアーティストブランド「ＮＡ

ＲＳ(ナーズ)」など、「SHISEIDO」以外のブランドも堅調に売上を伸ばしました。 

ミドルマス市場では、アジアで「Ｚａ(ジーエー)」や「ピュア＆マイルド」ブランドが売上を伸ばしました。 

チャネル別ブランド戦略を展開する中国(香港含む)においては、現地通貨ベースで31.3％の増収となり、引き

続き高成長を持続しました。これは、デパートチャネルで中国専用ブランド「オプレ」や「SHISEIDO」ブランド

が好調だったことに加え、昨年11月に北京・上海で上市した新高機能プレステージライン「シュープリーム オ

プレ」が順調な立ち上がりとなったこと、化粧品専門店チャネルでは、取扱店の拡大(2006年度末で約1,700店舗)

と昨年10月に導入した専用ブランド「ウララ」が大ヒットとなったことによるものです。 

また、成長領域への取組みとして、空港免税店を中心としたトラベルリテールビジネスを積極的に展開しまし

た。 

(プロフェッショナル事業) 

サロン向けのプロフェッショナル事業では、ゾートス社においてリニューアルした「ジョイコ」のヘアケア製

品が売上を伸ばしたほか、エステティック・スパブランドの「カリタ」と「デクレオール」も堅調に推移し、現

地通貨ベースで3.5％の増収となりました。 

  

営業利益は、中国など一部地域では戦略的にマーケティングコストを投入したものの、増収効果でこれを十分

に吸収し、前連結会計年度に比べ268.4％増益の10,444百万円となりました。 

  

③ その他の事業 

その他の事業の売上高は、前連結会計年度に比べ6.8％増収の22,717百万円となりました。 

(フロンティアサイエンス事業) 

ヘルス＆ビューティーケア領域の中で、医療用医薬品や美容皮膚医療などを柱とするフロンティアサイエンス

事業では、化粧品や医薬品、食品の原料となるバイオヒアルロン酸の売上が拡大しました。 

  

営業利益は、投資事業組合を新たに連結したことなどにより、前連結会計年度に比べ128.8％増益の2,245百万

円となりました。 

  



所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

なお、当連結会計年度より営業費用の配賦方法等を変更しており、前連結会計年度の数値は、変更後の方法によ

り実績を計算しなおして記載しております。当該変更に関する詳細は、「第５ 経理の状況の １ 連結財務諸表等

(セグメント情報)」に記載しております。 

  

売上高(外部顧客に対する売上高) 
  

  

営業利益 
  

(注) 売上比は、売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)に占める営業利益の比率を記載しております。 

  

① 日本 

売上高は、国内化粧品事業の減収を、フロンティアサイエンス事業などその他の事業の増収により一部カバー

したものの、前連結会計年度に比べ0.9％減収の471,204百万円となりました。 

営業利益は、マーケティングコストの効率配分や管理部門費削減効果から、前連結会計年度に比べ13.8％増益

の27,335百万円となりました。 

  

② アメリカ 

売上高は、現地通貨ベースで前連結会計年度から6.4％の増収となったことに加え、ドルに対して円安が進んだ

こともあり、円換算後では、前連結会計年度に比べ12.4％増収の51,730百万円となりました。 

化粧品事業では、アメリカにおいて、主要ブランドの拡販が好調に推移し、成長性を確保しました。カナダ、

ブラジルにおいても主要ブランドが堅調に推移しました。 

プロフェッショナル事業では、ゾートス社の売上が好調に推移しました。 

営業利益は、売上増に伴う差益増や北米地域の構造改革による管理部門費削減などの効果から、前連結会計年

度に比べ202.0％増益の2,808百万円となりました。 

  

  
前連結会計年度 

(百万円) 
構成比 

  
当連結会計年度

(百万円) 
構成比

  
増減

(百万円) 
増減率

  
  

増減率 
(現地通貨ベース)

日本 475,653 70.9％ 471,204 67.8％ △ 4,448 △0.9％   △0.9％

アメリカ 46,016 6.9％ 51,730 7.5％ 5,714 12.4％   6.4％

欧州 85,572 12.7％ 88,364 12.7％ 2,791 3.3％   △3.2％

アジア・ 
オセアニア 

63,714 9.5％ 83,295 12.0％ 19,580 30.7％   21.4％

在外計 195,303 29.1％ 223,389 32.2％ 28,085 14.4％   7.1％

合計 670,957 100.0％ 694,594 100.0％ 23,637 3.5％   1.4％

  
前連結会計年度 

(百万円) 
売上比 
(注) 

当連結会計年度
(百万円) 

売上比
(注) 

増減
(百万円) 

増減率
  

日本 24,027 4.8％ 27,335 5.5％ 3,308 13.8％ 

アメリカ 930 1.7％ 2,808 4.7％ 1,878 202.0％ 

欧州 5,377 6.0％ 6,310 6.8％ 933 17.4％ 

アジア・ 
オセアニア 

7,667 12.0％ 11,212 13.4％ 3,545 46.2％ 

在外計 13,974 6.7％ 20,332 8.6％ 6,357 45.5％ 

消去又は全社 877 ― 2,337 ― 1,460 166.4％ 

合計 38,879 5.8％ 50,005 7.2％ 11,125 28.6％ 



③ 欧州 

売上高は、リベートの計上処理方法の変更により現地通貨ベースで前連結会計年度から3.2％の減収となりまし

たが、ユーロに対して円安が進んだこともあり、円換算後では、前連結会計年度に比べ3.3％増収の88,364百万円

となりました。なお、この変更による影響を除く前連結会計年度比では、現地通貨ベースで4.5％、円換算後で

11.5％の増収となります。 

化粧品事業では、イタリア、ドイツ、フランスが堅調に推移したことに加え、成長市場であるスペインやトラ

ベルリテールビジネスが大きく伸長しました。 

プロフェッショナル事業では、エステティック・スパブランドの「カリタ」と「デクレオール」が堅調に推移

しました。 

営業利益は、ＢＰＩ社の利益増が寄与し、前連結会計年度に比べ17.4％増益の6,310百万円となりました。 

  

④ アジア・オセアニア 

売上高は、化粧品事業で中国を中心に売上が順調に伸び、現地通貨ベースで前連結会計年度から21.4％の増収

になったことに加え、主要通貨に対して円安となったことから、円換算後でも前連結会計年度に比べ30.7％増収

の83,295百万円となりました。 

化粧品事業では、中国が高成長を持続したほか、中国以外のアジア・オセアニアの各国についても、台湾やタ

イを中心に堅調に推移しました。 

プロフェッショナル事業では、タイの現地法人による直営スパサロンの展開拡大により増収となりました。 

営業利益は、中国での戦略的なマーケティングコストの強化や人件費の増加を売上増に伴う差益増により吸収

し、前連結会計年度に比べ46.2％増益の11,212百万円となりました。 

  

なお、上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

  

  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「キャッシュ」)は、前連結会計年度末に比べ56,245百万

円増加し、145,259百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度の営業活動によって得られたキャッシュは、前連結会計年度に比べ47,618百万円増加の69,431百

万円となりました。 

  
前連結会計年度

(百万円) 
当連結会計年度

(百万円) 
増減 

(百万円) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,812 69,431 47,618

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,640 △18,482 △5,842

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,959 1,836 31,796

現金及び現金同等物期末残高 89,014 145,259 56,245



これは主に、税金等調整前当期純利益の増加(前連結会計年度比18,227百万円のキャッシュ増)に加え、特別退職

債務の支払いの減少(前連結会計年度比43,770百万円のキャッシュ増)等によるものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度の投資活動によって使用したキャッシュは、前連結会計年度に比べ5,842百万円増加の18,482百万

円となりました。 

これは主に、定期預金の預入れによる支出・払出しによる収入の純額支出の増加(前連結会計年度比5,294百万円

のキャッシュ減)等によるものです。 

固定資産投資(有形・無形固定資産投資及び長期前払費用の支出の合計)は、主に国内では既存設備の改修・更

新、海外では拡大する中国での生産能力の増強を中心に実施した結果、全体としてほぼ減価償却費と同水準の

28,557百万円となりました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度の財務活動のキャッシュは、前連結会計年度の29,959百万円の支出から1,836百万円の収入となり

ました。これは資金調達額が株主還元額を上回ったことによるものです。 

資金調達の面では、前連結会計年度に10,048百万円の支出であった短期借入金の純増減額が853百万円の収入とな

り、前連結会計年度に3,833百万円の支出であった社債の純増減額が12,800百万円の収入となったこと、株主還元の

面では、配当金の支払額の増加(前連結会計年度比1,233百万円のキャッシュ減)、自己株式の取得等による支出の減

少(前連結会計年度比3,029百万円のキャッシュ増)等によるものです。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前期比較に当たっては前連結会計年度分を変更後の

区分に組替えて、行っております。 

  

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ セグメント間取引については相殺消去しておりません。 

２ 金額は製造原価ベースで記載しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当社グループ製品については受注生産を行っておりません。また、ＯＥＭ(相手先ブランドによる生産)等による

受注生産を一部実施しているものの金額は僅少であります。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ セグメント間取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前期比(％) 

国内化粧品事業 93,813 △4.1

海外化粧品事業 65,539 ＋7.4

その他の事業 3,422 ＋9.3

合計 162,776 ＋0.5

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前期比(％) 

国内化粧品事業 447,557 △1.3

海外化粧品事業 224,319 ＋14.3

その他の事業 22,717 ＋6.8

合計 694,594 ＋3.5



３ 【対処すべき課題】 
１ ３ヵ年中期経営計画(2005～2007年度) 

当社グループは、化粧品のグローバル企業と伍して戦える企業への変革を実現するため、売上高営業利益率10％
を出し続けられる企業となることを目標としております。また、利益率の向上とともにROE(自己資本利益率)の着実
な向上も目指してまいります。 
その第一歩として2005年度にスタートした３ヵ年中期経営計画(以下、「３ヵ年計画」)では、成長性とともに収

益性を高めることで、売上高営業利益率8.0％以上という数値目標の達成をコミットメントとしております。 
この計画達成に向け、2005年度より国内で安定した収益を上げ、これを基盤に海外への積極投資を行い、高成長

を達成するという、「国内マーケティング改革」と「中国事業の拡大・加速」という重点戦略課題に取り組んでお
ります。また、これらを実現するために、不採算事業の撤退・縮小など利益体質への「抜本的な構造改革」を推進
するとともに、社外取締役の導入などのコーポレート・ガバナンス改革や人事改革にも取り組んでおります。 
  
当該３ヵ年計画の全体像は次の図のとおりです。 

  

 
  

終年度となる2007年度は、３ヵ年計画目標の達成に向け、一段とスピードを上げてこれらの戦略を実行してま
いります。具体的には、「国内マーケティング改革の総仕上げ」、「グローバル展開のさらなる強化」、「抜本的
な構造改革の続行」の３つを重点的に進めます。 

  

(1) 国内マーケティング改革の総仕上げ 
「ブランド戦略の革新」では、それぞれのカテゴリーでトップシェアを目指す「顧客接点拡大ブランド」のメ

ガブランド戦略を中心に“太く・強い”ブランドづくりを推進しており、2006年度までの２年間で６つのメガブ
ランド体系を完成させました。メガブランドがすべて出揃った2007年度以降は、お客さまのための「ロングセラ
ーブランドの育成」に取り組んでまいります。そのために、販売現場主導の販売施策実施や営業の評価項目に既
存ブランド育成活動を加えるなど、販売第一線の日常活動を強化する体制を整えるほか、業務プロセスを変革
し、研究開発・生産、マーケティングまで一貫するブランド育成の仕組みを構築してまいります。 
「ビューティーコンサルタントの活動革新」では、2006年度より全国展開している「お客さま応対満足度評

価」を軸に活動を強化し、お客さま満足の向上を図るとともに、美容のプロとしての技術力を高める制度や教育
の仕組みを導入し、活動を進化させてまいります。 
「営業改革」では、お客さまの 高の美しさを引き出す活動に積極的に取り組む化粧品専門店を重点的に支援

するとともに、ドラッグストアでは顧客購買データを分析・活用した売場づくり支援やリテールサポーター(売場
づくり、商品在庫管理・発注などを行う営業担当)の活動強化を行うなど、チャネル別営業体制の強化と取引制度
改革を推進し、21世紀の新たな共存共栄の仕組みづくりに取り組んでまいります。 

  



(2) グローバル展開のさらなる強化 

「中国事業の拡大・加速」では、デパートでは「オプレ」を核としたカウンセリングサービスの向上を図ると

ともに、化粧品専門店では店数拡大と「ウララ」を軸とした既存店売上の向上を図るなど、チャネル別ブランド

戦略を一層強化いたします。また、「中国お客さまセンター」の稼動による相談機能の強化や、新興チャネルへ

の進出も図ります。さらに、婦人団体を対象とする美容セミナーの社会貢献や環境対応なども充実し、中国にお

いて「信頼され必要とされる企業」になることを目指します。 

「グローバル化の推進」では、2007年５月にロシアに「資生堂ロシア」を設立し、同国での販売を強化すると

ともに、空港免税店などを対象としたトラベルリテールビジネスなど、成長領域への積極展開も進めてまいりま

す。さらに、欧米・アジア市場においても、引き続き、主力ブランドに絞り込んだ効率的なマーケティング活動

や、管理機能の集約など収益性の向上を図る構造改革を推進します。 

  

(3) 抜本的な構造改革の続行 

「抜本的な構造改革」では、売上高営業利益率10％を達成できるコスト構造を構築していくために、品種数の

絞込みによる生産効率の向上や売上原価の低減、物流機能のアウトソーシングと情報システムの刷新によるイン

フラコストの削減、スタッフ部門の業務改革による管理費の削減などに取り組んでまいります。 

また、国内外で引き続き利益貢献度の低い事業やブランドの整理を行うとともに、特に北米地域では、物流・

生産などのインフラや組織の再編・統合による効率化を進め、収益力の改善に取り組んでまいります。 

  

これらの改革を支えるために、「人事改革」として、企業内大学「エコール資生堂」の本格稼動や人事制度改革

など人材育成の強化に取り組んでまいります。また、「コーポレート・ガバナンス改革」としては企業価値創造と

コンプライアンスの２つの全社的なテーマを推進する取締役会直轄のCSR委員会において、男女共同参画、社会貢

献、企業文化、企業倫理、リスク対応、環境問題など、社会に適合し、社会とともに生きる企業としての活動をさ

らに進化させてまいります。 

  

２ 株式会社の支配に関する基本方針 

当社の株式会社の支配に関する基本方針は、「当社株式の大量取得行為に関する対応策」(以下「本プラン」)の

導入を決議した平成18年４月27日開催の取締役会において決議しており、その基本方針は(1)のとおりであります。

また、第106回定時株主総会における第３号議案及び第７号議案により、基本方針に照らして不適切な者が支配を

獲得することを防止するための対応策について決議されており、その内容は(2)(b)のとおりであります。 

(1) 基本方針の内容 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの有形無形の経営資源、将来を見据

えた施策の潜在的効果、事業分野・人的ネットワークや文化資本・社会との信頼関係の有機的結合により実現さ

れ得るシナジー効果等、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ

持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。 

当社は、1982年の創業以来、一貫して「多くのお客さまの美と健康に貢献することで、お客さまのお役に立

ち、ひいては社会のお役に立つ」という精神で企業経営を続けてまいりました。当社グループは今後もこの精神

のもと、「世界のお客さまのお役に立つ企業であり続けること」を事業の方針とし、「株主」の皆さまを始め

「お客さま」「取引先」「社員」「社会」という全てのステークホルダーから「価値ある企業」として支持さ

れ、ともに価値を創造することこそが株主価値の 大化を実現する道と考えております。同時に21世紀における

企業価値向上のカギは、当社のコーポレートブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」の価値をさらに高めていくことにあ

ります。そのためには、経済的価値の向上とともに企業の社会的責任や環境対応も欠かせない要素であると認識

しております。 

当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する

ものであれば、資本市場のルールに則り株式を買付ける行為それ自体を否定するものではありません。また、株

式市場の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、 終的には株主全体の意思に基づき行われるべきもの

と考えます。 



しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明確

な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社の取締役や株主が株式の大

量買付の行為について検討し、あるいは当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しな

いもの、買付者の提示した条件よりもさらに有利な条件を株主にもたらしたりするために、当社による買付者と

の交渉を必要とするもの等、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。 

このように当社株式の大量買付を行う者が、当社の企業価値の源泉を理解し、中長期的に確保し、向上させら

れる者でなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。 

そこで、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、当社は必要かつ相当な

対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。 

  

(2) 不適切な支配の防止のための取組み 

(a) 基本方針の実現に資する特別な取組み 

当社は、当社の企業価値を向上させ、上記基本方針を実現するため、平成17年４月から「成長性の拡大と収

益性の向上」を目指して３ヵ年計画をスタートしております。当社は、この３ヵ年計画の下、成長性の拡大に

向けた「国内マーケティング改革」と「中国事業の拡大・加速」、収益性の向上に向けた「抜本的な構造改

革」の３つの柱を据え、「株主」の皆さまを始め「お客さま」「取引先」「社員」「社会」という全てのステ

ークホルダーから「価値ある企業」として支持されることを目指し、ブランド価値の向上、企業価値の 大化

に取り組んでおります。 

また、コーポレート・ガバナンス強化のため、独立性の高い社外取締役２名と社外監査役３名を選任し、ま

た経営陣の株主の皆さまに対する責任を明確化するため、取締役の任期を１年としていることに加え、経営の

透明性・客観性を高める観点から、取締役会の諮問機関として、社外委員を委員長とする「役員報酬諮問委員

会」と、役員候補の選定と評価、役員在任期間の設定等を行う「役員指名諮問委員会」を設置しております。

さらに平成17年４月より、固定報酬を減少させ業績連動報酬の割合を50％程度に引き上げた新たな役員報酬制

度を導入しております。 

(b) 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み 

当社は、平成18年４月27日開催の取締役会において本プランの導入を決議し、第106回定時株主総会において

本プランの導入について承認を得ております。 

本プランは、当社の株券等に対する買付その他これに類似する行為またはその提案(以下、「買付等」)が行

われた際、買付等を行う者又はその提案者(以下、併せて「買付者等」)に対し、事前に当該買付等に関する情

報の提供を求め、それに応じるべきか否かを株主の皆さまが判断するために必要な情報や時間を確保したり、

株主の皆さまのために交渉を行うこと等を可能とし、また、上記基本方針に反し、当社の企業価値・株主共同

の利益を毀損する買付等を阻止することにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを

目的としております。 

本プランは、①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付等、又

は②当社が発行者である株券等について、公開買付に係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券

等所有割合の合計が20％以上となる公開買付を対象とします。 

当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、買付内容等の検討に必要な

情報及び本プランを遵守する旨の宣誓文言等を記載した書面の提出を求めます。その後、買付者等から提出さ

れた情報や当社取締役会からの意見や根拠資料、これに対する代替案(もしあれば)が、社外取締役及び社外監

査役等、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会に提供され、その評価、検討を経るものと

します。独立委員会は、外部専門家等の助言を独自に得た上、買付内容の評価・検討、当社取締役会の提示し

た代替案の検討、買付者等との交渉、株主に対する情報開示等を行います。 

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、又は当該買付者等の内容の検

討、買付者等との協議・交渉等の結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な

侵害をもたらすおそれのある買付等である場合など本プランに定める要件に該当する買付等であると認めた場

合には、独立委員会規則に従い、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施することを勧告しま

す。この新株予約権は、金１円以上で時価の50％相当額以下の範囲内において、当社取締役会が決定した金額

を払い込むことにより行使し、普通株式１株を取得することができ、また、買付者等による権利行使が認めら

れないという行使条件、及び当社が買付者等以外の者から当社株式１株と引換えに新株予約権１個を取得する

ことができる旨の取得条件が付されております。当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を 大限尊重して新

株予約権無償割当ての実施又は不実施等の決議を行うものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合

速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。 

本プランの有効期間は、平成20年３月期に関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、有効期間

の満了前であっても、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその

時点で廃止されることとなります。また、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合に

は、本プランはその時点で廃止されることになります。 

本プラン導入後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主の皆さまに直接具体的な

影響が生じることはありません。他方、本プランが発動され、新株予約権無償割当てが実施された場合、株主



の皆さまが新株予約権行使の手続きを行わないとその保有する株式が希釈化される場合があります(但し、当

社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、株式の希釈化は生じません)。 

  

(3) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

当社の３ヵ年計画の推進によるブランド価値の向上・企業価値の 大化、コーポレート・ガバナンスの強化等

の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定さ

れたものであり、まさに基本方針に沿うものであります。 

また、本プランは、前記(2)(b)記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導

入されたものであり、基本方針に沿うものであります。特に、本プランは、株主総会において株主の承認を得た

上で導入されたものであること、その内容として本プランの発動に関する合理的な客観的要件が設定されている

こと、独立性の高い社外取締役及び社外監査役によって構成される独立委員会が設置されており、本プランの発

動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門

家を利用することができるとされていること、本プランの有効期限が平成20年３月期に関する定時株主総会の終

結の時までと定められた上、株主総会又は取締役会によりいつでも廃止できるとされていること、当社取締役の

任期は１年とされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の

利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

  



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち当社グループの財政状態及び経営成績等

に影響を及ぼす可能性のあるリスクには次のようなものがあり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項と考えております。 

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成19年６月26日)現在において当社グループが判断し

たものでありますが、ここに掲げられている項目に限定されるものではありません。 

  

(1) コーポレートブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」価値の低下 

当社グループでは、国内外の事業活動において、コーポレートブランド「SHISEIDO」をグループで共有し、ブラ

ンド価値の向上に努めておりますが、不測の事態によるブランド価値の低下が発生した場合には、当社グループの

財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2) お客さま対応 

当社グループでは、お客さまとの関係を重視しております。「THE SHISEIDO CODE(資生堂企業倫理・行動基準)」

でも、その第１章としてお客さまの満足と信頼が得られるように行動する旨を明示し、周知徹底を図っておりま

す。しかしながら、お客さまの満足や信頼を損なうこととなる不測の事態が生じた場合、当社グループのブランド

価値が低下し、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3) 戦略的投資活動等 

当社グループは、中国等の戦略市場への投資、Ｍ＆Ａ及び新規事業・新市場への投資等の戦略的投資活動の推進

に際して、意思決定のために必要かつ十分な情報収集と検討を実施し、合理的意思決定を行っております。しかし

ながら、予期し得ない種々の環境変化等により、当初意図した成果が得られない場合には、当社グループの財政状

態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(4) 化粧品業界の競争環境 

当社グループの属する化粧品業界は、グローバル規模で競争が激しくなっております。成熟した国内市場では、

M&Aによる影響力のある国内企業グループの誕生をはじめ、欧米グローバル企業のプレステージ化粧品領域などでの

影響力拡大、さらには他業界からの新規参入など競争環境がますます厳しくなっております。また、海外市場でも

当社グループが成長戦略の柱として位置付ける中国市場において、欧米グローバル企業が豊富な資金力を背景に積

極的なM&Aやマーケティング活動を展開し、消費者の認知度を高め市場シェアを拡大するなど、競争環境が一層厳し

くなっております。 

したがって、当社グループがグローバルコンペティターに比べてこの競争環境に的確に対処できない場合には、

当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(5) 海外での事業活動 

当社グループは海外67ヵ国で事業活動を行っており、連結売上高に占める海外売上高比率は年々伸長し、当連結

会計年度では32.4％に至っております。今後ともこの傾向は続くものと見込まれます。 

海外での事業活動において、予期し得ない経済的・政治的・社会的な突発事態の発生、テロ・戦争・内乱の勃

発、鳥インフルエンザ等伝染病の流行による社会的・経済的混乱、異常気象や天候不順等が、当社グループの財政

状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

なお、海外売上に関する詳細は、「第５ 経理の状況の １連結財務諸表等 (セグメント情報)」として開示し

ております。 

  

(6) 為替変動による影響 

当社グループは、輸出入取引等を行うことに伴う外貨建て決済について、為替相場の変動リスクを負っておりま



す。当社グループでは、販売地域に対応する生産体制を築き、輸出入取引のボリュームを抑えること等で通貨変

動に対するヘッジを行っておりますが、リスクが完全に回避されるわけではありません。また、在外連結子会社及

び持分法適用関連会社の現地通貨建ての報告数値は、連結財務諸表作成時に円換算することから、収益が費用を上

回っている現状では、外貨に対して円高が進むと経営成績にマイナス影響を与えます。このように不測の為替変動

が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(7) 市場ニーズへの適合 

新製品・新ブランドの開発・育成及びマーケティング活動が市場ニーズに適合しているかどうかが当社グループ

の売上及び利益に大きな影響をもたらします。当社グループでは、市場ニーズに応えるため、魅力的な新製品・新

ブランドの開発、マーケティング活動による新製品・新ブランド及び既存品・既存ブランドの強化・育成、市場ニ

ーズに応えられなくなった既存品・既存ブランドの撤退を継続的に行っております。しかしながら、当該活動はそ

の性質上、さまざまな要因による不確実性が伴うため、当初意図した成果が得られない場合には、当社グループの

財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

なお、研究開発活動に関する詳細は、「第２ 事業の状況 ６ 研究開発活動」として開示しております。 

  

(8) 特定の取引先等 

当社グループの主要事業である国内化粧品事業においては、小売・流通チャネルにおいて大きな変化が生じてお

り、この変化に対する当社グループの対応が的確ではなかった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(9) 法規制等に関するリスク 

当社グループは、薬事法をはじめとする法規制や、品質に関する基準、環境に関する基準、会計基準や税法等、

事業展開している国内外のさまざまな法規制等の適用を受けております。当社グループではコンプライアンス(法令

遵守)とＣＳＲに基づく倫理的行動に万全を期しておりますが、今後、これらの法規制等が変更された場合、又予測

できない法規制等が新たに設けられた場合には、当社グループの事業活動が制限され、当社グループの財政状態及

び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(10)重要な訴訟等 

当連結会計年度において、当社グループに重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、将来、重要な

訴訟等が発生し、当社グループに不利な判断がなされた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

  



(11)情報セキュリティに関するリスク 

当社グループが保有する顧客情報や機密情報等の情報資産の保護については、さまざまな対策を講じておりま

す。例えば、平成17年４月の「個人情報保護法」の全面施行を踏まえ、平成16年３月に個人情報保護を適切に行っ

ている企業の証である「プライバシーマーク(ＪＩＳ規格)」の認証を取得しております。しかしながら、予期し得

ない不正アクセスによる情報漏洩等が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

(12)災害・事故等 

当社グループでは、大規模な地震の発生など災害・事故発生時の生産、物流及び販売の中断による損失を 小化

するため、生産拠点、物流拠点、情報システム及び本社を事業継続の重要拠点と位置付け、事業継続計画(ＢＣＰ)

の構築を行っております。しかしながら、想定を超える災害・事故等の発生により、製造、物流及び販売の中断が

生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

当連結会計年度において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。 

(1) 生理用品事業の譲渡について 

① 株式譲渡契約 

  

  

② 知的財産権の譲渡契約 

  

  

(2) 物流業務のアウトソーシングと物流子会社及び固定資産の譲渡について 

当社は、平成18年12月14日開催の取締役会において、当社の連結子会社である資生堂物流サービス㈱が実施して

いる国内物流業務を、㈱日立物流にアウトソーシングすることとし、同時に、㈱日立物流が提案するスキームに基

づき、当社が保有する資生堂物流サービス㈱の発行済株式の90％を㈱日立物流に、物流関連施設をプロロジス及び

日立キャピタル㈱に譲渡することを決議し、平成19年４月２日に取引を完了いたしました。 

なお、各契約の内容については、「第５ 経理の状況の １連結財務諸表等 (重要な後発事象)」及び「第５

経理の状況の ２財務諸表等 (重要な後発事象)」に記載しております。 

  

契約会社名 相手方の名称 国名 契約内容

エフティ資生

堂㈱ 

(連結子会社) 

ユニ・チャー

ムプロダクツ

㈱ 

日本 

当社は、連結子会社のエフティ資生堂㈱を通じて、当社グループの

生理用品事業において生理用品の製造を行う㈱ミュウプロダクツの

普通株式1,040株全て(発行済株式の65％)をユニ・チャームグルー

プのユニ・チャームプロダクツ㈱へ譲渡する契約を平成18年４月30

日に締結し、同年５月31日に取引を完了いたしました。 

契約会社名 相手方の名称 国名 契約内容

㈱資生堂 

(当社) 

ユニ・チャー

ム㈱ 
日本 

当社は、当社が所有する生理用品事業に関する商標・特許等の知的

財産をユニ・チャーム㈱へ譲渡する契約を平成18年４月30日に締結

し、同年５月31日に取引を完了いたしました。 



６ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、お客さまの「美と健康」を実現する画期的な商品、サービスの提供を目指し、神

奈川県横浜市の２ヵ所のリサーチセンター、東京都品川区のビューティーソリューション開発センターをはじめ、ア

メリカ(米国)、欧州(フランス)、アジア・オセアニア(中国)に設置した研究開発拠点にて推進しております。2006年

10月にはタイ・バンコクに「東南アジアリサーチセンター」を新設し、世界５極でのＲ＆Ｄネットワークの拠点を構

築しました。また、欧州市場向けの化粧品開発を強化するため、欧州の研究開発機能を再編し、新たに欧州リサーチ

センターをフランス・パリに開設しました。今後さらに海外での積極的な研究開発を推進してまいります。 

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は16,132百万円(売上高比2.3％)であり、各事業別の研究の目

的、主要課題、研究成果及び研究開発費は、次のとおりであります。なお、基礎研究などの各事業に配分できない費

用3,105百万円が含まれております。 

  

＜国内化粧品事業＞ 

より美しい肌、美しい生活を実現することを目的に、基礎的な皮膚科学や機能性食品の研究を行うとともに、化

粧品原料素材や製品、美容法、美容理論の開発に至るまでの研究開発を推進しております。当連結会計年度、化粧

品事業においては、「角層」に関する研究の成果を集大成し、新たな「コルネオ(角層)育成理論」を完成させ、新

スキンケアブランド「エリクシール シュペリエル」に応用しました。また、粉末を非常に細かく分散させ、一つ

ひとつをなめらかな成分で均一にコーティングする「マイクロコーティング製法」を独自に開発し、メーキャップ

ブランド「マキアージュ」のファンデーションに応用、これまでにない肌との一体感やきめ細かくなめらかな仕上

がりを実現することができました。さらに、10年にわたり研究開発を行ってきた資生堂オリジナルの医薬部外品の

美白有効成分である「４ＭＳＫ」を配合した「ＨＡＫＵ メラノフォーカス２」を開発しました。また、ヘルスケア

事業においては、内外美容に対する研究を進め、年代を問わず女性全体において体内汚れ意識と排出ニーズが高い

ことを見出しました。この知見は、新発想のサプリメント「デトキシング＆リチューニング」に応用しておりま

す。 

当事業に関わる研究開発費は11,176百万円であります。 

  

＜海外化粧品事業＞ 

「ハイ・クオリティ」、「ハイ・イメージ」、「ハイ・サービス」を追及する海外化粧品に対応するために、高

品質・高機能の素材の特徴を十分に引き出すような製品の開発を推進しております。 

当連結会計年度には、表皮のターンオーバー異常による角層の重層化に対応した技術を開発し、グローバル高機

能スキンケアブランド「ＢＯＰ」に応用しました。また、シリコーン油に安定に無機粉体を分散させるために新た

な高機能分散剤をデザインし開発しました。この技術は、グローバルメーキャップブランド「ザ・メーキャップ」

に応用し、紫外線散乱効果が高く、かつ塗り伸ばしやすく透明性が高いリキッドファンデーションを実現しており

ます。 

中国においては資生堂(中国)研究開発中心有限公司を中心に現地のお客さま研究を行い、中国全土の女性の化粧

ニーズ「乾燥対応」「美白への憧れ」を見出しました。これらの知見は「水潤亮肌(潤い溢れる明るく透明感のある

肌)をテーマにした中国専用新ブランド「ウララ」に応用しました。 

当事業に関わる研究開発費は1,622百万円であります。 

  

＜その他の事業＞ 

医療用医薬品、マテリアル、クロマトグラフィー及び美容皮膚医療を展開するフロンティアサイエンス事業の研

究開発を、横浜市金沢区のリサーチセンター(金沢八景)にて進めております。当事業においては、メーキャップに

用いられる粉体の開発技術を応用した分析用の高性能カラムの開発、種々の分離精製用機器装置の開発などを行っ

ております。 

当事業に関わる研究開発費は227百万円であります。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

当連結会計年度における財政状態及び経営成績の分析は、次のとおりであります。 

なお、文中の記載内容のうち、歴史的事実でないものは、有価証券報告書提出日(平成19年６月26日)現在において

当社グループの将来に関する見通し及び計画に基づいた将来予測であります。これらの将来予測には、リスクや不確

定な要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績などは、記載の見通しとは異なる可能性があります。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。その

作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積

りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しております

が、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況の 連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に以下の重要な会計方針が連結財務諸表における重要な見積り

の判断に大きな影響を及ぼすと考えております。 

  

① 有形固定資産 

当社グループでは、主として有形固定資産の簿価について、それが回収できなくなる可能性を示す兆候がある

場合には、減損の有無を判定しております。この判定は、事業用資産についてはグルーピングした各事業単位の

将来キャッシュ・フローの見積りに基づいて、遊休資産については個別に比較可能な市場価格に基づいて行って

おります。経営者は将来キャッシュ・フロー及び回収可能価額の見積りは合理的であると考えておりますが、将

来の予測不能な事業上の前提条件の変化によって見積りが変更されることにより、将来キャッシュ・フローや回

収可能価額が減少し、減損損失が発生する可能性があります。 

  

② のれん及び耐用年数が確定できない無形固定資産 

当社グループの一部の在外連結子会社では、のれん及び耐用年数が確定できない無形固定資産については、主

として償却を実施せず、原則年１回、減損の判定を行っております。公正価額の見積りや減損判定に当たって

は、外部専門家などによる評価を活用しております。公正価額の見積りは、主に割引キャッシュ・フロー方式に

より行いますが、この方式では、将来キャッシュ・フロー、割引率など、多くの見積り・前提を使用しておりま

す。これらの見積り・前提は、減損判定や認識される減損額に重要な影響を及ぼす可能性があります。経営者

は、当該判定における公正価額の見積りは合理的であると判断しておりますが、将来の予測不能な事業上の前提

条件の変化によって見積りが変更されることにより、公正価額が下落し、減損損失が発生する可能性がありま

す。 

  

③ 有価証券 

当社グループでは、主としてその他有価証券のうち、取得価額に比べ時価又は実質価額が著しく下落したもの

については、回復可能性があると判断される場合を除き、減損処理を行っております。時価のあるものについて

は、決算日現在の時価が取得価額を50％以上下回る場合には回復可能性はないものと判断し、30％以上50％未満

下落の場合には当該有価証券の発行会社の財政状態及び経営成績を勘案し回復可能性を判断しております。時価

のないものについては、発行会社の財政状態の悪化により、１株当たり純資産額が当該有価証券を取得した時の

純資産額と比較して50％以上下落した場合、回復可能性があると判断できる場合を除き、減損処理を行っており

ます。経営者は、回復可能性の判断が適切なものであると判断しておりますが、回復可能性ありと判断している

有価証券についても、将来、時価の下落又は投資先の財政状態及び経営成績の悪化により、減損損失が発生する

可能性があります。 

  



④ 繰延税金資産 

当社グループでは、主として回収可能性がないと判断される繰延税金資産に対して評価性引当額を設定し、適

切な繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は各々の納税単位で十分な課税所得を計上す

るか否かによって判断されるため、その評価には、実績情報とともに将来に関する情報が考慮されております。

経営者は、当該計上額が適切なものであると判断しておりますが、将来の予測不能な事業上の前提条件の変化に

伴う各々の納税単位の経営悪化により、繰延税金資産に対する評価性引当を追加で設定する可能性があります。 

  

⑤ 退職給付費用及び債務 

当社グループの主要な退職給付制度は日本における企業年金及び退職一時金制度です。従業員の退職給付費用

及び債務は、割引率、退職率、死亡率及び年金資産の期待運用収益率などを含む前提条件に基づいて算出されて

おります。これらの前提条件は年に一度見直しております。割引率と期待運用収益率は、退職給付費用及び債務

を決定する上で、２つの重要な前提条件です。割引率は一定の格付けを有し安全性の高い長期社債の市場利回り

を参考に決定しております。期待運用収益率は年金資産の種類毎に期待される収益率の加重平均に基づいて決定

しております。経営者は、これらの前提条件は適切であると考えていますが、実際の結果との差異や、前提条件

の変更が、将来の退職給付費用及び債務に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

① 概要 

当社グループでは「成長性の拡大と収益性の向上」を目指す３ヵ年計画の２年目として、引き続き「国内マー

ケティング改革」、「中国事業の拡大・加速」、「抜本的な構造改革」の重点戦略課題に取り組みました。この

結果、当連結会計年度の経営成績は、前連結会計年度に比べて売上高は3.5％増収の694,594百万円、営業利益は

28.6％増益の50,005百万円(営業利益率7.2％)となりました。営業利益の増加に伴い、経常利益も26.8％増益の

53,465百万円となりました。特別損失として、減損損失や構造改革費用の計上はあったものの、当期純利益は

75.2％増収の25,293百万円となりました。 

なお、売上高、営業利益の事業の種類別セグメント及び所在地別セグメントの分析については、「１ 業績等

の概要 (1)業績」に記載しております。 

  

② 売上高 

売上高は、国内売上高が若干前年割れしたものの安定した収益を上げ、中国を中心とした海外売上高が大きく

伸長したことにより、前連結会計年度に比べて3.5％増収(現地通貨ベースで同1.4％の増収)の694,594百万円とな

りました。 

  

③ 売上原価、販売費及び一般管理費 

売上原価は、前連結会計年度に比べ4.9％増加の185,532百万円となり、売上高に対する売上原価の比率は0.3ポ

イント上昇して26.7％となりました。ただし、欧州のリベート計上方法の変更(0.3ポイント上昇)や返品調整引当

金の算定方法の見直し(0.2ポイント上昇)による原価率増加要因を除いた実質的な原価率は0.2ポイント改善して

おります。 

この要因は、国内工場集約が平成16年３月に完了し、工場の稼働率が安定的に向上し外注工賃などが減少した

こと、海外の売上増による増産効果で生産効率が向上していること、並びに既存品や新製品に対する継続的な原

価低減活動の成果などによるものです。 

販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ0.8％増加し459,056百万円となりました。売上高に対する比

率は、1.7ポイント改善して66.1％となりました。これらの内訳は次の通りです。 

広告費及び売出費の売上高に対する比率は1.5ポイント改善し23.6％となりました。これは、主に国内におい

て、重点ブランドへの集中化によりマーケティングコストの効率運用が図られたことに加え、ヘルスケア事業で

広告を控えるなど費用の絞り込みを行ったことによるものです。なお、広告費及び売出費は毎期売上高の一定率

をコンスタントに投入していく予定です。 



人件費率は、国内の業績連動型賞与増の影響や、中国での業容拡大に伴う人員増強などにより、0.6ポイント上

昇の21.6％となりました。 

その他の費用の売上高に対する比率は、0.8ポイント改善の20.9％となりました。国内の管理部門費の削減や投

資事業組合の新規連結に伴う支払家賃の減少が主な要因です。 

なお、販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は前連結会計年度に比べ1.9％減少の16,132百万円となり、

売上高に対する比率は0.2ポイント低下の2.3％となりました。なお、研究開発活動についての詳細は、「６ 研

究開発活動」 として開示しております。 
  

④ 営業利益 

営業利益は、人件費の増加を売上増に伴う差益増とマーケティングコストの効率運用や管理部門費の削減など

で吸収し、前連結会計年度に比べ28.6％増益の50,005百万円、営業利益率は1.4ポイント改善の7.2％となりまし

た。 

  

⑤ 営業外損益 

受取利息及び受取配当金から支払利息を控除した金融収支の純額費用は、572百万円から218百万円となりまし

た。金融収支以外では、固定資産売却益から固定資産処分損を控除した固定資産売却損益の増加(1,409百万円)

が、投資事業組合の連結に伴う投資事業組合等運用益の減少(1,436百万円)などにより相殺され、営業外収益から

営業外費用を控除した営業外損益は、前連結会計年度に比べ5.4％増加の3,460百万円の利益となりました。 

なお、持分法投資利益は、前連結会計年度に比べ5.2％減少の57百万円となりました。 

  

⑥ 経常利益 

経常利益は、営業利益の増加に伴い前連結会計年度に比べ26.8％増益の53,465百万円となりました。 

  

⑦ 特別損益 

減損損失は、国内の物流・商品センターや遊休資産の減損、並びに海外買収ブランドの収益性低下によるのれ

んの減損など4,597百万円を計上しました。 

また当社グループでは収益性の向上を図る「抜本的な構造改革」を進めており、その一環として利益貢献度の

低いブランド、事業領域の縮小・撤退など徹底したスリム化を推進しております。これにより、物流アウトソー

シングに伴う物流構造改革費用や不採算ブランドの撤収などの構造改革費用1,101百万円を計上しております。 

  

⑧ 税金等調整前当期純利益 

税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度比61.7％増益の47,765百万円となりました。 

  

⑨ 法人税等(法人税等調整額を含む) 

法人税等は、税金等調整前当期純利益の増加により前連結会計年度に比べ56.6％増加の19,174百万円となりま

した。税金等調整前当期純利益に対する比率は前連結会計年度の41.5％から1.4ポイント改善し40.1％となりまし

た。 

  

⑩ 少数株主利益 

少数株主利益は、中国、台湾を中心としたアジアの合弁会社の業績好調により、前連結会計年度に比べ15.5％

増加の3,297百万円となりました。 

  

⑪ 当期純利益 

当期純利益は、前連結会計年度に比べ75.2％増益の25,293百万円となりました。１株当たり当期純利益は、前

連結会計年度の34.42円から60.89円となりました。 



なお、ＲＯＥ(自己資本利益率)については、収益率の向上と増配による着実な株主還元の結果、前連結会計年

度の3.9％から2.7ポイント改善の6.6％となりました。 

  

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

経営成績に重要な影響を与える要因については、「４ 事業等のリスク」 として開示しております。 

  

(4) 経営戦略の現状と見通し 

経営戦略の現状と見通しについては、「１ 業績等の概要」及び「３ 対処すべき課題」として開示しておりま

す。 

  

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

① 資金調達と流動性マネジメント 

当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常に目指し、安

定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保に努めております。当社グループの成長を維

持するために将来必要な運転資金及び設備投資・投融資資金は、主に手元のキャッシュと営業活動からのキャッ

シュ・フローに加え、借入や社債発行により調達しております。 

当連結会計年度末現在において、当社グループの流動性は適度な水準にあり、資金調達手段は分散されている

ことから、財務の柔軟性は高いと考えております。 

手元流動性については、臨時の資金需要に備え、連結売上高の1.5ヵ月程度を１つの目安としております。平成

19年５月の第３回無担保普通社債500億円の償還に備え、平成19年３月に第４回無担保普通社債200億円を前倒し

て調達したことから、当連結会計年度末現在、現金及び預金、並びに有価証券の総額は150,997百万円となりまし

たが、当該償還資金を除けば連結売上高の1.7ヵ月分と適度な水準にあります。 

一方、当連結会計年度末現在の有利子負債残高は127,838百万円となりました。国内普通社債の発行登録枠の未

使用枠500億円、当社及び欧米金融子会社を発行体とするプログラム型シンジケート・ローンの未使用枠2.8億ド

ル、並びに米国金融子会社のＣＰプログラムの未使用枠１億ドル等を有し、資金調達手段は分散化されておりま

す。 

  

② 格付け 

当社グループは、流動性及び資本政策に対する財務の柔軟性を確保し、資本市場を通じた十分な資金リソース

へのアクセスを保持するため、一定水準の格付けの維持が必要であると考えております。当社グループは、グロ

ーバルな資本市場から円滑な資金調達を行うため、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(ムーディーズ)及

びスタンダード＆プアーズ(Ｓ＆Ｐ)の２社より格付けを取得しております。 

平成18年６月、Ｓ＆Ｐは当社グループの長期債格付けの見通しを「安定的」から「ポジティブ」に変更しまし

た。これは、不採算事業の売却やブランドの統廃合を進めた国内化粧品事業において主要ブランドが好調に推移

していること、海外化粧品事業では引き続き中国を牽引役として収益の一層の伸長が見込めることから、今後、

収益性の向上によりキャッシュ・フロー創出力の強化が進むとのＳ＆Ｐの見通しに基づくものです。なお、格付

は据え置かれております。 

有価証券報告書提出日(平成19年６月26日)現在の債券格付けの状況(長期／短期)は次のとおりです。 

  

  ムーディーズ Ｓ＆Ｐ

長期 Ａ１(見通し：安定的) Ａ(見通し：ポジティブ)

短期 Ｐ－１ Ａ－１



③ 資産及び負債・純資産 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10.1％増加の739,832百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ24.2％増加の373,208百万円となりました。この増加は主に平成19年５月

の第３回無担保普通社債(500億円)の償還に備え、現金及び預金、並びに有価証券を前連結会計年度末に比べ

60,541百万円積み増したことによるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ1.2％減少の366,624百万円となりました。 

このうち、有形固定資産(減価償却累計額控除後)は、設備投資がほぼ減価償却費の範囲内だったものの、投資

事業組合の新規連結による影響(20,116百万円)などに伴い建物及び構築物が増加した結果、前連結会計年度末に

比べ7.1％増加の171,635百万円となりました。 

無形固定資産は、米国子会社ののれんの減損処理(800百万円)の影響などにより前連結会計年度末に比べ0.1％

減少の49,742百万円となりました。 

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ9.9％減少の145,246百万円となりました。これは、投資事業組

合の新規連結による影響(4,838百万円)はあったものの、投資有価証券の売却や時価下落による評価益の減少など

があったことによるものです。 

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ18.2％増加の336,036百万円となりました。 

流動負債は、平成19年５月に償還を迎える第３回無担保普通社債500億円が、一年以内に償還予定の社債となっ

たことなどにより、前連結会計年度末に比べ36.2％増加の227,840百万円となりました。 

固定負債は、投資事業組合の新規連結による影響で長期借入金が増加(27,100百万円)するとともに、平成19年

３月に第４回無担保普通社債200億円を発行した一方、第３回無担保普通社債500億円が流動負債に振り替わった

ため、前連結会計年度末に比べ7.5％減少の108,195百万円となりました。 

当連結会計年度末の長短借入債務を合わせた有利子負債残高は、55.4％増加の127,838百万円となりました。こ

れは主に、投資事業組合の新規連結による影響(28,100百万円)及び平成19年３月の第４回無担保普通社債の発行

(200億円)によるものです。なお、社債残高は、㈱資生堂発行の第３回無担保普通社債(平成19年５月償還、利率

0.40％)、第４回無担保普通社債(平成22年３月償還、利率1.12％)、及び欧米金融子会社発行のミディアム・ター

ム・ノート(ＭＴＮ)から構成されております。 

なお、有利子負債の詳細は、「第５ 経理の状況の １連結財務諸表等 ⑤連結附属明細表」に記載しており

ます。 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末(前連結会計年度末の数値は資本の部に少数株主持分を加えた

387,612百万円で比較)に比べ4.2％増加の403,796百万円となりました。 

当期純利益(25,293百万円)及び為替換算調整勘定(8,315百万円)が増加した一方、剰余金の配当(12,787百万円)

及びその他有価証券評価差額金(4,535百万円)が減少しました。この結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年

度末に比べて34.68円増加し940.79円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末の55.7％から3.2ポイント下落

し52.5％となりました。 

なお、キャッシュ・フローについては、「１ 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載しており

ます。 

  



(キャッシュ・フロー指標の推移) 

  

(注) １ 自己資本比率 ： (純資産の部合計－新株予約権－少数株主持分)／総資産 

  時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

  債務償還年数 ： 有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い 

２ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

３ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

４ 有利子負債は、連結貸借対照表上に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。ま

た、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

  

(6) 経営者の問題認識と今後の方針について 

当社グループを取り巻く事業環境は、今後も厳しくかつ変化の激しい状況が続くと認識しております。３ヵ年計

画の 終年度となる2007年度は、まさに当社グループの改革の真価が問われる重要な年度と位置づけております。

当社グループでは、「100％お客さま志向の会社」に生まれ変わることを目標に、「成長性の拡大と収益性の向上」

に引き続き取り組んでまいります。2007年度の主な取り組み課題は、ロングセラーブランド育成を軸とした「国内

マーケティング改革の総仕上げ」、中国を中心とした「グローバル展開のさらなる強化」及び「抜本的な構造改革

の続行」の３点であります。なお、2007年度の取り組みの詳細は、「第１ 企業の概況の ３対処すべき課題」に

記載しております。 

３ヵ年計画 終年度の2007年度には、営業利益率8.0％以上の数値目標を達成するとともに、次期３ヵ年計画に向

けての明確なシナリオを構築し、そのための準備を整えてまいります。 

  

  
平成15年
３月期 

平成16年
３月期 

平成17年
３月期 

平成18年 
３月期 

平成19年 
３月期 

自己資本比率(％) 53.3 59.8 51.2 55.7 52.5

時価ベースの自己資本比率(％) 73.3 89.6 83.6 134.4 133.6

債務償還年数(年) 1.5 1.4 1.8 3.8 1.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 30.0 18.2 22.1 8.6 30.6



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度は、国内では既存設備の改修・更新のため、海外では拡大する中国での生産能力の増強を中心に

19,631百万円の設備投資(有形固定資産への投資。金額には消費税等は含まれておりません。)を実施しました。な

お、事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりであります。 

  

  

国内化粧品事業では、国内生産工場の統廃合に伴う生産能力の維持及び合理化を図るための設備投資などを行なっ

ております。 

海外化粧品事業では、中国における急速なビジネスの拡大に対応するために上海卓多姿中信化粧品有限公司上海工

場の生産能力の増強を行なっております。 

その他の事業では、リース子会社におけるリース資産の取得などの設備投資を行っております。なお、当連結会計

年度において、匿名組合セランが連結子会社となったことにより、汐留オフィス(東京都港区)が、新たに当社グルー

プの主要な設備となりました。 

一方、当連結会計年度において、舞鶴工場1,887百万円のうち次の設備を売却しました。 

提出会社 

  

(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 当連結会計年度において減損損失444百万円、売却益14百万円を計上しております。 

３ (セグメント情報)の「事業の種類別セグメント情報」の当連結会計年度の(注)２に記載のとおり、当連結会計年度より事

業区分の方法の変更を行なっております。 

  

   国内化粧品事業 5,814百万円  

   海外化粧品事業 8,757 〃   

   その他の事業 5,042 〃   

   消去又は全社 16 〃   

   合計 19,631 〃   

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 売却時期
前期末帳簿価額 

(百万円) 

舞鶴工場 
(京都府舞鶴市) 

国内化粧品事業 遊休地 平成19年２月 1,307



２ 【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1) 提出会社 

  

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消費税等は含まれており

ません。 

２ 現在休止中の主要な設備はありません。 

３ 主要な賃借及びリース設備はありません。 

４ (セグメント情報)の「事業の種類別セグメント情報」の当連結会計年度の(注)２に記載のとおり、当連結会計年度より事

業区分の方法の変更を行なっております。 

  

(2) 国内子会社 

  

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消費税等は含まれており

ません。 

２ 現在休止中の主要な設備はありません。 

３ 主要な賃借及びリース設備はありません。 

４ (セグメント情報)の「事業の種類別セグメント情報」の当連結会計年度の(注)２に記載のとおり、当連結会計年度より事

業区分の方法の変更を行なっております。 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類 
別セグメン 
トの名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(名) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地(面
積千㎡) 

その他 合計 

鎌倉工場 
(神奈川県鎌倉市) 

国内化粧品
事業 

生産設備 1,691 1,593
493
(34)

230 4,009 277

掛川工場 
(静岡県掛川市) 

国内化粧品
事業 

生産設備 4,724 1,953
903
(202)

335 7,917 320

大阪工場 
(大阪府大阪市 
東淀川区) 

国内化粧品
事業 

生産設備 1,480 1,399
1,868
(34)

272 5,020 265

久喜工場 
(埼玉県久喜市) 

国内化粧品
事業 

生産設備 3,622 2,410
2,263
(98)

536 8,834 257

リサーチセンター 
(神奈川県横浜市 
都筑区 他) 

各事業 研究設備 5,365 9
6,841
(35)

984 13,199 449

物流・商品センター 
(神奈川県川崎市 
川崎区 他) 

国内化粧品
事業 

物流設備 4,983 1,618
10,298
(185)

617 17,518 ―

本社 
(東京都港区 他) 

各事業 
オフィス 
設備等 

3,180 3
2,179

(1)
483 5,847 1,776

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類 
別セグメン 
トの名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円)
従業
員数 
(名) 建物及び

構築物 

機械装置
及び運搬

具 

土地
(面積 
 千㎡) 

その他 合計 

資生堂販売㈱ 

本店他９支社
24営業本部 
(東京都港区 
他) 

国内化粧品 
事業 

オフィス
設備等 

11,954 ―
9,266
(107)

348 21,568 8,130

㈱資生堂パー
ラー 

銀座本店 他 
(東京都中央
区 他) 

そ の 他 の
事業 

店舗等 3,687 148
1,986

(1)
59 5,881 329

資生堂リース
㈱ 

本店 他 
(東京都中央
区 他) 

そ の 他 の
事業 

生産設 
備、オフ 
ィス設備 
等 

45 2,234
―
(―)

4,163 6,443 13

匿名組合セラ
ン 

汐留オフィス 
(東京都港区) 

そ の 他 の
事業 

オフィス
設備等 

20,116 ―
―
(―)

― 20,116 ―



(3) 在外子会社 

  

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消費税等は含まれており

ません。 

２ 現在休止中の主要な設備はありません。 

３ 土地を賃借しております。年間賃借料は、資生堂麗源化粧品有限公司 ７百万円、上海卓多姿中信化粧品有限公司 17百

万円であります。賃借している土地の面積については[ ]で外書きしております。 

４ (セグメント情報)の「事業の種類別セグメント情報」の当連結会計年度の(注)２に記載のとおり、当連結会計年度より事

業区分の方法の変更を行なっております。 

  

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の
内容 

帳簿価額(百万円)
従業
員数 
(名) 建物及び

構築物 

機械装置
及び運搬

具 

土地(面
積千㎡) 

その他 合計 

資生堂アメリカ  
インコーポレー
テッド 

イーストウィン
ザー工場 
(アメリカ、 
ニュージャージ
ー) 

海 外 化
粧 品 事
業 

生産設備 1,878 477
278
(168)

156 2,792 182

ダブリン インダ
ストリーズ イン
コーポレーショ
ン 

本社工場 
(アメリカ、 
ニュージャージ
ー) 

海 外 化
粧 品 事
業 

生産設備 687 258
137
(49)

3 1,086 177

ゾートス インタ
ーナショナル イ
ンコーポレーテ
ッド 

ジェニーバ工場 
(アメリカ、 
ニューヨーク) 

海 外 化
粧 品 事
業 

生産設備 852 598
21

(132)
706 2,179 499

資生堂インター
ナショナル 
フランス 

ジアン工場 
(フランス、 
ジアン ) 

海 外 化
粧 品 事
業 

生産設備 681 855
272
(175)

― 1,810 274

バ ル・ド・ロ ワ
ール工場 
(フランス、オル
ム) 

海 外 化
粧 品 事
業 

生産設備 1,657 216
0

(165)
26 1,900 285

資生堂麗源 
化粧品有限公司 

(注)３ 

北京工場 
(中国、北京) 

海 外 化
粧 品 事
業 

生産設備 743 814
―
(―)
[32]

477 2,035 241

上海卓多姿中信 
化粧品有限公司 

(注)３ 

上海工場 
(中国、上海) 

海 外 化
粧 品 事
業 

生産設備 799 349
―
(―)
[67]

530 1,680 224

台湾資生堂股份
有限公司 

中壢工場 
(台湾、中壢) 

海 外 化
粧 品 事
業 

生産設備 396 101
188
(31)

67 754 177

新竹工場 
(台湾、新竹) 

海 外 化
粧 品 事
業 

生産設備 386 7
1,493
(33)

14 1,901 41



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりであります。 

(1) 新設、拡充等 

当社グループの当連結会計年度後１年間の設備投資計画(有形固定資産への投資。金額には消費税等は含まれてお

りません。)は、21,000百万円であり、主な内訳は次のとおりであります。 

① 提出会社 
  

(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ (セグメント情報)の「事業の種類別セグメント情報」の当連結会計年度の(注)２に記載のとおり、当連結会計年度より事

業区分の方法の変更を行なっております。 

  

② 国内子会社 
  

(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ (セグメント情報)の「事業の種類別セグメント情報」の当連結会計年度の(注)２に記載のとおり、当連結会計年度より事

業区分の方法の変更を行なっております。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 投資の主な目的
投資予定金額 
(百万円) 

資金調達方法

鎌倉工場 
(神奈川県鎌倉市) 

国内化粧品事業 生産設備
生産能力の維持及
び合理化 

600 
自己資金及び
社債 

掛川工場 
(静岡県掛川市) 

国内化粧品事業 生産設備
生産能力の維持及
び合理化 

600 
自己資金及び
社債 

大阪工場 
(大阪府大阪市東淀川区) 

国内化粧品事業 生産設備
生産能力の維持及
び合理化 

1,200 
自己資金及び
社債 

久喜工場 
(埼玉県久喜市) 

国内化粧品事業 生産設備
生産能力の維持及
び合理化 

1,600 
自己資金及び
社債 

リサーチセンター 
(神奈川県横浜市都筑区 
他) 

各事業 研究設備
研究設備の維持及
び合理化 

850 
自己資金及び
社債 

本社 
(東京都港区 他) 

各事業 
オフィス設備
等 

オフィス設備等改
修 他 

1,150 
自己資金及び
社債 

その他 各事業 
福利厚生、研
修設備等 

福利厚生、研修設
備等改修 他 

300 
自己資金及び
社債 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメント 
の名称 

設備の内容 投資の主な目的
投資予定金額 
(百万円) 

資金調達方法

資生堂販売㈱ 
本店他９支社
24営業本部(東
京都港区 他) 

国内化粧品事
業 

オフィス設備
等 

オフィス設備
等改修他 

720 
自己資金及び
借入金 

資生堂リース
㈱ 

本店他(東京都
中央区 他) 

その他の事業 
生産設備、オ
フィス設備等 

リース用設備
取得 

4,500 借入金 



③ 在外子会社 
  

(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ (セグメント情報)の「事業の種類別セグメント情報」の当連結会計年度の(注)２に記載のとおり、当連結会計年度より事

業区分の方法の変更を行なっております。 

  

(2) 売却 

収益性の向上に向けた「抜本的な構造改革」の一環としての物流構造改革に伴い、平成19年４月２日付きで当社

が保有する物流・商品センターの大半の設備を売却しております。 

提出会社 

  

(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ (セグメント情報)の「事業の種類別セグメント情報」の当連結会計年度の(注)２に記載のとおり、当連結会計年度よ

り事業区分の方法の変更を行なっております。 

  

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメント 
の名称 

設備の内容 投資の主な目的
投資予定金額 
(百万円) 

資金調達方法

資生堂アメリ
カ インコーポ
レーテッド 

イーストウィ
ンザー工場 
(アメリカ、ニ
ュージャージ
ー) 

海外化粧品事
業 

生産設備
生産能力の維
持及び合理化 

1,000 自己資金 

ゾートス イン
ターナショナ
ル インコーポ
レーテッド 

ジェニーバ工
場 
(アメリカ、ニ
ューヨーク) 

海外化粧品事
業 

生産設備
生産能力の維
持及び合理化 

1,000 
自己資金及び
借入金 

資生堂インタ
ーナショナル
フランス 

ジアン工場、
バル・ド・ロ 
ワール工場 
(フランス、ジ
アン、オルム) 

海外化粧品事
業 

生産設備
生産能力の維
持及び合理化 

900 自己資金 

上海卓多姿中
信化粧品有限
公司 

上海工場 
(中国、上海) 

海外化粧品事
業 

生産設備
生産能力の増
強 

1,300 
自己資金及び
増資資金 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの名称 

設備の内容 売却時期
期末帳簿価額 
(百万円) 

物流・商品センター 
(神奈川県川崎市川崎区 他) 

国内化粧品事業 物流設備 平成19年４月 17,274



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 1,200,000,000

計 1,200,000,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年６月26日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 424,562,353 424,562,353
東京証券取引所
(市場第一部) 

権利内容に制限のない標準と
なる株式 

計 424,562,353 424,562,353 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成14年６月27日開催の第102回定時株主総会

において、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて承認の決議をいただきました。この決議

に基づく新株予約権の発行は、次のとおりであります。 

 平成14年７月16日発行の新株予約権 

(当社の取締役及び執行役員を対象とするストックオプション) 

本新株予約権は、株主との利益意識の共有を主眼に、長期的な株主価値増大と報酬を連動させるためのストッ

クオプションであります。 
  

  
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により
調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目
的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に
より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、上
記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 306(注)１ 292 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 306,000(注)２ 292,000 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,669(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～平成24年６
月26日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  1,669
資本組入額  835 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても当社の取締役または執
行役員の地位にあることを
要す。ただし任期満了によ
る退任、定年退職その他正
当な理由のある場合にはこ
の限りでない。 

(2) 新株予約権の質入その他一
切の処分は認められないも
のとする。 

(3) 権利行使期間終了前に新株
予約権の割当てを受けた者
が死亡した場合は、法定相
続人１名に限り権利を承継
することができる。ただ
し、再承継はできない。 

(4) その他権利行使の条件につ
いては、第102回定時株主総
会及び新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社
と新株予約権の割当てを受
けた者との間で締結する
「新株予約権割当契約」で
定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成15年６月27日開催の第103回定時株主総会
において、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて承認の決議をいただきました。この決議
に基づく新株予約権の発行は、次のとおりであります。 
① 平成15年７月31日発行の新株予約権 

(当社の取締役及び執行役員を対象とするストックオプション) 
本新株予約権は、株主との利益意識の共有を主眼に、長期的な株主価値増大と報酬を連動させるためのストッ

クオプションであります。 
  

  
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により
調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目
的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に
より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、上記払込金額は次の
算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 384(注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 384,000(注)２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,287(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日～平成25年６
月26日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  1,287
資本組入額  644 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても当社の取締役または執
行役員の地位にあることを
要す。ただし、任期満了に
よる退任、定年退職その他
正当な理由のある場合には
この限りでない。 

(2) 権利行使期間満了前に新株
予約権の割当てを受けた者
が死亡した場合は、法定相
続人１名に限り権利を承継
することができる。ただ
し、再承継はできない。 

(3) その他権利行使の条件につ
いては、第103回定時株主総
会及び新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社
と新株予約権の割当てを受
けた者との間で締結する
「新株予約権割当契約」で
定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 平成15年11月28日発行の新株予約権 
(当社及び関連グループ会社の取締役、執行役員、従業員を対象とするストックオプション) 
本新株予約権は、社員のチャレンジ精神を応援し意欲を引き出す制度として、連結業績に著しく貢献した個

人・チーム等を対象とする個々の業績に対する報奨型のストックオプションであります。 
なお、当連結会計年度中に全ての権利が行使され、当連結会計年度末現在の残高はありません。 

  
③ 平成16年３月８日発行の新株予約権 

(当社及び関連グループ会社の取締役、執行役員、従業員を対象とするストックオプション) 
本新株予約権は、社員のチャレンジ精神を応援し意欲を引き出す制度として、連結業績に著しく貢献した個

人・チーム等を対象とする個々の業績に対する報奨型のストックオプションであります。 
なお、当連結会計年度中に全ての権利が行使され、当連結会計年度末現在の残高はありません。 

  



平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年６月29日開催の第104回定時株主総会
において、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて承認の決議をいただきました。この決議
に基づく新株予約権の発行は、次のとおりであります。 
① 平成16年７月26日発行の新株予約権 

(当社の取締役及び執行役員を対象とするストックオプション) 
本新株予約権は、株主との利益意識の共有を主眼に、長期的な株主価値増大と報酬を連動させるためのストッ

クオプションであります。 
  

  
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により
調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目
的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に
より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、上記払込
金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 892(注)１ 883 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 892,000(注)２ 883,000 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,427(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日～平成26年６
月28日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  1,427
資本組入額  714 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても当社の取締役または執
行役員の地位にあることを
要す。ただし、任期満了に
よる退任、定年退職その他
正当な理由のある場合には
この限りでない。 

(2) 権利行使期間満了前に新株
予約権の割当てを受けた者
が死亡した場合は、法定相
続人１名に限り権利を承継
することができる。ただ
し、再承継はできない。 

(3) その他権利行使の条件につ
いては、第104回定時株主総
会及び新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社
と新株予約権の割当てを受
けた者との間で締結する
「新株予約権割当契約」で
定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 平成16年11月30日発行の新株予約権 
(当社及び関連グループ会社の取締役、執行役員、従業員を対象とするストックオプション) 
本新株予約権は、社員のチャレンジ精神を応援し意欲を引き出す制度として、連結業績に著しく貢献した個

人・チーム等を対象とする個々の業績に対する報奨型のストックオプションであります。 
  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 
２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目
的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
 調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に
より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、上記払込
金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  
  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 1(注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,000(注)２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,419(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年12月１日～平成19年11
月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  1,419
資本組入額  710 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても当社または関連グルー
プ会社の取締役、執行役
員、従業員の地位にあるこ
とを要す。ただし、任期満
了による退任、定年退職そ
の他正当な理由のある場合
にはこの限りでない。 

(2) 権利行使期間満了前に新株
予約権の割当てを受けた者
が死亡した場合は、法定相
続人１名に限り権利を承継
することができる。ただ
し、再承継はできない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



③ 平成17年３月９日発行の新株予約権 
(当社及び関連グループ会社の取締役、執行役員、従業員を対象とするストックオプション) 
本新株予約権は、社員のチャレンジ精神を応援し意欲を引き出す制度として、連結業績に著しく貢献した個

人・チーム等を対象とする個々の業績に対する報奨型のストックオプションであります。 
  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 
２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目
的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
 調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に
より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、上記払込
金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  
  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 34(注)１ 28 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 34,000(注)２ 28,000 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,445(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年４月１日～平成20年３
月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  1,445
資本組入額  723 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても当社または関連グルー
プ会社の取締役、執行役
員、従業員の地位にあるこ
とを要す。ただし、任期満
了による退任、定年退職そ
の他正当な理由のある場合
にはこの限りでない。 

(2) 権利行使期間満了前に新株
予約権の割当てを受けた者
が死亡した場合は、法定相
続人１名に限り権利を承継
することができる。ただ
し、再承継はできない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年６月29日開催の第105回定時株主総会

において、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて承認の決議をいただきました。この決議

に基づく新株予約権の発行は、次のとおりであります。 

① 平成17年７月28日発行の新株予約権 

(当社の取締役及び執行役員を対象とするストックオプション) 

①－１ 中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプション 

本新株予約権は、株価を通じたメリットやリスクを株主と共有し業績向上と株価上昇への意欲を高めること

を目的としたストックオプションであります。 
  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 408(注)１ 316(注)１、３

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 408,000(注)２ 316,000(注)２、３

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)４ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年７月１日～平成23年６
月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格    1
資本組入額   1 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役または
執行役員の地位にあること
を要す。ただし、任期満了
による退任その他正当な理
由のある場合にはこの限り
でない。 

(2) (1)のただし書きにかかわら
ず、新株予約権の割当てを
受けた者が平成17年７月28
日から平成20年３月31日ま
での間に任期満了による退
任、死亡その他正当な理由
により当社の取締役および
執行役員のいずれの地位も
失った場合には、その在任
期間に応じて権利行使でき
る新株予約権の数を減ずる
ものとする。 

(3) 平成20年３月期決算におけ
る当社の連結売上高営業利
益率の目標８％を基準と
し、新株予約権の割当てを
受けた者は、この目標値に
対する実績値の達成率が
90％以上であった場合に限
り、その達成率に応じて本
新株予約権を行使すること
ができる。ただし、本計算
式に用いる達成率は110％を
上限とする。 

(4) 権利行使期間満了前に新株
予約権の割当てを受けた者
が死亡した場合は、法定相
続人のうち１名に限りその
権利を承継することができ
る。ただし、再承継はでき
ない。 

同左 



  

  
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目

的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 平成19年５月31日現在、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等の理由により失効

した数を減じております。 

４ 新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込金額は１円とし、新株予約権１個当たり金1,000円と

する。ただし、新株予約権１個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式１株当たりの払込金額１円に調整

後の株式数を乗じた金額を各新株予約権１個当たりの金額とする。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 



①－２ 長期インセンティブとしてのストックオプション 
本新株予約権は、株主との利益意識の共有を主眼に、長期的な株主価値増大と報酬を連動させるためのスト

ックオプションであります。 
  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目

的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、上記払込

金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 261(注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 261,000(注)２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,481(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日～平成27年６
月28日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  1,481
資本組入額  741 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役または
執行役員の地位にあること
を要す。ただし、任期満了
による退任その他正当な理
由のある場合にはこの限り
でない。 

(2) 権利行使期間満了前に新株
予約権の割当てを受けた者
が死亡した場合は、法定相
続人のうち１名に限り権利
を承継することができる。
ただし、再承継はできな
い。 

(3) その他権利行使の条件につ
いては、第105回定時株主総
会及び新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社
と新株予約権の割当てを受
けた者との間で締結する
「新株予約権割当契約」で
定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 平成17年10月27日発行の新株予約権 

(当社及び関連グループ会社の取締役、執行役員、従業員を対象とするストックオプション) 

本新株予約権は、社員のチャレンジ精神を応援し意欲を引き出す制度として、連結業績に著しく貢献した個

人・チーム等を対象とする個々の業績に対する報奨型のストックオプションであります。 
  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 
２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目
的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
 調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に
より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、上記払込
金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 6(注)１ 5 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 6,000(注)２ 5,000 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,865(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年11月１日～平成20年10
月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  1,865
資本組入額  933 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても、当社または関連グル
ープ会社の取締役、執行役
員、従業員の地位にあるこ
とを要す。ただし、任期満
了による退任、定年退職そ
の他正当な理由のある場合
にはこの限りでない。 

(2) 権利行使期間満了前に新株
予約権の割当てを受けた者
が死亡した場合は、法定相
続人のうち１名に限り権利
を承継することができる。
ただし、再承継はできな
い。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１

分割(または併合)の比率

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数



③ 平成17年11月７日発行の新株予約権 
(当社の従業員及び関連グループ会社の取締役、従業員を対象とするストックオプション) 
本新株予約権は、社員が株主の皆様と利益意識を共有しながら業績向上に努めるインセンティブとしてのスト

ックオプションであります。 
  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目

的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、上記払込

金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 1,851(注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,851,000(注)２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,896(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日～平成22年６
月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  1,896
資本組入額  948 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても、当社または関連グル
ープ会社の取締役、執行役
員、従業員の地位にあるこ
とを要す。ただし、任期満
了による退任、定年退職そ
の他正当な理由のある場合
にはこの限りでない。 

(2) 権利行使期間満了前に新株
予約権の割当てを受けた者
が死亡した場合は、法定相
続人のうち１名に限り権利
を承継することができる。
ただし、再承継はできな
い。 

(3) その他権利行使の条件につ
いては、第105回定時株主総
会及び新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社
と新株予約権の割当てを受
けた者との間で締結する
「新株予約権割当契約」で
定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



④ 平成18年３月８日発行の新株予約権 
(当社及び関連グループ会社の取締役、執行役員、従業員を対象とするストックオプション) 
本新株予約権は、社員のチャレンジ精神を応援し意欲を引き出す制度として、連結業績に著しく貢献した個

人・チーム等を対象とする個々の業績に対する報奨型のストックオプションであります。 
  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 
２ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目
的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
 調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式に
より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、上記払込
金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  
  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 41(注)１ 32 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 41,000(注)２ 32,000 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,012(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年４月１日～平成21年３
月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  2,012
資本組入額 1,006 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても、当社または関連グル
ープ会社の取締役、執行役
員、従業員の地位にあるこ
とを要す。ただし、任期満
了による退任、定年退職そ
の他正当な理由のある場合
にはこの限りでない。 

(2) 権利行使期間満了前に新株
予約権の割当てを受けた者
が死亡した場合は、法定相
続人のうち１名に限り権利
を承継することができる。
ただし、再承継はできな
い。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



会社法第236条及び第238条の規定に基づき、平成18年７月31日開催の取締役会において、ストックオプションとし
て新株予約権を発行することについて決議いたしました。この決議に基づく新株予約権の発行は、次のとおりであり
ます。 
平成18年８月23日発行の新株予約権 
① 中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプション(当社の取締役を対象とするストックオプション) 

本新株予約権は、株価を通じたメリットやリスクを株主と共有し業績向上と株価上昇への意欲を高めることを
目的としたストックオプションであります。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 9(注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 9,000(注)２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年７月１日～平成23年６
月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  1
資本組入額 1 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役または
執行役員の地位にあること
を要す。ただし、任期満了
による退任その他正当な理
由がある場合にはこの限り
ではない。 

(2) (1)のただし書にかかわら
ず、新株予約権の割当てを
受けた者が平成18年８月23
日から平成20年３月31日ま
での間に任期満了による退
任その他正当な理由により
当社の取締役および執行役
員のいずれの地位も失った
場合には、その在任期間に
応じて権利行使できる新株
予約権の数を減ずるものと
する。 

(3) 平成20年３月期決算におけ
る当社の連結売上高営業利
益率の目標８％を基準と
し、新株予約権の割当てを
受けた者は、この目標に対
する実績値の達成率が90％
以上であった場合に限り、
その達成率に応じて本新株
予約権を行使することがで
きる。ただし、本計算式に
用いる達成率は110％を上限
とする。 

(4) 新株予約権を行使すること
ができる期間の満了前に新
株予約権の割当てを受けた
者が死亡した場合は、相続
人のうち１名に限り新株予
約権を継承することができ
る。ただし、再継承はでき
ない。 

(5) その他権利行使の条件につ
いては、当社と新株予約権
の割当てを受けた者との間
で締結する「新株予約権割
当契約」で定めるところに
よる。 

同左 



  

  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

当社が、合併(当社が合併により
消滅する場合に限る。)、吸収分
割、新設分割、株式交換または
株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。)をす
る場合において、組織再編行為
の効力発生の時点において残存
する新株予約権(以下、「残存新
株予約権」という。)について
は、新株予約権の割当てを受け
た者に対し、それぞれの場合に
つき、会社法第236条第１項第８
号のイからホまでに掲げる株式
会社(以下、「再編対象会社」と
いう。)の新株予約権を以下の条
件に基づきそれぞれ交付するこ
ととする。この場合において
は、残存新株予約権は消滅し、
再編対象会社は新株予約権を新
たに発行するものとする。ただ
し、以下の条件に沿って再編対
象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めた場合に
限るものとする。 
(1) 交付する再編対象会社の新

株予約権の数 
残存新株予約権の新株予

約権の割当てを受けた者が
保有する新株予約権の数と
同一の数をそれぞれ交付す
るものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再
編対象会社の株式の種類 
再編対象会社の普通株式

とする。 
(3) 新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数 
組織再編行為の条件等を

勘案の上、(注)２に準じて
決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額 
交付される各新株予約権

の行使に際して出資される
財産の価額は、以下に定め
る再編後払込金額に上記(3)
に従って決定される当該各
新株予約権の目的である再
編対象会社の株式の数を乗
じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付さ
れる各新株予約権を行使す
ることにより交付を受ける
ことができる再編対象会社
の株式１株当たり１円とす
る。 

同左 



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 
２ 当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数

(以下、「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものと
する。 

   調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 
  また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整

する。 
３ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１

株当たりの払い込む金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。 

  

次へ 

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

  

(5) 新株予約権を行使すること
ができる期間 
残存新株予約権の行使期

間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれ
か遅い日から、残存新株予
約権の行使期間の満了日ま
でとする。 

(6) 新株予約権の行使により株
式を発行する場合における
増加する資本金及び資本準
備金に関する事項 
残存新株予約権について

定められた当該事項に準じ
て決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取
得の制限 
譲渡による新株予約権の

取得については、再編対象
会社の取締役会の決議によ
る承認を要するものとす
る。 

(8) 新株予約権の取得条項 
残存新株予約権について

定められた取得条項に準じ
て決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使
の条件 
残存新株予約権について

定められた行使の条件に準
じて決定する。 

  



② 中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプション(当社の執行役員を対象とするストックオプショ
ン) 
本新株予約権は、株価を通じたメリットやリスクを株主と共有し業績向上と株価上昇への意欲を高めることを

目的としたストックオプションであります。 
  

  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 12(注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 12,000(注)２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年７月１日～平成23年６
月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  1
資本組入額 1 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役または
執行役員の地位にあること
を要す。ただし、任期満了
による退任その他正当な理
由がある場合にはこの限り
ではない。 

(2) (1)のただし書にかかわら
ず、新株予約権の割当てを
受けた者が平成18年８月23
日から平成20年３月31日ま
での間に任期満了による退
任その他正当な理由により
当社の取締役および執行役
員のいずれの地位も失った
場合には、その在任期間に
応じて権利行使できる新株
予約権の数を減ずるものと
する。 

(3) 平成20年３月期決算におけ
る当社の連結売上高営業利
益率の目標８％を基準と
し、新株予約権の割当てを
受けた者は、この目標に対
する実績値の達成率が90％
以上であった場合に限り、
その達成率に応じて本新株
予約権を行使することがで
きる。ただし、本計算式に
用いる達成率は110％を上限
とする。 

(4) 新株予約権を行使すること
ができる期間の満了前に新
株予約権の割当てを受けた
者が死亡した場合は、相続
人のうち１名に限り新株予
約権を継承することができ
る。ただし、再継承はでき
ない。 

(5) その他権利行使の条件につ
いては、当社と新株予約権
の割当てを受けた者との間
で締結する「新株予約権割
当契約」で定めるところに
よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 



  

  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

当社が、合併(当社が合併により
消滅する場合に限る。)、吸収分
割、新設分割、株式交換または
株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。)をす
る場合において、組織再編行為
の効力発生の時点において残存
する新株予約権(以下、「残存新
株予約権」という。)について
は、新株予約権の割当てを受け
た者に対し、それぞれの場合に
つき、会社法第236条第１項第８
号のイからホまでに掲げる株式
会社(以下、「再編対象会社」と
いう。)の新株予約権を以下の条
件に基づきそれぞれ交付するこ
ととする。この場合において
は、残存新株予約権は消滅し、
再編対象会社は新株予約権を新
たに発行するものとする。ただ
し、以下の条件に沿って再編対
象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めた場合に
限るものとする。 
(1) 交付する再編対象会社の新

株予約権の数 
残存新株予約権の新株予

約権の割当てを受けた者が
保有する新株予約権の数と
同一の数をそれぞれ交付す
るものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再
編対象会社の株式の種類 
再編対象会社の普通株式

とする。 
(3) 新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数 
組織再編行為の条件等を

勘案の上、(注)２に準じて
決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額 
交付される各新株予約権

の行使に際して出資される
財産の価額は、以下に定め
る再編後払込金額に上記(3)
に従って決定される当該各
新株予約権の目的である再
編対象会社の株式の数を乗
じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付さ
れる各新株予約権を行使す
ることにより交付を受ける
ことができる再編対象会社
の株式１株当たり１円とす
る。 

同左 



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 
２ 当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数

(以下、「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものと
する。 

   調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 
  また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整

する。 
３ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１

株当たりの払い込む金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

  

(5) 新株予約権を行使すること
ができる期間 
残存新株予約権の行使期

間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれ
か遅い日から、残存新株予
約権の行使期間の満了日ま
でとする。 

(6) 新株予約権の行使により株
式を発行する場合における
増加する資本金及び資本準
備金に関する事項 
残存新株予約権について

定められた当該事項に準じ
て決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取
得の制限 
譲渡による新株予約権の

取得については、再編対象
会社の取締役会の決議によ
る承認を要するものとす
る。 

(8) 新株予約権の取得条項 
残存新株予約権について

定められた取得条項に準じ
て決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使
の条件 
残存新株予約権について

定められた行使の条件に準
じて決定する。 

  



③ 長期インセンティブとしてのストックオプション(当社の取締役を対象とするストックオプション) 
本新株予約権は、株主との利益意識の共有を主眼に、長期的な株主価値増大と報酬を連動させるためのストッ

クオプションであります。 
  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 67(注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 67,000(注)２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,300(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年８月１日～平成28年７
月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  2,300
資本組入額 1,150 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役または
執行役員の地位にあること
を要す。ただし、任期満了
による退任その他正当な理
由がある場合にはこの限り
でない。 

(2) 新株予約権を行使すること
ができる期間の満了前に新
株予約権の割当てを受けた
者が死亡した場合は、相続
人のうち１名に限り新株予
約権を継承することができ
る。ただし、再継承はでき
ない。 

(3) その他権利行使の条件につ
いては、当社と新株予約権
の割当てを受けた者との間
で締結する「新株予約権割
当契約」で定めるところに
よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

当社が、合併(当社が合併により
消滅する場合に限る。)、吸収分
割、新設分割、株式交換または
株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。)をす
る場合において、組織再編行為
の効力発生の時点において残存
する新株予約権(以下、「残存新
株予約権」という。)について
は、新株予約権の割当てを受け
た者に対し、それぞれの場合に
つき、会社法第236条第１項第８
号のイからホまでに掲げる株式
会社(以下、「再編対象会社」と
いう。)の新株予約権を以下の条
件に基づきそれぞれ交付するこ
ととする。この場合において
は、残存新株予約権は消滅し、
再編対象会社は新株予約権を新
たに発行するものとする。ただ
し、以下の条件に沿って再編対
象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めた場合に
限るものとする。 

同左 



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 
２ 当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数

(以下、「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものと
する。 

   調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 
  また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整

する。 

次へ 

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

  

(1) 交付する再編対象会社の新
株予約権の数 
残存新株予約権の新株予

約権の割当てを受けた者が
保有する新株予約権の数と
同一の数をそれぞれ交付す
るものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再
編対象会社の株式の種類 
再編対象会社の普通株式

とする。 
(3) 新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数 
組織再編行為の条件等を

勘案の上、(注)２に準じて
決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額 
交付される各新株予約権

の行使に際して出資される
財産の価額は、(注)３で定
められる行使価額を組織再
編の条件等を勘案の上、調
整して得られる再編後払込
金額に上記(3)に従って決定
される当該各新株予約権の
目的である再編対象会社の
株式の数を乗じて得られる
金額とする。 

(5) 新株予約権を行使すること
ができる期間 
残存新株予約権の行使期

間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれ
か遅い日から、残存新株予
約権の行使期間の満了日ま
でとする。 

(6) 新株予約権の行使により株
式を発行する場合における
増加する資本金及び資本準
備金に関する事項 
残存新株予約権について

定められた当該事項に準じ
て決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取
得の制限 
譲渡による新株予約権の

取得については、再編対象
会社の取締役会の決議によ
る承認を要するものとす
る。 

(8) 新株予約権の取得条項 
残存新株予約権について

定められた取得条項に準じ
て決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使
の条件 
残存新株予約権について

定められた行使の条件に準
じて決定する。 

  



３ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１
株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。新株予約権割当日後に、当社が株
式の分割または併合を行う場合、上記行使価額は、分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、
調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合
は、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、自己株
式の処分の場合には、次の算式における、「新規発行株式数」は「処分自己株式数」及び「１株当たり払込金額」は「１
株当たり処分価額」とそれぞれ読み替える。 

  

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



④ 長期インセンティブとしてのストックオプション(当社の執行役員を対象とするストックオプション) 
本新株予約権は、株主との利益意識の共有を主眼に、長期的な株主価値増大と報酬を連動させるためのストッ

クオプションであります。 
  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 74(注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 74,000(注)２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,300(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年８月１日～平成28年７
月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  2,300
資本組入額 1,150 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役または
執行役員の地位にあること
を要す。ただし、任期満了
による退任その他正当な理
由がある場合にはこの限り
でない。 

(2) 新株予約権を行使すること
ができる期間の満了前に新
株予約権の割当てを受けた
者が死亡した場合は、相続
人のうち１名に限り新株予
約権を継承することができ
る。ただし、再継承はでき
ない。 

(3) その他権利行使の条件につ
いては、当社と新株予約権
の割当てを受けた者との間
で締結する「新株予約権割
当契約」で定めるところに
よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

当社が、合併(当社が合併により
消滅する場合に限る。)、吸収分
割、新設分割、株式交換または
株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。)をす
る場合において、組織再編行為
の効力発生の時点において残存
する新株予約権(以下、「残存新
株予約権」という。)について
は、新株予約権の割当てを受け
た者に対し、それぞれの場合に
つき、会社法第236条第１項第８
号のイからホまでに掲げる株式
会社(以下、「再編対象会社」と
いう。)の新株予約権を以下の条
件に基づきそれぞれ交付するこ
ととする。この場合において
は、残存新株予約権は消滅し、
再編対象会社は新株予約権を新
たに発行するものとする。ただ
し、以下の条件に沿って再編対
象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約または株式
移転計画において定めた場合に
限るものとする。 

同左 



  

  

  
事業年度末現在

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

  

(1) 交付する再編対象会社の新
株予約権の数 
残存新株予約権の新株予

約権の割当てを受けた者が
保有する新株予約権の数と
同一の数をそれぞれ交付す
るものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再
編対象会社の株式の種類 
再編対象会社の普通株式

とする。 
(3) 新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数 
組織再編行為の条件等を

勘案の上、(注)２に準じて
決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額 
交付される各新株予約権

の行使に際して出資される
財産の価額は、(注)３で定
められる行使価額を組織再
編の条件等を勘案の上、調
整して得られる再編後払込
金額に上記(3)に従って決定
される当該各新株予約権の
目的である再編対象会社の
株式の数を乗じて得られる
金額とする。 

(5) 新株予約権を行使すること
ができる期間 
残存新株予約権の行使期

間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれ
か遅い日から、残存新株予
約権の行使期間の満了日ま
でとする。 

(6) 新株予約権の行使により株
式を発行する場合における
増加する資本金及び資本準
備金に関する事項 
残存新株予約権について

定められた当該事項に準じ
て決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取
得の制限 
譲渡による新株予約権の

取得については、再編対象
会社の取締役会の決議によ
る承認を要するものとす
る。 

(8) 新株予約権の取得条項 
残存新株予約権について

定められた取得条項に準じ
て決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使
の条件 
残存新株予約権について

定められた行使の条件に準
じて決定する。 

  



(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。
２ 当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数

(以下、「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものと
する。 

   調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 
  また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整

する。 
３ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１

株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。新株予約権割当日後に、当社が株
式の分割または併合を行う場合、上記行使価額は、分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、
調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合
は、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、自己株
式の処分の場合には、次の算式における、「新規発行株式数」は「処分自己株式数」及び「１株当たり払込金額」は「１
株当たり処分価額」とそれぞれ読み替える。 

  
前へ     

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 × 
１ 

分割(または併合)の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) 資生堂販売㈱との株式交換による増加 

交換比率 １：0.582 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

(注) １ 自己株式11,730,235株は「個人その他」の欄に11,730単元、「単元未満株式の状況」の欄に235株含まれております。 

２ 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ13単元及び100株含

まれております。 

３ 平成19年３月31日現在の当社の株主数は、単元未満株式のみ所有の株主も含め34,750名であります。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金
増減額 
(百万円) 

資本金
残高 

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成14年３月30日 
(注) 

5,975 424,562 ― 64,506 4,164 70,258

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 161 42 388 414 10 25,371 26,386 ―

所有株式数 
(単元) 

― 177,907 6,993 22,056 131,256 46 81,445 419,703 4,859,353

所有株式数 
の割合(％) 

― 42.39 1.67 5.26 31.27 0.01 19.40 100.00 ―



(6) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

  
(注) １ 上記のほか、当社は自己株式11,730千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合：2.76％)を保有しております。 

２ ヒーロー アンド カンパニーは、ＡＤＲ(米国預託証券)の預託銀行であるバンク オブ ニューヨークの株式名義人で
す。 

３ ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニーは、主として欧米の機関投資家が保有する株式の保管管
理業務を行うとともに、当該機関投資家の株式名義人となっております。 

４ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の持株数は、
すべて信託業務に係る株式です。 

５ エヌ・ダブリュー・キュー・インベストメント・マネジメント・カンパニーから、平成18年５月19日付の大量保有報告書
において21,284千株(株券等保有割合5.01％)を保有している旨の報告を受けましたが、同社から、平成19年３月12日付の
訂正報告書において、同社は平成18年３月１日付ですべての株券等をトレードウィンズ・エヌ・ダブリュー・キュー・グ
ローバル・インベスターズ・エルエルシーに譲渡していたため、平成18年５月12日時点では当社の株券等を保有していな
かったとして、上記大量保有報告書を取り下げる旨の報告を受けております。 

６ トレードウィンズ・エヌ・ダブリュー・キュー・グローバル・インベスターズ・エルエルシーから、平成19年３月12日付
の大量保有報告書において21,284千株(株券等保有割合5.01％)を保有している旨の報告を受けております。 

７ トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシーから、平成19年３月23日付の変更報告書において、平成
19年3月１日付で名称がトレードウィンズ・エヌ・ダブリュー・キュー・グローバル・インベスターズ・エルエルシーか
ら同社へ変更された旨及び21,572千株(株券等保有割合5.08％)を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として
期末時点における保有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。 

  なお、同社から、平成19年４月13日付の訂正報告書において、名称の変更日を平成19年３月１日付から平成19年２月28日
付に訂正する旨の報告を受けております。 

８ モルガン・スタンレー証券株式会社及び共同保有者６社から、平成18年７月11日付の大量保有報告書において28,118千株
(株券等保有割合6.62％)を保有している旨、また平成18年10月11日付の変更報告書において9,770千株(株券等保有割合
2.30％)を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における保有株式数の確認ができませんの
で、上記大株主には含めておりません。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

ヒーロー アンド カンパニー 
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室) 

101 BARCLAY STREET ADR DEPT 22
WEST NEW YORK, NY10286 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

24,883 5.86

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室) 

P.O.BOX 351 BOSTON
MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

22,798 5.36

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 21,506 5.06

株式会社みずほ銀行 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区内幸町１丁目１番５号
(東京都中央区晴海１丁目８番12号 
晴海アイランドトリトンスクエアオフィ
スタワーZ棟) 

17,226 4.05

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３丁目７番３号 13,112 3.08

朝日生命保険相互会社 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区大手町２丁目６番１号
(東京都中央区晴海１丁目８番12号 
晴海アイランドトリトンスクエアオフィ
スタワーZ棟) 

12,079 2.84

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 11,614 2.73

株式会社みずほコーポレート 
銀行 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号
(東京都中央区晴海１丁目８番12号 
晴海アイランドトリトンスクエアオフィ
スタワーZ棟) 

11,382 2.68

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 10,211 2.40

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 9,747 2.29

計 ― 154,561 36.40



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年３月31日現在 

(注) １ 上記「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ13,000株(議

決権13個)及び100株含まれております。 

２ 単元未満株式には当社所有の自己株式235株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年３月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式  11,730,000 

―
権利内容に制限のない標準となる
株式 

完全議決権株式(その他)(注)１ 普通株式 407,973,000 407,973 同上 

単元未満株式 (注)１、２ 普通株式 4,859,353 ― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 424,562,353 ― ― 

総株主の議決権 ― 407,973 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数
の合計(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社資生堂 

東京都中央区銀座 
７丁目５番５号 

11,730,000 ― 11,730,000 2.76

計 ― 11,730,000 ― 11,730,000 2.76



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第236条及び第238条の規定に基づ

き、当社及び関連グループ会社の取締役、執行役員、従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発

行するものであります。 

① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりでありま

す。 

〔平成14年６月27日開催の第102回定時株主総会の決議内容〕 
  

  

〔平成15年６月27日開催の第103回定時株主総会の決議内容〕 
  

  

決議年月日 平成14年６月27日

付与対象者の区分及び人数 

当社の取締役及び執行役員を対象とするストックオプション 

当社取締役 ７名

当社執行役員 20名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 578,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

―

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数 

当社の取締役及び執行役員を対象とするストックオプション 

当社取締役 ７名

当社執行役員 25名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 878,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

―



〔平成16年６月29日開催の第104回定時株主総会の決議内容〕 

  

  

〔平成17年６月29日開催の第105回定時株主総会の決議内容〕 

  

  

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数 

① 当社の取締役及び執行役員を対象とするストックオプション 

② 当社及び関連グループ会社の取締役、執行役員、従業員を対象とす

るストックオプション 

当社取締役 ７名

当社執行役員 25名

当社執行役員 １名

当社または関連グループ会社の従業員 35名

関連グループ会社の取締役 １名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 1,098,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

―

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数 

① 当社の取締役及び執行役員を対象とするストックオプション 

② 当社及び関連グループ会社の取締役、執行役員、従業員を対象とす

るストックオプション 

③ 当社の従業員および資生堂グループ会社の取締役、従業員を対象と

するストックオプション 

当社取締役 ７名

当社執行役員 19名

当社または関連グループ会社の従業員 27名

関連グループ会社の取締役 １名

当社または関連グループ会社の従業員 1,115名

関連グループ会社の取締役 44名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 2,594,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

―



② 会社法第236条及び第238条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

〔平成18年７月31日開催の取締役会の決議内容〕 

  

  

決議年月日 平成18年７月31日

付与対象者の区分及び人数 

当社の取締役及び執行役員を対象とするストックオプション 

当社取締役 ７名

当社執行役員 16名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 162,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

  
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

会社法第155条第７号による取得 

  

(注) 当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株

式数は含めておりません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる

取得、ストックオプションの権利行使及び単元未満株式の買増請求による譲渡を含めておりません。 

  

【株式の種類等】会社法第155条第７号による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円) 

当事業年度における取得自己株式 294,914 696 

当期間における取得自己株式 36,310 93 

区分 
当事業年度 当期間 

株式数(株)
処分価額の総額

(百万円) 
株式数(株)

処分価額の総額
(百万円) 

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ― 

その他(単元未満株式の買増請求に
よる譲渡) 

11,618 26 2,446 6 

その他(ストックオプションの権利
行使による譲渡) 

659,000 968 39,000 64 

保有自己株式数 11,730,235 ― 11,725,099 ― 



３ 【配当政策】 

当社は、株主への直接的な利益還元に、中長期的な株価上昇をプラスした「株式トータルリターンの実現」を目指

しております。この考え方に基づき、内部留保資金の使途については、①新たな成長につながる戦略投資、②安定的

な配当と機動的な自己株式取得、などへ優先的に充当することを基本方針としております。利益還元の目安として、

当社では配当と自己株式取得の合計額の連結純利益に対する比率を「総還元性向」と捉え、中期的におよそ60％を目

処としておりますが、総還元に占める配当の割合をさらに高めていく方針です。 

当社の毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は、中間配当と期末配当の年2回の配当としておりま

す。これらの配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

当事業年度の配当については、年間配当を１株当たり２円増配の32円(中間配当16円、期末配当16円)といたしまし

た。この結果、当事業年度の配当性向は連結ベースで52.6％となり、自己株式の取得(単元未満株式の買取りによるも

のを除く。)がなかったことから、総還元性向も52.6％となりました。 

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次の通りであります。 

  

(注) 当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

決議年月日 配当金の総額 １株当たり配当金 

平成18年10月26日 
取締役会決議 

6,600百万円 16円00銭

平成19年６月26日 
定時株主総会決議 

6,605百万円 16円00銭

回次 第103期 第104期 第105期 第106期 第107期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高(円) 1,733 1,384 1,500 2,300 2,705

最低(円) 1,162 1,078 1,250 1,261 1,874

月別 
平成18年 
10月 

11月 12月
平成19年
１月 

２月 ３月 

最高(円) 2,380 2,345 2,625 2,705 2,645 2,500

最低(円) 2,205 2,190 2,330 2,475 2,485 2,335



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
(千株) 

代表取締役 
  

執行役員 
社長 

CEO兼COO 前 田 新 造 昭和22年２月25日生

昭和45年４月 当社入社

(注)３ 13

平成８年６月 当社マーケティング本部 化粧品

企画部長 
平成９年６月 当社国際事業本部 国際事業１部

長兼マーケティング開発室長 
平成９年12月 当社国際事業本部 アジアパシフ

ィック地域本部長 
平成12年１月 当社コスメニティー価値創造セン

ター 海外セルフ営業部長 
平成13年４月 当社化粧品事業戦略本部 推販部

長 
平成15年１月 当社経営企画室長

平成15年６月 当社取締役

当社執行役員 
平成16年４月 当社経営企画部長

平成17年６月 当社代表取締役(現)

当社執行役員社長(現) 

 

  
他の法人等の代表状況

財団法人資生堂社会福祉事業財団 

理事長 

代表取締役 
  

執行役員 
副社長 

中国事業・ 
プロフェッ
ショナル 

事業・宣伝 
制作・広報 
・企業文化

担当 
中国総代表 
プロフェッ
ショナル 
事業部長 

西 森 誠 二 昭和18年10月13日生

昭和42年４月 当社入社

(注)３ 8

平成６年６月 資生堂大阪販売株式会社 代表取

締役社長 
平成８年６月

  
平成９年６月

資生堂化粧品販売株式会社 取締

役チェイン部長 
当社ファイントイレタリー事業本

部 営業部長 
平成12年10月 株式会社エフティ資生堂 専務取

締役 
平成13年６月 当社執行役員

当社ロジスティクス本部長 
平成15年６月 当社執行役員常務

当社化粧品事業総本部 組織流通

本部長 
平成16年４月 当社化粧品事業部 副事業部長

平成17年４月 資生堂グループ国内営業担当

店頭企画担当 
平成17年６月 当社代表取締役(現)

当社執行役員副社長(現) 
平成18年４月 中国事業担当(現)

平成19年１月 プロフェッショナル事業担当(現) 
プロフェッショナル事業部長(現) 

平成19年４月 宣伝制作・広報・企業文化担当

(現)  
中国総代表(現) 

取締役 
  

執行役員 
専務 

国内化粧品 
事業 

営業領域 
担当 

小 林 敏 光 昭和23年６月24日生

昭和46年４月 当社入社

(注)３ 4

平成11年４月 資生堂化粧品販売株式会社 名古

屋支社長 
平成14年６月 当社執行役員

資生堂販売株式会社 取締役大阪

支社長 
平成16年４月 当社執行役員常務

当社化粧品事業部長 
資生堂販売株式会社 代表取締役

社長(現) 
平成16年６月 当社取締役(現)

平成18年４月 当社執行役員専務(現)

国内化粧品事業 営業領域担当

(現) 

他の法人等の代表状況

資生堂販売株式会社 代表取締役

社長 



  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
(千株) 

取締役 
  

執行役員 
常務 

財務担当 原 田 康 彦 昭和22年７月９日生

昭和46年７月 当社入社 

(注)３ 19

平成13年６月 当社内部監査室長 

平成15年４月 当社経営改革室長 

平成15年６月 当社執行役員 

平成16年４月 当社監査部長 

平成17年４月 財務担当(現)  

ＩＲ担当 

平成17年６月 当社取締役(現) 

平成18年４月 当社執行役員常務(現) 

法務・総務担当 

取締役 
  

執行役員 
常務 

人 事・お
客さま情
報担当 

岩 田 喜美枝 昭和22年４月６日生

昭和46年４月 労働省入省 

(注)３ 5

平成３年４月 同省労政局勤労者福祉部福祉課長 

平成４年６月 同省婦人局婦人政策課長 

平成６年７月 同省大臣官房国際労働課長 

平成７年６月 同省大臣官房秘書課長 

平成８年７月 同省大臣官房審議官 

平成10年10月 同省大臣官房総務審議官 

平成13年１月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長 

平成15年12月 当社常勤顧問 

平成16年４月 当社ＣＳＲ部長 

平成16年６月 当社取締役(現) 

当社執行役員 

平成17年４月 Ｈ＆ＢＣ事業担当 

国内アウトオブ資生堂事業担当 

平成18年４月 人事・お客さま情報担当(現)  

秘書担当 

平成19年４月 当社執行役員常務(現) 

取締役 
  

執行役員 
常務 

研究開発・ 
生産・技術 
・技術企画 
総括担当 

小 松 正 明 昭和22年１月４日生

昭和44年４月 当社入社 

(注)３ 6

平成８年６月 資生堂インターナショナルフラン

ス 取締役社長 

平成12年12月 資生堂化工株式会社 代表取締役

社長 

平成13年６月 当社生産本部 生産戦略部長 

平成14年６月 当社国際営業本部 海外事業企画

部長 

平成15年１月 当社国際事業総本部 国際事業企

画部長 

平成15年６月 当社取締役(現) 

当社執行役員 

平成16年４月 当社国際事業部長 

平成18年４月 当社執行役員常務(現) 

当社プロフェッショナル事業部長 
平成19年１月 研究開発・生産・技術総括担当 
平成19年４月 研究開発・生産・技術・技術企画

総括担当(現) 



  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
(千株) 

取締役 
  

執行役員 

経営企画 
部長 川 崎   清 昭和22年12月２日生

昭和47年４月 当社入社 

(注)３ 3

平成９年12月 当社ファイントイレタリー事業本

部 商品開発部長 

平成11年６月 当社コスメニティー価値創造セン

ター バリュークリエーション１ 

エグゼクティブディレクター 

平成12年12月 当社店頭企画部長 

平成13年４月 当社ソフト＆コミュニケーション

本部 Ｓ＆Ｃ戦略部長 

平成15年４月 当社ソフト＆コミュニケーション

本部 生活者情報研究部長 

平成16年４月 当社お客さまセンター所長 

平成17年４月 当社経営企画部長(現) 

平成17年６月 当社執行役員(現) 

平成18年６月 当社取締役(現) 

社外取締役   岩 田 彰一郎 昭和25年８月14日生

昭和48年３月 ライオン油脂株式会社(現ライオ

ン株式会社)入社 

(注)３ ―

昭和61年３月 プラス株式会社入社 

同社商品開発本部部長代理 

平成４年５月 同社営業本部アスクル事業推進室

室長 

平成７年11月 同社アスクル事業部部長 

平成９年３月 アスクル株式会社 代表取締役社

長(現) 

平成12年３月 同社ＣＥＯ(現) 

平成18年６月 当社社外取締役(現) 

    

  他の法人等の代表状況 

アスクル株式会社 代表取締役社

長兼ＣＥＯ 

社外取締役   上 村 達 男 昭和23年４月19日生

昭和52年４月 北九州大学法学部 専任講師 

(注)３ ―

昭和54年４月 同大学法学部 助教授 

昭和56年４月 専修大学法学部 助教授 

昭和61年４月 同大学法学部 教授 

平成２年４月 立教大学法学部 教授 

平成９年４月 早稲田大学法学部 教授(現) 

平成15年10月 同大学21世紀ＣＯＥ《企業法制と

法創造》総合研究所 所長(現) 

同大学大学院法務研究科 教授

(現) 

平成16年６月 株式会社ジャスダック証券取引所 

社外取締役 

平成18年６月 当社社外取締役(現) 

平成18年９月 同大学 法学学術院長・法学部長

(現) 

監査役 
  

〔常勤〕 
  生 駒 清 治 昭和23年６月６日生

昭和46年４月 当社入社 

(注)４ 2

平成10年６月 当社経営計画部長 

平成12年６月 当社生産戦略部長 

平成13年６月 当社コーポレートリソース本部 

財務部長 

平成15年４月 資生堂インターナショナルコーポ

レーション取締役会長 

平成18年６月 当社監査役〔常勤〕(現) 



  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
(千株) 

監査役 
  

〔常勤〕 
  大 矢 和 子 昭和25年９月５日生

昭和48年４月 当社入社

(注)５ 5

平成12年６月 当社お客さまセンター所長

平成13年６月 当社執行役員

当社ソフト＆コミュニケーション

本部長兼お客さまセンター所長 
平成16年４月 当社化粧品事業部 美容開発部長 

国内アウトオブ資生堂事業担当 
平成17年４月 当社CSR部長

平成18年４月 当社企業文化部長

平成19年４月 当社常勤顧問

平成19年６月 当社監査役〔常勤〕(現)

社外監査役 
  

〔非常勤〕 
  原 田 明 夫 昭和14年11月３日生

昭和40年４月 東京地方検察庁検事

(注)６ ―

昭和50年７月 在米国日本国大使館一等書記官

昭和63年４月 法務大臣官房人事課長

平成４年４月 盛岡地方検察庁検事正

平成５年12月 法務大臣官房長

平成８年１月 法務省刑事局長

平成10年６月 法務事務次官

平成11年12月 東京高等検察庁検事長

平成13年７月 検事総長

平成16年10月 弁護士(現)

平成17年５月 株式会社サマンサタバサジャパン

リミテッド 社外監査役(現) 
平成17年６月 当社社外監査役〔非常勤〕(現)

セイコー株式会社 社外取締役

(現) 
住友商事株式会社 社外監査役

(現) 
平成17年７月 学校法人東京女子大学 理事長

(現) 
平成18年６月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ

ル・グループ 社外取締役(現) 

社外監査役 
  

〔非常勤〕 
  大 宅 映 子 昭和16年２月23日生

昭和44年６月 株式会社日本インフォメーショ

ン・システムズ 代表取締役社長

(現) 

(注)７ 13

平成２年12月 税制調査会委員

平成３年１月 ジョンソン株式会社 社外取締役 
平成６年３月 衆議院議員選挙区画定審議会委員 
平成６年12月 行政改革委員会委員

平成13年６月 当社社外監査役〔非常勤〕(現)

平成14年６月 道路関係四公団民営化推進委員会

委員 
平成15年10月 税制調査会会長代理

平成19年５月 株式会社高島屋 社外取締役(現) 
    
  他の法人等の代表状況

株式会社日本インフォメーショ

ン・システムズ 代表取締役社長 

社外監査役 
  

〔非常勤〕 
  大 塚 宣 夫 昭和17年１月10日生

昭和42年５月 慶應義塾大学精神神経科学教室 

助手 

(注)５ ―

昭和43年５月 財団法人井之頭病院入職

昭和55年２月 青梅慶友病院 病院長

昭和63年11月 医療法人社団慶成会 理事長兼院

長 
平成13年２月 同医療法人社団 理事長専任(現) 
平成19年６月 当社社外監査役〔非常勤〕(現)

    
  他の法人等の代表状況

医療法人社団慶成会 理事長 

計 78



(注) １ 岩田彰一郎及び上村達男は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 原田明夫、大宅映子及び大塚宣夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時までであ

ります。 

４ 監査役生駒清治の任期は、平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。 

５ 監査役大矢和子及び大塚宣夫の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主

総会終結の時までであります。 

６ 監査役原田明夫の任期は、平成17年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。 

７ 監査役大宅映子の任期は、平成16年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。 

  

〔ご参考〕 取締役を兼務しない執行役員 

  

  

  氏名 役職等

執行役員常務 
カーステン・
フィッシャー 

国際事業担当 国際事業部長

執行役員常務 森   光 平 情報企画・ロジスティクス担当

執行役員 花 田 浩 三
組織流通部長
株式会社エフティ資生堂 代表取締役社長 
資生堂販売株式会社 取締役副社長 

執行役員 池 田 敏 秀 技術企画担当

執行役員 稲 葉 民 生 国内化粧品事業 事業戦略・マーケティング領域担当

執行役員 中 村   淳 技術担当 

執行役員 佐 竹 一 利 国内アウトオブ資生堂事業・ブティック事業担当

執行役員 高 森 竜 臣 中国事業部長

執行役員 高 重 三 雄 人事部長 

執行役員 東久保 和 雄 基盤研究・Ｒ＆Ｄ戦略・特許・グローバルＲ＆Ｄ担当

執行役員 内 田 隆 文 総務部長 

執行役員 山 中 健 正
ヘルスケア事業・フロンティアサイエンス事業担当
ヘルスケア事業部長 
資生堂ビューティーフーズ株式会社 代表取締役社長 

執行役員 山 内   豊 資生堂アメニティグッズ株式会社 代表取締役社長

執行役員 米 山 俊 夫 製品開発・ソフト開発担当



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社グループでは、「お客さま」「お取引先」「株主」「社員」「社会」というすべてのステークホルダーから

「価値ある企業」として支持され続けるために、企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、社会的な責任を

果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンス(企業

統治)の強化に努めております。 

  

(2) 会社の機関の内容等 

 
①  会社の機関の基本説明 

当社は監査役制度を採用しております。当社の取締役会は社外取締役２名を含む取締役９名で構成し、少人数

で迅速な意思決定を行う体制としております。取締役会は最低毎月１回開催し、重要事項はすべて付議されてお

ります。なお、当事業年度における取締役会の開催は17回、取締役の出席率はほぼ100％であります。 

また、執行役員制度を採用し、意思決定・監督を担う取締役会の機能と、業務執行を担う執行役員の機能を分

離しております。さらに、執行役員による重要案件の業務遂行を決裁する「経営会議」を設けることで、執行役

員への権限委譲を進め、責任の明確化と経営のスピードアップを図っております。同会議は、ＣＥＯ兼ＣＯＯ(最

高経営責任者兼最高執行責任者)である社長が議長を務めております。なお、取締役及び執行役員の任期は１年で

あります。 

経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、平成18年６月29日

開催の第106回定時株主総会の承認を得て、独立した社外取締役２名を起用しております。社外取締役の導入によ

り、取締役会を経営上の重要事項の意思決定と監督機能に特化しております。 

このほか、経営の透明性・客観性を高める観点から、取締役会の諮問機関として、役員の報酬制度などを策定

する「役員報酬諮問委員会」と、取締役・執行役員候補の選抜などを行う「役員指名諮問委員会」を設置してお

ります。いずれの委員会も社外取締役を委員長とし、客観性を確保しております。 

「役員報酬諮問委員会」では、固定報酬の割合を縮小し、業績連動部分を拡大した役員報酬制度を策定し、

2005年度に導入しました。経営目標の達成度や株価に応じて変動する業績連動報酬の支給条件の策定や業績評価

などは当委員会で行っております。 

「役員指名諮問委員会」では、役員候補の選抜のほか、トップマネジメント力の強化、すなわち「役員全員が

高いレベルで成果を出し続けること」を狙いに、執行役員の在任期間の上限設定や昇降格・退任のルールづくり

など、新たな仕組みを構築し、透明性の高い厳正な運用を行っております。なお、執行役員の在任期間の上限

は、同一役位で原則４年、最大６年としております。 

(注) 1 取締役の定数 

当社の取締役は12名以内にする旨定款に定めております。 



2 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

  

② 当社独自の制度・仕組み 

「企業の社会的責任(ＣＳＲ)」が持続的発展のために必要不可欠であるとの考えのもと、取締役会直轄の「Ｃ

ＳＲ委員会」として、「コンプライアンス委員会」及び「企業価値創造委員会」を設置し、コーポレート・ガバ

ナンスの仕組みの１つとしております。両委員会では代表取締役を委員長とし、社内から横断的に委員を選定し

て運営し、活動計画や活動結果を取締役会に提案・報告しております。 

「コンプライアンス委員会」では、グループ全体の適法かつ公正な企業活動を推進するとともに、企業倫理の

周知徹底、総合リスク対策、環境問題などの活動を推進しております。 

「企業価値創造委員会」では、「SHISEIDO」ブランドを光り輝かせるための企業文化、男女共同参画、コミュ

ニケーションや社会貢献などの活動を推進しております。 

  

③ 内部監査及び監査役監査の状況 

(a) 内部監査 

当社では内部監査を担当する監査部(有価証券報告書提出日現在のスタッフ数は17名)が、グループ全体を対

象に、業務の適正性について内部監査を実施しております。その結果については、取締役会及び監査役会に報

告する体制を構築しております。 

このほか、安全、環境、情報システムなどの専門領域は、それぞれの担当部門が主管となり監査を実施して

おります。 

(b) 監査役監査 

当社の監査役会は、常勤の監査役２名と、当社から独立した非常勤の社外監査役３名で構成されておりま

す。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席などを通じ、取締役の業務執行の適法性だけでなく、妥当

性について監査を実施しております。 

代表取締役と監査役は、定期的な意見交換会を開催し、コーポレート・ガバナンスについての課題解決に向

けた活動へと結び付けております。また、監査役からの求めに応じ、監査役会及び監査役の業務を補助するた

めに監査役会スタッフグループ(有価証券報告書提出日現在のスタッフ数は４名)を設置しております。 

なお、当事業年度は監査役会を15回開催し、監査役の出席率はほぼ100％でした。取締役会への監査役の出席

率もほぼ100％でした。 

(c) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携 

監査部、監査役及び会計監査人は、それぞれの間で定期的な連絡会を開催して報告を受けるなど連携を密に

し、監査の有効性と効率性の向上に努めております。 

  



(3) 内部統制システム等の整備の状況 

当社グループでは、コンプライアンスを徹底し、財務報告の信頼性を確保するとともに、業務を有効かつ効率的

に推進するため、さまざまなリスクをマネジメントしながら内部統制システムの継続的な改善・充実を図っており

ます。 

① コンプライアンス 

当社グループには、「企業理念」や企業理念を実現するための企業行動宣言として「THE SHISEIDO WAY」があ

り、更に必要に応じて社内規定・社内ルールを定め、適法かつ公正な企業行動、日常業務活動の推進に努めてお

ります。さらに、「THE SHISEIDO WAY」をより具体化し、当社グループで働く一人ひとりが実践していくべき行

動基準として「THE SHISEIDO CODE(資生堂企業倫理・行動基準)」を定め、全役職員に周知徹底するとともに、取

締役会直轄の「コンプライアンス委員会」、各事業所における「コードリーダー制度」、社外弁護士を含めた複

数の報告・相談窓口を通じコンプライアンスに係る体制強化を図っております。 

② 財務報告の信頼性確保 

有価証券報告書等の作成にあたり、業務分担と責任部署を明確化し、各責任部署が適切に業務を遂行する体制

を構築しております。 

財務報告の信頼性確保に関しては、社内各部門、国内外各拠点に会計責任者を置き、当社財務担当執行役員の

管轄の下で、早期かつ適正な有価証券報告書等の作成及び開示に取り組んでおります。 

有価証券報告書等の作成に関しては、財務部で作成された財務情報、経営企画部や総務部等からの非財務情報

等を基礎として、財務部がその内容を取りまとめております。なお、重要な財務情報及び非財務情報が有価証券

報告書等の作成部門である財務部に適時・適切に報告される体制が構築されており、さらに、全ての重要な財務

情報及び非財務情報は、毎月開催される取締役会に付議・報告されております。 

証券取引所の要請による適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)に関しては、情報開示の方針・基準を定

めた上で、当該方針・基準に従って業務を遂行する体制が構築されております。当該方針・基準は各部門長に配

布され周知徹底されております。 

③ リスクマネジメントの状況 

企業活動に関するリスクについては、コンプライアンス委員会のもとに課題やリスクに応じた部門横断の専門

チームを編成し、当社グループを取り巻くあらゆるリスクの想定、予防対策の検討及び緊急時対応マニュアルの

作成を行い、必要に応じて経営会議、取締役会に付議・報告しております。また、緊急事態発生時には、そのレ

ベルに応じて「対策本部」、「対策プロジェクト」、「対策チーム」などの組織を編成し、責任者を明確にした

対応体制を整備・徹底しております。 

  

(4) 取締役及び監査役の報酬等 

①  役員報酬制度の概要 

当社の役員報酬制度は、社外取締役を委員長とし社外メンバーも加えた役員報酬諮問委員会で設計されてお

り、客観的な視点を取り入れた透明性の高い報酬制度となっております。 

本制度における役員報酬は、固定報酬である基本報酬と、業績目標の達成度や株価によって変動する業績連動

報酬によって構成され、これらの割合はほぼ同比率です。業績連動報酬は、毎年の連結業績に応じて支給される

賞与、2005年度からスタートした３ヵ年計画の目標を基準とした「中期インセンティブとしてのストックオプシ

ョン」、株主の皆さまとの利益意識の共有を主眼とした「長期インセンティブとしてのストックオプション」か

らなり、当社役員に単年度だけでなく中長期的な視野をもって、業績や株価を意識した経営を動機付ける設計と

しております。 

また、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、固定

報酬のみの支給としております。 



役員報酬の水準については、同業あるいは同規模の他企業と比較して、当社グループの業績に見合った水準を

設定しております。基本報酬は株主総会で決議された月額報酬枠の範囲内で支払われており、業績連動報酬は、

賞与、ストックオプションともに、毎年、支給の都度、株主総会に諮っております。 

なお、役員退職慰労金制度については、平成16年６月29日開催の第104回定時株主総会の日をもって廃止してお

ります。 

  

② 取締役及び監査役の報酬等の総額 

  

(注) 1. 取締役の基本報酬は、第89回定時株主総会(平成元年６月29日)決議による報酬限度額月額30百万円以内です。

また、監査役の基本報酬は、第105回定時株主総会(平成17年６月29日)決議による報酬限度額月額10百万円以内

であります。 

2. 上記支給額のほか、当事業年度中に以下の取締役及び監査役の報酬を支払っております。 

 ① 平成17年度分の取締役の賞与 

   取締役７名に対し総額121百万円 

   なお、本支払いは、平成18年６月29日開催の第106回定時株主総会決議に基づく支払いであります。 

 ② 過年度分の退職慰労金 

   退任取締役２名に対し総額316百万円及び退任監査役１名に対し17百万円の支払いがあります。 

   なお、本支払いは、平成16年６月29日開催の第104回定時株主総会における役員退職慰労金制度廃止に伴う打

ち切り支給の決議、及び同株主総会における役員退職慰労金贈呈の決議に基づく支払いであります。 

  

  
基本報酬 
(百万円) 

賞与
(百万円) 

ストックオプション 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

取締役(９名) 208 126 16 351

(うち社外取締役(２名)) (19) (―) (―) (19)

監査役(５名) 89 ― ― 89

(うち社外監査役(３名)) (36) (―) (―) (36)

合計 297 126 16 440



(5) その他社外役員に関する事項 

①  主な活動状況(平成19年３月31日現在) 

  

(注) 岩田彰一郎及び上村達男は、平成18年６月29日開催の第106回定時株主総会で取締役に新たに選任され同日就任し

たため、同日以降の当事業年度中の取締役会出席回数を、また原田明夫、大宅映子及び保田博は当事業年度中の取

締役会及び監査役会出席回数を記載しております。 

  

② 責任限定契約の内容の概要 

当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を

招聘できるよう、平成18年６月29日開催の第106回定時株主総会の決議により、定款に社外取締役または社外監査

役との間で賠償責任を限定する契約の締結を可能とする規程を設けております。 

本規程に基づき、当社は、社外役員５名全員と当契約を締結しております。なお、当契約に基づく賠償の限度

額は法令で定める最低責任限度額であります。 

③ 人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

社外取締役の岩田彰一郎は、アスクル株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は同社から一般通例的な取

引により事務用品等を購入しております。 

また、有価証券報告書提出日現在において、当社の社外監査役である大宅映子は当社普通株式13千株を保有し

ております。なお、当社と社外役員との間に、それ以外の特別な利害関係はありません。 

  

(6) 会計監査人に関する事項 

① 会計監査の状況 

平成18年６月29日開催の第106回定時株主総会において、あずさ監査法人を会計監査人として選任する議案が承

認されました。当社は、当連結会計年度において、会社法に基づく会計監査人及び証券取引法に基づく会計監査

人である同監査法人により会計監査を受けております。なお、当社は同監査法人と責任限定契約を締結しており

ません。 

同監査法人及び当社監査に関与する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありませ

ん。また、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措

置をとっております。 

当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等は次のとおりでありま

す。 

  

役名 氏名 主な活動状況 

社外取締役 岩田 彰一郎 

取締役会13回のうち12回に出席し、必要に応じ、現役経営者として、従

来の枠組みにとらわれることのない視点から発言を行うなど、経営監視

機能を十分に発揮しました。 

社外取締役 上村 達男 

取締役会13回のうち12回に出席し、必要に応じ、主に法学を専門とする

大学教授としての法律知識に加え、証券・株式市場関連に携わってきた

経験・識見から発言を行うなど、経営監視機能を十分に発揮しました。 

社外監査役 原田 明夫 

取締役会17回のうち16回に、また監査役会15回のうち14回に出席し、必

要に応じ、主に法務分野を中心とした経験・識見から発言を行うなど、

監査機能を十分に発揮しました。 

社外監査役 大宅 映子 

取締役会17回のうち16回に、また監査役会15回のうち14回に出席し、必

要に応じ、主に実業分野を中心とした経験・識見から発言を行うなど、

監査機能を十分に発揮しました。 

社外監査役 保田 博 

取締役会17回のうち16回に、また監査役会15回のうち14回に出席し、必

要に応じ、主に財務分野を中心とした経験・識見から発言を行うなど、

監査機能を十分に発揮しました。 

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 継続監査年数 



また、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士９名、会計士補等18名、その他（IT監査担当等）11名で構

成されております。 

② 監査報酬等の額 

  

  

③ 非監査業務の内容 

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務(非監査業務)を委託しておりませ

ん。 

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、若しくは会計監査人として相応しくない

非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査

役会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任します。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行する

ことが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると

判断される場合には、当社は、監査役会の同意を得たうえで、または監査役会からの請求を受け、会計監査人の

解任または不再任に関する議案を株主総会に提出します。 

  

  

指定社員 業務執行社員 : 河合 利治 

あずさ監査法人 １年 指定社員 業務執行社員 : 森 俊哉 

指定社員 業務執行社員 : 岩出 博男 

区分 支払額(百万円) 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬(当社) 61

同上(連結) 92



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の

連結財務諸表及び前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の財務諸表については、中央青山監査法

人により監査を受け、当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の連結財務諸表及び当事業年度

(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の財務諸表については、あずさ監査法人により監査を受けておりま

す。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

第106期(連結・個別) 中央青山監査法人(現・みすず監査法人) 

第107期(連結・個別) あずさ監査法人 



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産      

 １ 現金及び預金 ※１   53,511 82,453  

 ２ 受取手形及び売掛金 ※５   102,986 104,603  

 ３ 有価証券   36,944 68,544  

 ４ たな卸資産   72,344 73,890  

 ５ 繰延税金資産   25,778 32,344  

 ６ その他の流動資産   10,688 12,676  

   貸倒引当金   △1,649 △1,303  

   流動資産合計   300,604 44.7 373,208 50.4

Ⅱ 固定資産      

 １ 有形固定資産      

  (1) 建物及び構築物 ※１ 167,704 186,341    

    減価償却累計額 103,178 64,526 104,475 81,865  

  (2) 機械装置及び運搬具 109,594 106,347    

    減価償却累計額 92,425 17,168 89,815 16,532  

  (3) 工具器具備品 70,611 68,505    

    減価償却累計額 51,383 19,228 50,206 18,298  

  (4) 土地   57,175 52,370  

  (5) 建設仮勘定   2,097 2,568  

   有形固定資産合計   160,195 (23.9) 171,635 (23.2)

 ２ 無形固定資産      

  (1) 営業権   21,471 ―  

  (2) 連結調整勘定   2,270 ―  

  (3) のれん   ― 23,103  

  (4) その他の無形固定資産   26,053 26,639  

   無形固定資産合計   49,794 (7.4) 49,742 (6.7)

 ３ 投資その他の資産      

  (1) 投資有価証券 
※１ 
※２ 

  89,090 63,601  

  (2) 前払年金費用   30,637 32,629  

  (3) 長期前払費用   9,493 10,240  

  (4) 繰延税金資産   17,708 11,836  

  (5) その他の投資 ※１   14,607 27,150  

    貸倒引当金   △290 △212  

   投資その他の資産合計   161,246 (24.0) 145,246 (19.7)

   固定資産合計   371,237 55.3 366,624 49.6

   資産合計   671,841 100.0 739,832 100.0



  

  

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

１ 支払手形及び買掛金 ※５   61,617 57,697  

２ 短期借入金   5,648 4,456  

３ 一年以内に償還予定の 
  社債 

  7,138 57,868  

４ 一年以内に返済予定の 
  長期借入金 

※１   ― 3,819  

５ 未払金   50,388 53,016  

６ 未払法人税等   8,949 10,026  

７ 返品調整引当金   4,766 8,685  

８ 賞与引当金   ― 11,702  

９ 役員賞与引当金   ― 122  

10 危険費用引当金   ― 1,377  

11 その他の流動負債   28,787 19,068  

流動負債合計   167,296 24.9 227,840 30.8

Ⅱ 固定負債      

１ 社債   64,754 27,147  

２ 長期借入金 ※１   4,737 34,546  

３ 退職給付引当金   36,204 38,643  

４ 役員退職慰労引当金   284 71  

５ 債務保証損失引当金   350 350  

６ 繰延税金負債   ― 4,144  

７ その他の固定負債   10,602 3,291  

固定負債合計   116,932 17.4 108,195 14.6

負債合計   284,228 42.3 336,036 45.4

(少数株主持分)      

少数株主持分   13,713 2.0 ― ―

(資本の部)      

Ⅰ 資本金   64,506 9.6 ― ―

Ⅱ 資本剰余金   70,258 10.5 ― ―

Ⅲ 利益剰余金   244,767 36.4 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金   18,279 2.7 ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定   △6,754 △1.0 ― ―

Ⅵ 自己株式 ※４   △17,158 △2.5 ― ―

資本合計   373,899 55.7 ― ―

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  671,841 100.0 ― ―



  

  

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     ― ― 64,506 8.7

２ 資本剰余金     ― ― 70,293 9.5

３ 利益剰余金     ― ― 255,410 34.5

４ 自己株式     ― ― △16,896 △2.2

株主資本合計     ― ― 373,314 50.5

Ⅱ 評価・換算差額等            

１ その他有価証券評価 
  差額金 

  ― ― 13,743 1.8

２ 繰延ヘッジ損益     ― ― △233 △0.0

３ 為替換算調整勘定     ― ― 1,561 0.2

評価・換算差額等合計     ― ― 15,071 2.0

Ⅲ 新株予約権     ― ― 52 0.0

Ⅳ 少数株主持分     ― ― 15,358 2.1

純資産合計     ― ― 403,796 54.6

負債純資産合計     ― ― 739,832 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   670,957 100.0 694,594 100.0

Ⅱ 売上原価   176,883 26.4 185,532 26.7

    売上総利益   494,073 73.6 509,061 73.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※
１ 
２ 

  455,194 67.8 459,056 66.1

    営業利益   38,879 5.8 50,005 7.2

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息 1,158 1,435   

 ２ 受取配当金 ― 740   

 ３ 有価証券売却益 ― 310   

 ４ 投資事業組合等運用益 1,826 ―   

 ５ 固定資産売却益 924 1,986   

 ６ 持分法投資利益 61 57   

 ７ その他の営業外収益 4,730 8,700 1.3 3,593 8,123 1.2

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息 2,452 2,394   

 ２ 有価証券売却損 ― 166   

 ３ 固定資産処分損 1,600 1,253   

 ４ その他の営業外費用 1,364 5,417 0.8 849 4,663 0.7

    経常利益   42,161 6.3 53,465 7.7

Ⅵ 特別利益     

   固定資産売却益 ※３ 2,483 2,483 0.4 ― ― ―

Ⅶ 特別損失     

 １ 減損損失 ※４ 12,403 4,597   

 ２ 構造改革費用 ※５ 2,703 15,107 2.3 1,101 5,699 0.8

   税金等調整前当期純利益   29,538 4.4 47,765 6.9

   法人税、住民税 
   及び事業税 

12,274 13,660   

   法人税等調整額 △26 12,247 1.8 5,514 19,174 2.8

   少数株主利益   2,854 0.4 3,297 0.5

   当期純利益   14,435 2.2 25,293 3.6



③ 【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

 (連結剰余金計算書) 

  

  

次へ 

    
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   70,258 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   70,258 

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   242,342 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

  当期純利益   14,435 14,435 

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金   11,571   

２ 役員賞与   14   

３ 自己株式処分差損   7   

４ その他の利益剰余金
  減少高 

※１ 417 12,010 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   244,767 



 (連結株主資本等変動計算書) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

  

  

(注) その他の利益剰余金減少高は、中国の会計制度に基づく中国子会社の利益処分による積立金繰入額であります。 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 64,506 70,258 244,767 △17,158 362,373

連結会計年度中の変動額     

 利益処分による剰余金の配当   △6,186   △6,186

 利益処分による役員賞与   △133   △133

 剰余金の配当   △6,600   △6,600

 当期純利益   25,293   25,293

 自己株式の取得   △696 △696

 自己株式の処分   35 959 995

 連結範囲の変動   △1,556   △1,556

 その他の利益剰余金減少高(注)   △173   △173

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)     

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) ― 35 10,642 262 10,941

平成19年３月31日残高(百万円) 64,506 70,293 255,410 △16,896 373,314

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主 
持分 純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 18,279 ― △6,754 11,525 ― 13,713 387,612

連結会計年度中の変動額       

 利益処分による剰余金の配当       △6,186

 利益処分による役員賞与       △133

 剰余金の配当       △6,600

 当期純利益       25,293

 自己株式の取得       △696

 自己株式の処分       995

 連結範囲の変動       △1,556

 その他の利益剰余金減少高(注)       △173

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △4,535 △233 8,315 3,546 52 1,644 5,242

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △4,535 △233 8,315 3,546 52 1,644 16,183

平成19年３月31日残高(百万円) 13,743 △233 1,561 15,071 52 15,358 403,796



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     
１ 税金等調整前当期純利益   29,538 47,765 

２ 減価償却費   26,972 27,875 

３ のれん償却額   ― 740 

４ 連結調整勘定償却額   173 ― 

５ 減損損失   12,403 4,597 

６ 特別退職債務の減少額   △43,879 ― 

７ 構造改革費用   2,238 1,101 

８ 貸倒引当金の減少額   △205 △500 

９ 返品調整引当金の増加額   ― 3,733 

10 役員賞与引当金の増加額   ― 122 

11 危険費用引当金の減少額   ― △31 

12 退職給付引当金の増加額   1,166 2,506 

13 役員退職慰労引当金の減少額   △309 △212 

14 受取利息及び受取配当金   △1,880 △2,176 

15 支払利息   2,452 2,394 

16 持分法投資利益   △61 △57 

17 有価証券売却損益   ― △143 

18 有形固定資産処分損益   △1,807 △733 

19 売上債権の減少額   2,222 1,542 

20 たな卸資産の増減額(増加：△)   △4,319 216 

21 仕入債務の増減額(減少：△)   663 △3,755 

22 前払年金費用の増減額(増加：△)   1,118 △2,018 

23 確定拠出年金過去分移管額の支払   △6,175 △2,361 
24 その他   7,696 2,901 

小計   28,007 83,506 

25 利息及び配当金の受取額   1,873 2,151 
26 利息の支払額   △2,539 △2,268 
27 法人税等の支払額   △5,527 △13,958 

営業活動によるキャッシュ・フロー   21,812 69,431 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     
１ 定期預金の増減額(増加：△)   2,444 ― 

２ 定期預金の預入れによる支出   ― △4,519 

３ 定期預金の払出しによる収入   ― 1,668 

４ 有価証券の取得による支出   △383 △1,354 

５ 有価証券の売却等による収入   3,051 369 

６ 投資有価証券の取得による支出   △4,766 △1,725 

７ 投資有価証券の売却等による収入   11,182 9,842 

８ 有形固定資産の取得による支出   △20,096 △20,557 

９ 有形固定資産の売却による収入   4,159 4,161 

10 無形固定資産の取得による支出   △2,503 △2,877 

11 長期前払費用の取得による支出   △4,870 △5,122 

12 子会社株式の取得による支出   △1,689 ― 
13 連結範囲の変更を伴う子会社株式の 

売却による収入 
※２ ― 132 

14 その他   832 1,499 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △12,640 △18,482 



  

  

   
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１ 短期借入金の純増減額(減少：△)   △10,048 853 

２ 長期借入による収入   2,000 5,927 

３ 長期借入金の返済による支出   △2,444 △3,777 

４ 社債の発行による収入   6,612 20,000 

５ 社債の償還による支出   △10,446 △7,199 

６ 自己株式の売却又は処分による 
収入・取得による支出 

  △2,731 298 

７ 配当金の支払額   △11,560 △12,794 

８ 少数株主への配当金の支払額   △1,208 △1,672 

９ その他   △133 200 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △29,959 1,836 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   1,768 1,929 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)   △19,018 54,715 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   108,280 89,014 

Ⅶ 新規連結・連結除外に伴う現金及び 
現金同等物の増減額(減少：△) 

  △247 1,529 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 89,014 145,259 
   



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
    

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 
 (1) 連結子会社の数 93社 
   主要な連結子会社は、「第１ 企業の概況の４ 関

係会社の状況」に記載しているため省略しており
ます。 

  〔新規〕 
   前連結会計年度においては営業を開始しておら

ず、重要性が低いため連結の範囲に含めなかった
資生堂トラベルリテールアメリカ、並びに当連結
会計年度に設立・営業を開始した資生堂マレーシ
ア及び花椿ファクトリー㈱の２社の計３社を当連
結会計年度より連結の範囲に含めております。 

  〔除外〕 
   当連結会計年度において、㈱プリエ及び台湾芳婷

絲股份有限公司の２社は会社清算手続きを終了し
たため、ＳＭＢ及び331インターナショナルの２
社は清算手続き中のため連結の範囲から除いてお
ります。㈱求龍堂は保有株全株を売却したため連
結の範囲から除いております。資生堂リテールサ
ポート㈱は平成17年４月１日に当社連結子会社の
資生堂販売㈱に、資生堂ショッパーズクラブ㈱は
平成17年10月１日に当社連結子会社の資生堂アメ
ニティグッズ㈱に、それぞれ吸収合併され消滅し
たため連結の範囲から除いております。 

１ 連結の範囲に関する事項 
 (1) 連結子会社の数 92社 
   主要な連結子会社は、「第１ 企業の概況の４ 関

係会社の状況」に記載しているため省略しており
ます。 

  〔新規〕 
   「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基

準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基
準委員会 平成18年９月８日 実務対応報告第20
号)による投資事業組合の取扱いの明確化を受
け、匿名組合セラン、投資事業組合資生堂インベ
ストメントファンド、投資事業組合資生堂ビュー
ティーファンド及び化粧品専門店ファンド投資事
業組合の４社を当連結会計年度より連結の範囲に
含めております。 

   また、資生堂大昌行化粧品(広東)有限公司は、当
連結会計年度に設立・営業を開始したことにより
連結の範囲に含めております。 

  〔除外〕 
   当連結会計年度において、㈱ミュウプロダクツ

は、保有株式の売却により連結の範囲から除いて
おります。 

   北京花之友化粧品販売中心及び資生堂インベスト
メント㈱の２社は会社清算手続き中のため連結の
範囲から除いております。投資事業組合資生堂イ
ンベストメントファンド、投資事業組合資生堂ビ
ューティーファンド及び化粧品専門店ファンド投
資事業組合の３社は解散したため、連結の範囲か
ら除いております。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 
主要な非連結子会社：ボーテプレステージインタ

ーナショナル(ＵＫ) 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 
主要な非連結子会社：ボーテプレステージインタ

ーナショナル(ＵＫ) 
 (3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 
   非連結子会社は、いずれも本格的な営業を行って

おらず、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰
余金等は僅少で、連結財務諸表に重要な影響を及
ぼしていないためであります。 

 (3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 
   非連結子会社は、いずれも小規模あるいは本格的

な営業を行っておらず、総資産、売上高、当期純
損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見
合う額)等は僅少で、連結財務諸表に及ぼす影響
が軽微であり、かつ、全体としても重要性が乏し
いため、連結の範囲から除いております。 

２ 持分法の適用に関する事項 
 (1) 持分法適用の関連会社数 ５社 
   主要な会社名：㈱ピエールファーブルジャポン 
   当連結会計年度より、前連結会計年度に設立した

台湾控股有限公司及び取得した上海華妮透明美容
香皀有限公司の２社を持分法適用の範囲に含めて
おります。 

２ 持分法の適用に関する事項 
 (1) 持分法適用の関連会社数 ５社 
   主要な会社名：㈱ピエールファーブルジャポン 
    

 (2) 持分法を適用していない非連結子会社はいずれも
本格的な営業を行っておらず、当期純損益及び利
益剰余金等に及ぼす影響が僅少なため、持分法の
適用から除いております。 

 (2) 持分法を適用していない非連結子会社(ボーテプ
レステージインターナショナル(ＵＫ) 他)及び
関連会社は、いずれも小規模あるいは本格的な営
業を行っておらず、当期純損益(持分に見合う額)
及び利益剰余金(持分に見合う額)等は僅少で、連
結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全
体としても重要性が乏しいため、持分法適用の範
囲から除いております。 

 (3) 持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社につ
いては、各社の事業年度に係る財務諸表を使用し
ております。 

 (3)          同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

  在外連結子会社、ボーテプレステージインターナシ

ョナル㈱、並びに台資商事㈱の61社の決算日は12月

31日、それ以外はすべて３月31日で当社と同一であ

ります。 

  また、在外連結子会社、ボーテプレステージインタ

ーナショナル㈱、並びに台資商事㈱の61社について

は、連結子会社の決算日現在の財務諸表を採用して

おり、連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

  在外連結子会社、ボーテプレステージインターナシ

ョナル㈱、台資商事㈱及び匿名組合セランの62社の

決算日は12月31日、それ以外はすべて３月31日で当

社と同一であります。 

  また、在外連結子会社、ボーテプレステージインタ

ーナショナル㈱、台資商事㈱及び匿名組合セランの

62社については、連結子会社の決算日現在の財務諸

表を使用しており、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を行っており

ます。 

  なお、投資事業組合資生堂インベストメントファン

ド、投資事業組合資生堂ビューティーファンド及び

化粧品専門店ファンド投資事業組合の３社の決算日

は、従来まで12月31日でしたが、平成19年２月28日

に解散したことから、平成18年１月１日から平成19

年２月28日までの14ヵ月間の損益計算書及びキャッ

シュ・フロー計算書を連結しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの……決算期末日の市場価格等

に基づく時価法 

              (評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は主として移動平均

法により算定) 

     時価のないもの……主として移動平均法によ

る原価法。ただし、投資

事業有限責任組合等への

出資は組合等の財産の持

分相当額を有価証券とし

て計上し、組合等の営業

により獲得した損益の持

分相当額を損益として計

上しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの……決算期末日の市場価格等

に基づく時価法 

              (評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は主として移動平

均法により算定) 

     時価のないもの……同左 

  ② デリバティブ 

――――― 

  ② デリバティブ 

    時価法 

  ③ たな卸資産 

    当社は総平均法による原価法で評価しており、

連結子会社は主として 終仕入原価法で評価し

ております。 

  ③ たな卸資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 

    建物(附属設備を除く)は定額法、建物以外につ

いては主として定率法を採用しております。な

お、休止予定の建物について、耐用年数の短縮

を行いました。 

    また、国内の主要な固定資産については、その

資産の耐久度、陳腐化の程度及び特殊性を勘案

した独自の耐用年数(法定耐用年数を２～３割

程度短縮)を設定しております。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 

    建物(附属設備を除く)は定額法、建物以外につ

いては当社及び国内連結子会社は主として定率

法、在外連結子会社は主として定額法を採用し

ております。 

    また、国内の主要な固定資産については、その

資産の耐久度、陳腐化の程度及び特殊性を勘案

した独自の耐用年数(法定耐用年数を２～３割

程度短縮)を設定しております。 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ② 無形固定資産 

    主として定額法を採用しております。なお、定

額法によって償却を実施している無形固定資産

の耐用年数は次のとおりであります。 

     営業権：国内…５年、海外……主として20年 

     商標権……………………………主として10年 

     ソフトウエア  …………………主として５年 

    なお、米国所在の子会社は、営業権及び耐用年

数が確定できない無形固定資産については、償

却を実施せず減損の判定を行うこととしており

ます。 

  ② 無形固定資産 

    主として定額法を採用しております。なお、定

額法によって償却を実施している無形固定資産

の耐用年数は次のとおりであります。 

     商標権……………………………主として10年 

     ソフトウエア  …………………主として５年 

  ③ 長期前払費用 

    主として定額法を採用しております。 

  ③ 長期前払費用 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    当社及び国内連結子会社は、売上債権、貸付金

等の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。在外連結子会

社は、主として特定の債権について回収不能見

込額を計上しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 返品調整引当金 

    国内連結子会社(資生堂販売㈱、㈱エフティ資

生堂、資生堂薬品㈱等)は、化粧品、医薬品等

の返品による損失に備えるため、過去の返品率

及び将来の返品可能性を勘案して見積もった損

失見込額を計上しております。 

  ② 返品調整引当金 

    当社及び連結子会社は、返品による損失に備え

るため、過去の返品率及び将来の返品可能性を

勘案して見積もった損失見込額を計上しており

ます。 

    (追加情報) 

    従来、当社及び国内連結子会社では返品による

損失に備えるため、過去の返品実績等を勘案し

て見積もった返品調整引当金を計上しておりま

したが、過去データの蓄積や分析精度の向上等

に伴い、より精緻な見積りが可能となったこと

により、当連結会計年度より市場の流通状況や

商品の再販状況を考慮した方法を採用しており

ます。 

    この結果、従来の方法によった場合と比べ、営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

が3,635百万円並びに当期純利益が2,144百万円

減少しております。 

  ③ 賞与引当金 

――――― 

  ③ 賞与引当金 

    当社及び連結子会社は、従業員に対する賞与支

払いに備えるため、将来の支給見込額に基づ

き、当連結会計年度の負担見込額を計上してお

ります。なお、取締役を兼務しない執行役員に

対する賞与引当金を含んでおり、その計上基準

は役員賞与引当金と同様であります。 

  ④ 役員賞与引当金 

――――― 

  ④ 役員賞与引当金 

    取締役を兼務する執行役員に対する賞与支払い

に備えるため、将来の支給見込額に基づき、当

連結会計年度の負担見込額を計上しておりま

す。 

  ⑤ 危険費用引当金 

――――― 

  ⑤ 危険費用引当金 

    一部の在外連結子会社は、訴訟リスク、製品保

証リスク、為替リスク、税務リスク等の危険費

用の発生による損失に備えるため、将来の発生

可能性を勘案して見積もった損失負担見込額を

計上しております。 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ⑥ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づいて計上しております。 

    過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額

法により費用処理しております。 

    数理計算上の差異は、主としてその発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により翌連結会計年度から費

用処理することとしております。 

    なお、執行役員に対する退職慰労引当金を含ん

でおり、その計上基準は役員退職慰労引当金と

同様であります。 

  ⑥ 退職給付引当金 

    当社及び国内連結子会社、並びに一部の在外連

結子会社では、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づいて計上しておりま

す。 

    過去勤務債務は、主としてその発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により費用処理しております。 

    数理計算上の差異は、主としてその発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により翌連結会計年度から費

用処理することとしております。 

    なお、執行役員に対する退職慰労引当金を含ん

でおり、その計上基準は役員退職慰労引当金と

同様であります。 

  ⑦ 役員退職慰労引当金 

    第104期における当社取締役会において、平成

16年３月期に係る定時株主総会の日をもって退

職慰労金制度を廃止することとし、第104期ま

での在任期間中の職務遂行の対価部分相当を、

支給すべき退職慰労金の額として決定したこと

により、当該金額を引当計上しております。 

  ⑦ 役員退職慰労引当金 

同左 

  ⑧ 債務保証損失引当金 

    債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の

財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上し

ております。 

  ⑧ 債務保証損失引当金 

同左 

  

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

   外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外連結子会社等の資産

及び負債は、各社の決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は各社の会計期間に

基づく期中平均相場により円貨に換算し、換算差

額は少数株主持分及び資本の部における為替換算

調整勘定に含めております。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

   外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外連結子会社等の資産

及び負債は、各社の決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は、各社の会計期間

に基づく期中平均相場により円貨に換算し、換算

差額は、純資産の部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、主として通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

   当社及び国内連結子会社は、リース物件の所有権

が借主に移転すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっており、在

外連結子会社については、主として通常の売買取

引に準じた会計処理によっております。 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

――――― 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理によっております。 

    ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。 

ヘッジ手段 … 金利スワップ 

ヘッジ対象 … 借入金の利息 

    ③ ヘッジ方針 

    金利スワップについては、借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で金利スワップ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っ

ております。 

    ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又

は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計又は相場変動を半期ごとに比較し、

両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を

評価しております。 

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。 

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  資本連結を行う際の連結子会社の資産及び負債の評

価については、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

  連結調整勘定の償却については、その個別案件ごと

に判断し、20年以内の合理的な年数で償却しており

ます。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

――――― 

７ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

――――― 

７ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

  のれんの償却については、その個別案件ごとに判断

し、20年以内の合理的な年数で定額法により償却し

ております。 

  なお、一部の在外子会社ののれんについては米国会

計基準等に基づき償却を実施せず、年一回及び減損

の可能性を示す事象が発生した時点で減損の判定を

行い、必要額を計上しております。 

８ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  連結剰余金計算書は連結会社の利益処分について、

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成

しております。 

８ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

――――― 

９ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資でありま

す。 

９ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



(会計処理の変更) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日)を適用しておりま

す。この変更により、従来の方法によった場合と比べ、

当連結会計年度の売上原価は124百万円減少し、売上総

利益は同額増加、販売費及び一般管理費は261百万円増

加し、営業利益及び経常利益は137百万円減少、税金等

調整前当期純利益は6,223百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は(セグメント情

報)に記載しております。また、減損損失累計額につい

ては、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の額か

ら直接控除しております。 

  

(計上区分の変更) 

 当連結会計年度より、新たな連結経営管理の仕組みを

導入し、制度会計と管理会計の融合を図る土台となるグ

ループ標準勘定科目体系を構築するとともに、経営成績

をより適切に把握するため事業損益計算の枠組みを見直

しました。その結果、売上高に対応する原価の把握をよ

り適切に行うため、従来売上原価に含めて計上していた

物流費や研究開発費等についてその性格を見直した部分

を、当連結会計年度より販売費及び一般管理費として計

上する方法に、また、従来営業外費用として計上してい

た営業権・商標権償却費用は、営業権・商標権の取得が

営業収益の拡大に貢献すると考えられることから、営業

損益をより適切に表示するため、当連結会計年度より販

売費及び一般管理費として計上する方法に変更しており

ます。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比べ、当

連結会計年度の売上原価は40,830百万円減少し、売上総

利益は同額増加、販売費及び一般管理費は42,191百万円

増加し、営業利益は1,361百万円減少しておりますが、

経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はあ

りません。なお、セグメント情報に与える影響は(セグ

メント情報)に記載しております。 

(役員賞与に関する会計基準) 

 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準第４号 平成17年11月29日)を適用してお

ります。この変更により、従来の方法によった場合と比

べ、当連結会計年度の販売費及び一般管理費は122百万

円増加し、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利

益及び当期純利益が同額減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は(セグメント情

報)に記載しております。 

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年

12月９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号

平成17年12月９日)を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は388,619

百万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結財務諸表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。 

  

(企業結合に係る会計基準等) 

 当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」

(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等

に関する会計基準」(企業会計基準第７号 平成17年12

月27日)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号

終改正 平成18年12月22日)を適用しております。 

  

(ストック・オプション等に関する会計基準等) 

 当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27

日)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 終改正

平成18年５月31日)を適用しております。この変更によ

り、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の

販売費及び一般管理費が52百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益が同額減少、当期純

利益が45百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は(セグメント情

報)に記載しております。 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正) 

 当連結会計年度より、改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第１号

終改正 平成18年８月11日)及び「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第２号 終改正 平成18年８月11日)

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、当連結会計年度における連結財務諸表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。 

  

(投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適

用に関する実務上の取扱い) 

 当連結会計年度より、「投資事業組合に対する支配力

基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」

(実務対応報告第20号 平成18年９月８日)を適用してお

ります。この変更により、従来の方法によった場合と比

べ、営業利益が1,375百万円増加、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が506百万円減少、当期純利益が337百

万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は(セグメント情

報)に記載しております。 



(表示方法の変更) 
  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(連結貸借対照表) 
  従来、(セグメント情報)の減価償却費及び資本的支

出には長期前払費用を含めておりませんでしたが、
当連結会計年度より長期前払費用の内容を鑑み、減
価償却費及び資本的支出をより適切に表示するため
に、長期前払費用を含める方法に変更しておりま
す。この変更にあわせ、前連結会計年度において
「その他の投資」に含めて表示していた「長期前払
費用」(前連結会計年度11,076百万円)を区分掲記し
ております。 

(連結貸借対照表) 
１ 前連結会計年度において「営業権」及び「連結調整

勘定」として表示していたものは、当連結会計年度
より「のれん」として表示しております。 

２ 前連結会計年度において「短期借入金」に含めて表
示していた「一年以内に返済予定の長期借入金」
(2,325百万円)は、当社グループの長期債務の状況
をより明瞭に表示するため、当連結会計年度より区
分掲記しております。 

３ 前連結会計年度において「その他の固定負債」に含
めて表示していた「繰延税金負債」(2,019百万円)
は、当社グループの固定負債の状況をより明瞭に表
示するため、当連結会計年度より区分掲記しており
ます。 

  
(連結損益計算書) 

――――― 
(連結損益計算書) 
１ 前連結会計年度において「その他の営業外収益」に

含めて表示していた「受取配当金」(721百万円)
は、当社グループの営業外収益の状況をより明瞭に
表示するため、当連結会計年度より区分掲記してお
ります。 

２ 前連結会計年度において「その他の営業外収益」に
含めて表示していた「有価証券売却益」(519百万
円)は、当社グループの営業外収益の状況をより明
瞭に表示するため、当連結会計年度より区分掲記し
ております。 

３ 前連結会計年度において区分掲記していた「投資事
業組合等運用益」(390百万円)は、営業外収益の総
額の100分の10以下となったため、当連結会計年度
より「その他の営業外収益」に含めて表示しており
ます。 

  
(連結キャッシュ・フロー計算書) 
１ 従来、(セグメント情報)の減価償却費及び資本的支

出には長期前払費用を含めておりませんでしたが、
当連結会計年度より長期前払費用の内容を鑑み、減
価償却費及び資本的支出をより適切に表示するため
に、長期前払費用を含める方法に変更しておりま
す。この変更にあわせ、前連結会計年度において投
資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含
めて表示していた「長期前払費用の取得による支
出」(前連結会計年度6,061百万円)を区分掲記して
おります。 

２ 前連結会計年度において区分掲記していた「貸付金
の回収による収入」(72百万円)は金額が僅少となっ
たため、当連結会計年度より投資活動によるキャッ
シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま
す。 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 
１ 前連結会計年度において「減価償却費」に含めて表

示していた「営業権償却費」(621百万円)並びに
「連結調整勘定償却額」として表示していたもの
は、当連結会計年度より「のれん償却額」として表
示しております。 

２ 前連結会計年度において区分掲記していた「特別退
職債務の減少額」(△109百万円)は金額が僅少とな
ったため、当連結会計年度より営業活動によるキャ
ッシュ・フローの「その他」に含めて表示しており
ます。 

３ 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ
ュ・フローの「その他」に含めて表示していた「返
品調整引当金の増加額」(587百万円)は、当社グル
ープの営業活動によるキャッシュ・フローの状況を
より明瞭に表示するため、当連結会計年度より区分
掲記しております。 

４ 従来、連結損益計算書の「その他の営業外収益」に
含めて表示していた「有価証券売却益」は、当社グ
ループの営業外収益の状況をより明瞭に表示するた
め、当連結会計年度より区分掲記しております。こ
の変更にあわせ、前連結会計年度において営業活動
によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表
示していた「有価証券売却損益」(△519百万円)を
区分掲記しております。 

５ 前連結会計年度において純額表示していた「定期預
金の増減額」は、当社グループの取引実態をより適
切に反映させるため、当連結会計年度より、「定期
預金の預入れによる支出」(△1,467百万円)及び
「定期預金の払戻しによる収入」(3,912百万円)と
いう総額表示の方法に変更しております。 



(追加情報) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――――― (賞与引当金) 

 従来、未払従業員賞与は「その他の流動負債」に含め

て表示しておりましたが、業績連動型賞与等の導入によ

り、その計上額が確定要件を満たさなくなったため、当

連結会計年度より表示科目を「賞与引当金」に変更し、

区分掲記しております。 

  

  (危険費用引当金) 

 従来、連結貸借対照表の「その他の流動負債」に含め

て表示していた「危険費用引当金」は、その内容を明瞭

に表示するため、当連結会計年度より区分掲記しており

ます。 

 また、この変更にあわせ、従来、連結キャッシュ・フ

ロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めて表示していた「危険費用引当金の減少

額」を区分掲記しております。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(平成19年３月31日) 

※１  

――――― 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のとおりでありま

す。 

  

なお、当該担保資産は、下記の担保付債務以外

に、デリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供

されております。 

  

担保付債務は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 20,116百万円

差入保証金 15,200 〃 

投資有価証券 1,512 〃 

現金及び預金 1,432 〃 

計 38,261 〃 

一年以内に返済予定の
長期借入金 

1,000百万円

長期借入金 27,100 〃 

計 28,100 〃 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産及び

負債は次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 1,316百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産及び

負債は次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 1,428百万円

 ３ 偶発債務について 

   下記のとおり銀行借入金に対し、債務保証を行っ

ております。 

従業員 38百万円

 ３  

――――― 

※４ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

なお、当社の発行済株式総数は、普通株式

424,562千株であります。 

普通株式 12,105千株

 ４  

――――― 

  

※５  

――――― 

  

※５ 当連結会計年度末日の満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。 

   なお、当連結会計年度末日は金融機関の休日であ

ったため、次の満期手形が当連結会計年度末日の

残高に含まれております。 

受取手形 67百万円

支払手形 5 〃 



(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

広告費 50,314百万円

売出費 118,264 〃 

給料・賞与 115,407 〃 

退職給付費用 7,289 〃 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

売出費 113,377百万円

広告費 50,753 〃 

給料・賞与 126,332 〃 

   

※２ 研究開発費について 

   販売費及び一般管理費、並びに売上原価に含まれ

る研究開発費は16,451百万円であります。 

※２ 研究開発費について 

   販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、

16,132百万円であります。なお、当期総製造費用

に含まれる研究開発費はありません。 

※３ 固定資産売却益は、国内工場再編に伴う工場跡の

土地・建物売却益であります。 

※３  

――――― 

※４ 減損損失は、国内及び海外の固定資産に係る減損

損失であります。国内は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。 

   当社グループは事業用資産において、事業区分を

もとに、概ね独立したキャッシュ・フローを生み

出す 小の単位毎に、遊休資産等においては、個

別物件単位で資産のグルーピングを行っておりま

す。 

   その結果、事業用資産については、営業店舗等で

営業損益が継続してマイナスとなっている資産の

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を特別損失に計上しております。 

   その内訳は、土地213百万円、建物及び構築物

1,029百万円、長期前払費用等1,567百万円であり

ます。 

   遊休資産等については、生産を終了する工場等の

資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を特別損失に計上しております。その内訳

は、土地2,356百万円、建物及び構築物等918百万

円であります。 

   なお、回収可能価額は正味売却価額により算出し

ており、主に不動産鑑定評価額を基に評価してお

ります。 

   海外は、北米子会社の無形固定資産に係る減損損

失であり、内訳は営業権で3,357百万円、商標権

で2,960百万円であります。 

用途 種類 場所 

事業用資産 
土地、建物及び構築
物、長期前払費用等 

東京都 
中央区他 

遊休資産等 
土地、建物及び構築
物等 

京都府 
舞鶴市他 

※４ 減損損失は、国内及び海外の固定資産に係る減損

損失であります。国内は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。 

   当社グループは事業用資産において、事業区分を

もとに、概ね独立したキャッシュ・フローを生み

出す 小の単位毎に、遊休資産等においては、個

別物件単位で資産のグルーピングを行っておりま

す。 

   その結果、事業用資産については、主に売却が予

定されているグループの資産の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上

しております。 

   その内訳は、土地1,388百万円、建物及び構築物

等698百万円等であります。 

   遊休資産等については、市場価格の下落等によ

り、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を特別損失に計上しております。 

   その内訳は、土地1,158百万円、建物及び構築物

等143百万円であります。 

   なお、回収可能価額は正味売却価額により算出し

ており、主に売却予定価額を基に評価しておりま

す。 

   海外は、北米子会社等の収益性の低下による減少

額を特別損失に計上しております。その内訳は、

のれん800百万円、建物及び構築物等407百万円で

あります。 

用途 種類 場所 

事業用資産
土地、建物及び構築
物等 

神奈川県 
川崎市他 

遊休資産等
土地、建物及び構築
物等 

大阪府 
茨木市他 

※５ 構造改革費用は、収益性向上を意図し、利益貢献

度の低いブランド、事業領域の縮小・撤退など徹

底したスリム化を推進したことによって発生した

事業撤収損であり、国内で575百万円、海外で

2,127百万円であります。 

※５ 構造改革費用は、収益性向上を意図し、利益貢献

度の低いブランド、事業領域の縮小・撤退など徹

底したスリム化を推進したことによって発生した

事業撤収損であります。 



(連結剰余金計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ その他の利益剰余金減少高は、中国の会計制度に基づく中国子会社の利益処分による積

立金繰入額であります。 



(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
 (注) 1 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。 

    2 普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による11千株及びストック・オプションの権利行使によ

る659千株であります。 
  

２ 新株予約権等に関する事項 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  
前連結会計年度末 
株式数(千株) 

当連結会計年度
増加株式数(千株) 

当連結会計年度
減少株式数(千株) 

当連結会計年度末 
株式数(千株) 

発行済株式         

  普通株式 424,562 ― ― 424,562 

  合計 424,562 ― ― 424,562 

自己株式         

  普通株式 12,105 294 670 11,730 

  合計 12,105 294 670 11,730 

会社名 内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円) 

前連結
会計年度末

増加 減少 
当連結 

会計年度末 

提出会社 
(親会社) 

ストック・オプシ
ョンとしての新株
予約権 

― ― 52 

合計 ― 52 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 6,186百万円 15円00銭 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

平成18年10月26日 
取締役会 

普通株式 6,600百万円 16円00銭 平成18年９月30日 平成18年12月８日 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 6,605百万円 16円00銭 平成19年３月31日 平成19年６月27日



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 53,511百万円

有価証券勘定 36,944 〃 

計 90,455 〃 

預金期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
△1,094 〃 

株式及び償還期限が３ヵ月を
超える債券等 

△346 〃 

現金及び現金同等物 89,014 〃 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 82,453百万円

有価証券勘定 68,544 〃 

計 150,997 〃 

預金期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
△4,121 〃 

株式及び償還期限が３ヵ月を
超える債券等 

△1,616 〃 

現金及び現金同等物 145,259 〃 

 ２  

――――― 

  

※２ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で

なくなった会社の資産及び負債の主な内訳 

   株式の売却により㈱ミュウプロダクツが連結子会

社でなくなったことに伴う、売却時の会社の資産

及び負債の内訳、並びに同社株式の売却価額と売

却による収入は次のとおりであります。 

流動資産 1,707百万円

固定資産 903 〃 

流動負債 △789 〃 

固定負債 △236 〃 

少数株主持分 △554 〃 

株式売却損 △20 〃 

㈱ミュウプロダクツ
株式の売却価額 

1,009 〃 

㈱ミュウプロダクツ
の現金及び現金同等物 

△877 〃 

差引：売却による収入 132 〃 



(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当社または連結子会社が借主側となる取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

当社または連結子会社が借主側となる取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置及び運搬具 2,522 787 1,735

工具器具備品 17,952 11,128 6,824

その他 6,711 2,998 3,713

合計 27,186 14,913 12,273

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

2,224 957 ― 1,267 

工具器具備品 11,930 6,779 15 5,135 

その他 1,000 468 ― 531 

合計 15,154 8,205 15 6,933 

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

  

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

  

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

１年内 4,165百万円

１年超 8,107 〃 

合計 12,273 〃 

 ② 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

  

   なお、未経過リース料の期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

  

  １年内 2,787百万円

  １年超 4,161 〃 

  合計 6,949 〃 

     

リース資産減損勘定の残高 15百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

   支払リース料 5,371百万円

   減価償却費相当額 5,371 〃 

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 

  

   支払リース料 3,687百万円

   リース資産減損勘定の取崩額 102 〃 

   減価償却費相当額 3,680 〃 

   減損損失 6 〃 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 
  

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 3,797百万円

１年超 27,505 〃 

合計 31,302 〃 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 1,628百万円

１年超 4,454 〃 

合計 6,083 〃 



  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当社または連結子会社が貸主側となる取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

  
取得価額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
(百万円) 

期末残高
(百万円) 

機械装置及び運搬具 1,497 714 782

工具器具備品 6,077 3,816 2,261

その他 1,867 634 1,233

合計 9,442 5,164 4,277

当社または連結子会社が貸主側となる取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

取得価額
(百万円) 

減価償却 
累計額 
(百万円) 

期末残高 
(百万円) 

機械装置及び運搬具 1,428 709 718 

工具器具備品 6,340 4,374 1,966 

その他 1,014 500 514 

合計 8,783 5,583 3,199 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,618百万円

１年超 2,938 〃 

合計 4,557 〃 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,324百万円

１年超 2,045 〃 

合計 3,370 〃 

 ③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

   受取リース料 1,929百万円

   減価償却費 1,757 〃 

   受取利息相当額 344 〃 

 ③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

   受取リース料 1,998百万円

   減価償却費 1,740 〃 

   受取利息相当額 203 〃 

 ④ 利息相当額の算定方法 

   利息相当額の各連結会計年度への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

 ④ 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 212百万円

１年超 393 〃 

合計 606 〃 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 209百万円

１年超 381 〃 

合計 590 〃 



(有価証券関係) 

① その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 決算日現在の時価が取得価額を50％以上下回る場合には回復可能性はないものと判断し、30％以上50％未満下落の場合に

は、当該有価証券の発行会社の財政状態及び経営成績を勘案し、回復可能性を判断しております。 

  

② 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

  

③ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

  

種類 

前連結会計年度
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

取得原価 
(百万円) 

連結貸借
対照表計上額
(百万円) 

差額
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

連結貸借 
対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

(1) 株式 10,978 41,216 30,237 10,946 34,017 23,071

(2) 債券     

社債 500 503 3 5,487 5,491 4

(3) その他 4,105 4,619 513 1,100 1,285 185

小計 15,583 46,339 30,755 17,533 40,795 23,261

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

(1) 株式 17 13 △4 130 108 △21

(2) 債券     

社債 1,535 1,515 △19 2,035 2,008 △26

その他 1,000 957 △42 1,009 1,009 △0

(3) その他 2,334 2,112 △222 ― ― ―

小計 4,887 4,598 △288 3,175 3,126 △49

合計 20,471 50,937 30,466 20,709 43,921 23,212

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

売却額 
(百万円) 

売却益の合計額
(百万円) 

売却損の合計額
(百万円) 

売却額
(百万円) 

売却益の合計額
(百万円) 

売却損の合計額
(百万円) 

13,715 519 ― 10,068 310 166

種類 

前連結会計年度
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) その他有価証券  

   フリー・ファイナンシャル・ファンド 21,506 45,562

   投資事業有限責任組合等 19,213 4,334

   非上場株式 17,188 17,822

   公社債投信 12,452 11,985

   マネー・マネジメント・ファンド 3,416 3,422

   非上場債券 3 3,668

(2) 子会社株式及び関連会社株式  

   子会社株式 3 13

   関連会社株式 1,312 1,414



④ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

  

次へ 

  

前連結会計年度
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

１年以内 
(百万円) 

１年超 
５年以内 
(百万円) 

５年超
10年以内 
(百万円) 

10年超
(百万円) 

１年以内
(百万円) 

１年超
５年以内 
(百万円) 

５年超 
10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

(1) 債券        

  国債・地方債等 1 2 ― ― 1 0 ― ―

  社債 ― 535 ― 1,700 8,701 ― ― 2,000

  その他 ― ― ― 1,000 ― 10 ― 1,000

(2) その他 12,020 597 1,209 ― 2,714 2,360 308 ―

合計 12,021 1,134 1,209 2,700 11,417 2,371 308 3,000



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(1) 取引の内容 

当社及び一部の連結子会社は、為替予約取引及び通

貨スワップ取引を利用しております。 

  

(1) 取引の内容 

当社及び一部の連結子会社は、通貨関連では為替予

約取引及び通貨スワップ取引、金利関連では金利ス

ワップ取引を利用しております。 

  

(2) 取引に対する取組方針 

債権債務残高及び実需の範囲内でのみデリバティブ

取引を利用することとしており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

  

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

(3) 取引の利用目的 

為替予約取引  ：外貨建債権債務の為替変動リス

クを回避し、安定的な利益の確

保を図るため。 

通貨スワップ取引：外貨建資金調達に際し、元本及

び金利の為替変動リスクを軽減

するため。 

  

(3) 取引の利用目的 

為替予約取引  ：外貨建債権債務の為替変動リス

クを回避し、安定的な利益の確

保を図るため。 

通貨スワップ取引：外貨建資金調達に際し、元本及

び金利の為替変動リスクを軽減

するため。 

金利スワップ取引：調達資金の将来の金利変動リス

クを軽減するため。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

    ① ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理によっております。 

    ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。 

ヘッジ手段 … 金利スワップ 

ヘッジ対象 … 借入金の利息 

    ③ ヘッジ方針 

    金利スワップについては、借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で金利スワップ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っ

ております。 

    ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又

は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計又は相場変動を半期ごとに比較し、

両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を

評価しております。 

  

(4) 取引に係るリスクの内容 

当社及び一部の連結子会社が利用している取引は、

為替相場の変動に係るリスクを有しております。な

お、取引の契約先は、信用度の高い金融機関に限定

しているため、相手先の契約不履行によるリスク

は、ほとんどないと判断しております。 

  

(4) 取引に係るリスクの内容 

為替予約取引及び通貨スワップ取引は、為替相場の

変動に係るリスクを、金利スワップ取引は、市場金

利の変動リスクを有しております。なお、取引の契

約先は、信用度の高い金融機関に限定しているた

め、相手先の契約不履行によるリスクは、ほとんど

ないと判断しております。 



  

  

２ 取引の時価等に関する事項 

(1) 通貨関連 

  

(注) 時価の算定方法 

取引金融機関から提示された価格によっております。 

  

(2) 金利関連 

  

(注) １ 時価の算定方法 

取引金融機関から提示された価格によっております。 

 ２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いております。 

  

前へ   次へ 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

資金調達に関する取引については、取締役会で決定

し、また、通常の営業取引に係る為替予約取引の実

行及び管理は、主に、各会社の財務担当部門で行っ

ております。 

  

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

(6) 「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明 

――――― 

(6) 「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明 

「取引の時価等に関する事項」に係る契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体

がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので

はありません。 

  
前連結会計年度末
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

区分 取引の種類 
契約額等 
(百万円) 

うち 
１年超 
(百万円) 

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

うち
１年超 
(百万円)

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

市場取 
引以外 
の取引 

通貨スワップ
取引 

      

 受取円・ 
 支払ユーロ 

3,946 1,176 △743 △743 1,316 ― △333 △333

合計 3,946 1,176 △743 △743 1,316 ― △333 △333

  
前連結会計年度末
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

区分 取引の種類 
契約額等 
(百万円) 

うち 
１年超 
(百万円) 

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

うち
１年超 
(百万円)

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

市場取 
引以外 
の取引 

金利スワップ
取引 

      

 受取変動・ 
 支払固定 

― ― ― ― 2,382 2,382 △34 △34

合計 ― ― ― ― 2,382 2,382 △34 △34



(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結子会社は、退職給付制度として、企業年金基金制度、退職一時金制度のほかに確定拠出型制

度、退職金前払い制度を設けております。なお、従業員の退職等に際して、支払時に退職給付費用として処理す

る割増退職金等を支払う場合があります。 

 また、一部の在外連結子会社は、確定給付型制度、退職一時金制度及び確定拠出型制度を設けております。 
  

２ 退職給付債務に関する事項 
  

  

  

 
前連結会計年度

(平成18年３月31日) 
(百万円) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

(百万円) 

① 退職給付債務 △186,389 △190,449 

② 年金資産 183,218 190,405 

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △3,171 △43 

④ 会計基準変更時差異の未処理額(注)１ 1,181 1,083 

⑤ 未認識数理計算上の差異 10,235 5,009 

⑥ 未認識過去勤務債務(注)２ △12,321 △9,157 

⑦ 連結貸借対照表資産計上額(注)１ △1,490 △1,482 

⑧ 連結貸借対照表計上額純額 

(③＋④＋⑤＋⑥＋⑦) 
△5,566 △4,590 

⑨ 前払年金費用 30,637 32,629 

⑩ 退職給付引当金(⑧－⑨)(注)３ △36,204 △37,220 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

  
(注) １ 台湾退職金会計制度に基づく台湾

子会社の計上額であります。 
２ 過去勤務債務の発生要因 
(1) 平成12年９月資生堂厚生年金基

金の予定利率及び換算率の引き
下げについての規約改正を行っ
たことにより過去勤務債務(債
務の減額)が発生しておりま
す。 

(2) 平成13年11月資生堂厚生年金基
金の規約改正を行い、退職金制
度を従来の給与を基礎とする制
度から、資格に応じたポイント
を付与する制度に変更しており
ます。これに伴い、過去勤務債
務(債務の減額)が発生しており
ます。 

(3) 平成16年９月資生堂厚生年金基
金の一部を退職一時金制度へ移
行しております。これに伴い、
従来の厚生年金基金で過去勤務
債務(債務の増額)、及び退職一
時金制度で過去勤務債務(債務
の減額)が発生しております。 

  
(注) １      同左 

  
２ 過去勤務債務の主な発生要因 
(1) 平成12年９月資生堂厚生年金基

金の予定利率及び換算率の引き
下げを行っております。 

  
  
  

(2) 平成13年11月資生堂厚生年金基
金の退職金制度を従来の給与を
基礎とする制度から、資格に応
じたポイントを付与する制度に
変更しております。 

  
  
  

(3) 平成16年９月資生堂厚生年金基
金の一部を退職一時金制度へ移
行しております。 

３      ―――――   ３ 上記⑩の退職給付引当金のほか
に、一部の在外連結子会社が、そ
れぞれの国の会計基準によって計
上している退職給付引当金が
1,423百万円あります。 

４ 一部の国内連結子会社は退職給付
債務の算定にあたり、簡便法を採
用しております。 

  ４      同左 



３ 退職給付費用に関する事項 
  

  

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(資生堂企業年金基金制度、退職一時金制度) 

  

前へ   次へ 

 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(百万円) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(百万円) 

① 勤務費用(注)１、２、３、４ 7,606 7,876 

② 利息費用 4,304 4,545 

③ 期待運用収益 △5,983 △7,327 

④ 会計基準変更時差異の費用処理額(注)５ 107 112 

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 5,367 3,069 

⑥ 過去勤務債務の費用処理額(注)６ △2,124 △2,124 

⑦ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 9,277 6,151 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  

(注) １ 簡便法を採用している場合の退職

給付費用は、「① 勤務費用」に

計上しております。 

    

(注) １     同左 

２ 確定拠出型制度の退職給付費用

は、「① 勤務費用」に計上して

おります。 

２ 確定拠出型制度の退職給付費用

544百万円は、「① 勤務費用」

に計上しております。 

３ 執行役員に対する退職慰労引当金

の退職給付費用は、「① 勤務費

用」に計上しております。 

３     ― 

４ 割増退職金及び退職一時金の引当

金を超過する額は、「① 勤務費

用」に計上しております。 

４ 割増退職金及び退職一時金の引当

金を超過する額301百万円は、

「① 勤務費用」に計上しており

ます。 

５ 台湾退職金会計制度に基づく台湾

子会社の費用処理額であります。 

５     同左 

６ 「２ 退職給付債務に関する事

項」(注)２に記載の過去勤務債務

に係る費用処理額であります。 

６     同左 

７ 上記退職給付費用以外に、退職金

前払い制度として375百万円を計

上しております。 

７ 上記退職給付費用以外に、退職金

前払い制度として371百万円を計

上しております。 

 
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

② 割引率 2.5％ 同左 

③ 期待運用収益率 4.0％ 同左 

④ 過去勤務債務の額の処理年数 10年 同左 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 10年 同左 



(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日) 

１ ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

 販売費及び一般管理費  52百万円 

  

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

平成14年度ストック・オプション 
  

(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

  第１回新株予約権

付与対象者の
区分及び人数 

当社取締役  ７名 
当社執行役員 20名 

株式の種類別
のストック・
オプションの
数(注) 

普通株式 578,000株 

付与日 平成14年７月16日 

権利確定条件 権利行使期間開始日ごとに別個のストック・オプションとして取り扱いをしておりま
す。 

  平成16年７月１日から平成
24年６月26日に権利行使可
能なストック・オプション 

平成17年７月１日から平成
24年６月26日に権利行使可
能なストック・オプション 

平成18年７月１日から平成
24年６月26日に権利行使可
能なストック・オプション 

  付与日(平成14年７月16日)
以降権利確定日(平成16年
６月30日)まで継続して勤
務していること。なお、新
株予約権の割当てを受けた
者は、権利行使時において
も当社の取締役または執行
役員の地位にあることを要
す。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職その他正
当な理由のある場合にはこ
の限りでない。 

付与日(平成14年７月16日)
以降権利確定日(平成17年
６月30日)まで継続して勤
務していること。なお、新
株予約権の割当てを受けた
者は、権利行使時において
も当社の取締役または執行
役員の地位にあることを要
す。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職その他正
当な理由のある場合にはこ
の限りでない。 

付与日(平成14年７月16日)
以降権利確定日(平成18年
６月30日)まで継続して勤
務していること。なお、新
株予約権の割当てを受けた
者は、権利行使時において
も当社の取締役または執行
役員の地位にあることを要
す。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職その他正
当な理由のある場合にはこ
の限りでない。 

対象勤務期間 
平成14年７月16日～平成16
年６月30日 

平成14年７月16日～平成17
年６月30日 

平成14年７月16日～平成18
年６月30日 

権利行使期間 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

平成16年７月１日～平成24
年６月26日。ただし、平成
16年７月１日から平成17年
６月30日においては割り当
てられた新株予約権の数の
３分の１を超えない範囲で
１個の整数倍につき、平成
17年７月１日から平成18年
６月30日においては、１年
目に行使した数とあわせて
３分の２を超えない範囲で
１個の整数倍につき、平成
18年７月１日から平成24年
６月26日においては割り当
てられた新株予約権の全数
につき行使することができ
る。 

同左
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

同左 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



平成15年度ストック・オプション 
  

(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

  第３回新株予約権
第４回

新株予約権 
第５回 

新株予約権 
付与対象者の
区分及び人数 

当社取締役  ７名 
当社執行役員 25名 

当社従業員 
 16名 

当社または関
連グループ会
社従業員  
15名 
関連グループ
会社取締役  
１名 

株式の種類別
のストック・
オプションの
数(注) 

普通株式 878,000株 普通株式  
18,000株 

普通株式  
40,000株 

付与日 平成15年７月31日 平成15年 
11月28日 

平成16年 
３月８日 

権利確定条件 権利行使期間開始日ごとに別個のストック・オプションとして取
り扱いをしております。 

権利確定条件
は付されてお
りません。 

同左 

  平成17年７月１日か
ら平成25年６月26日
に権利行使可能なス
トック・オプション 

平成18年７月１日か
ら平成25年６月26日
に権利行使可能なス
トック・オプション 

平成19年７月１日か
ら平成25年６月26日
に権利行使可能なス
トック・オプション 

  付与日(平成15年７
月31日)以降権利確
定日(平成17年６月
30日)まで継続して
勤務していること。
なお、新株予約権の
割当てを受けた者
は、権利行使時にお
いても当社の取締役
または執行役員の地
位にあることを要
す。ただし、任期満
了による退任、定年
退職その他正当な理
由のある場合にはこ
の限りでない。 

付与日(平成15年７
月31日)以降権利確
定日(平成18年６月
30日)まで継続して
勤務していること。
なお、新株予約権の
割当てを受けた者
は、権利行使時にお
いても当社の取締役
または執行役員の地
位にあることを要
す。ただし、任期満
了による退任、定年
退職その他正当な理
由のある場合にはこ
の限りでない。 

付与日(平成15年７
月31日)以降権利確
定日(平成19年６月
30日)まで継続して
勤務していること。
なお、新株予約権の
割当てを受けた者
は、権利行使時にお
いても当社の取締役
または執行役員の地
位にあることを要
す。ただし、任期満
了による退任、定年
退職その他正当な理
由のある場合にはこ
の限りでない。 

対象勤務期間 平成15年７月31日～
平成17年６月30日 

平成15年７月31日～
平成18年６月30日 

平成15年７月31日～
平成19年６月30日 

対象勤務期間
の定めはあり
ません。 

同左 

権利行使期間 平成17年７月１日～
平成25年６月26日。
ただし、平成17年７
月１日から平成18年
６月30日においては
割り当てられた新株
予約権の数の３分の
１を超えない範囲で
１個の整数倍につ
き、平成18年７月１
日から平成19年６月
30日においては、１
年目に行使した数と
あわせて３分の２を
超えない範囲で１個
の整数倍につき、平
成19年７月１日から
平成25年６月26日に
おいては割り当てら
れた新株予約権の全
数につき行使するこ
とができる。 

同左 同左 平成 15年 12
月１日～平
成 18年 11月
30日 

平成 16年４
月１日～平
成 19年３月
31日 



平成16年度ストック・オプション 
  

(注) 株式数に換算して記載しております。 

前へ   次へ 

  第６回新株予約権
第７回

新株予約権 
第８回 

新株予約権 
付与対象者の
区分及び人数 

当社取締役  ７名 
当社執行役員 25名 

当社従業員 
11名 

当社執行役員
１名 
当社または関
連グループ会
社従業員  
24名 
関連グループ
会社取締役  
１名 

株式の種類別
のストック・
オプションの
数(注) 

普通株式 1,004,000株 普通株式
16,000株 

普通株式 
78,000株 

付与日 平成16年７月26日 平成16年 
11月30日 

平成17年 
３月９日 

権利確定条件 権利行使期間開始日ごとに別個のストック・オプションとして取
り扱いをしております。 

権利確定条件
は付されてお
りません。 

同左 

  平成18年７月１日か
ら平成26年６月28日
に権利行使可能なス
トック・オプション 

平成19年７月１日か
ら平成26年６月28日
に権利行使可能なス
トック・オプション 

平成20年７月１日か
ら平成26年６月28日
に権利行使可能なス
トック・オプション 

  付与日(平成16年７
月26日)以降権利確
定日(平成18年６月
30日)まで継続して
勤務していること。
なお、新株予約権の
割当てを受けた者
は、権利行使時にお
いても当社の取締役
または執行役員の地
位にあることを要
す。ただし、任期満
了による退任、定年
退職その他正当な理
由のある場合にはこ
の限りでない。 

付与日(平成16年７
月26日)以降権利確
定日(平成19年６月
30日)まで継続して
勤務していること。
なお、新株予約権の
割当てを受けた者
は、権利行使時にお
いても当社の取締役
または執行役員の地
位にあることを要
す。ただし、任期満
了による退任、定年
退職その他正当な理
由のある場合にはこ
の限りでない。 

付与日(平成16年７
月26日)以降権利確
定日(平成20年６月
30日)まで継続して
勤務していること。
なお、新株予約権の
割当てを受けた者
は、権利行使時にお
いても当社の取締役
または執行役員の地
位にあることを要
す。ただし、任期満
了による退任、定年
退職その他正当な理
由のある場合にはこ
の限りでない。 

対象勤務期間 平成16年７月26日～
平成18年６月30日 

平成16年７月26日～
平成19年６月30日 

平成16年７月26日～
平成20年６月30日 

対象勤務期間
の定めはあり
ません。 

同左 

権利行使期間 平成18年７月１日～
平成26年６月28日。
ただし、平成18年７
月１日から平成19年
６月30日においては
割り当てられた新株
予約権の数の３分の
１を超えない範囲で
１個の整数倍につ
き、平成19年７月１
日から平成20年６月
30日においては、１
年目に行使した数と
あわせて３分の２を
超えない範囲で１個
の整数倍につき、平
成20年７月１日から
平成26年６月28日に
おいては割り当てら
れた新株予約権の全
数につき行使するこ
とができる。 

同左 同左 平成 16年 12
月１日～平
成 19年 11月
30日 

平成 17年４
月１日～平
成 20年３月
31日 



平成17年度ストック・オプション 
  

  

  
第９回 

新株予約権 第10回新株予約権
第11回

新株予約権 
第12回 

新株予約権 
第13回 

新株予約権 
付与対象者の区分
及び人数 

当社取締役 
６名 
当社執行役員 
19名 

当社取締役 ７名 
当社執行役員 19名 

当社従業員 
７名 

当社または関
連グループ会
社 従 業 員 
1,115名 
関連グループ
会 社 取 締 役 
44名 

当社または関
連グループ会
社 従 業 員
20名 
関連グループ
会 社 取 締 役
１名 

株式の種類別のス
トック・オプショ
ンの数(注) 

普通株式 
408,000株 

普通株式 261,000株 普通株式
11,000株 

普 通 株 式
1,851,000株 

普通株式 
63,000株 

付与日 平成17年 
７月28日 

平成17年７月28日 平成17年
10月27日 

平成17年 
11月７日 

平成18年 
３月８日 

権利確定条件 ① 付 与 日
(平成17年７
月28日)以降
権 利 確 定 日
(平成20年３
月31日)まで
継続して勤務
し て い る こ
と。な お、新
株予約権の割
当てを受けた
者は、権利行
使時において
も当社の取締
役または執行
役員の地位に
あることを要
す。ただし、
任期満了によ
る退任、定年
退職その他正
当な理由のあ
る場合にはこ
の 限 り で な
い。 
②平成17年７
月28日から平
成20年３月31
日までの間に
任期満了によ
る退任、死亡
等により当社
の取締役及び
執行役員のい
ずれの地位も
失った場合に
は、割り当て
られた新株予
約権の数を32
で除し、当社
の取締役及び
執行役員のい
ずれの地位も
失った日から
平成20年３月
31日までの残
存月数(一月
に満たない場
合 は 切 り 捨
て)を乗じた
数(小数第１
位以下は切り
捨て)の新株
予約権の権利
行使はできな
い も の と す
る。 

権利行使期間開始日ごとに別個のストック・オ
プションとして取り扱いをしております。 

権利確定条件
は付されてお
りません。 
  

付与日(平成
17 年 11 月 ７
日)以降権利
確定日(平成
19年6月30日)
まで継続して
勤務している
こと。なお、
新株予約権の
割当てを受け
た者は、権利
行使時におい
ても当社また
は関連グルー
プ会社の取締
役、執 行 役
員、従業員の
地位にあるこ
とを要す。た
だし、任期満
了 に よ る 退
任、定年退職
その他正当な
理由のある場
合にはこの限
りでない。 

権利確定条件
は付されてお
りません。 
  

  平成19年７月
１日から平成
27年６月28日
に権利行使可
能 な ス ト ッ
ク・オプショ
ン 

平成20年７月
１日から平成
27年６月28日
に権利行使可
能 な ス ト ッ
ク・オプショ
ン 

平成21年７月
１日から平成
27年６月28日
に権利行使可
能 な ス ト ッ
ク・オプショ
ン 

  付与日(平成
17 年 ７ 月 28
日)以降権利
確定日(平成
19 年 ６ 月 30
日)まで継続
して勤務して
いること。な
お、新株予約
権の割当てを
受けた者は、
権利行使時に
おいても当社
の取締役また
は執行役員の
地位にあるこ
とを要す。た
だし、任期満
了 に よ る 退
任、定年退職
その他正当な
理由のある場
合にはこの限
りでない。 

付与日(平成
17 年 ７ 月 28
日)以降権利
確定日(平成
20 年 ６ 月 30
日)まで継続
して勤務して
いること。な
お、新株予約
権の割当てを
受けた者は、
権利行使時に
おいても当社
の取締役また
は執行役員の
地位にあるこ
とを要す。た
だし、任期満
了 に よ る 退
任、定年退職
その他正当な
理由のある場
合にはこの限
りでない。 

付与日(平成
17 年 ７ 月 28
日)以降権利
確定日(平成
21 年 ６ 月 30
日)まで継続
して勤務して
いること。な
お、新株予約
権の割当てを
受けた者は、
権利行使時に
おいても当社
の取締役また
は執行役員の
地位にあるこ
とを要す。た
だし、任期満
了 に よ る 退
任、定年退職
その他正当な
理由のある場
合にはこの限
りでない。 



  

(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

前へ   次へ 

  
第９回 

新株予約権 第10回新株予約権
第11回

新株予約権 
第12回 

新株予約権 
第13回 

新株予約権 
  ③平成20年３

月期決算にお
ける当社の連
結売上高営業
利益率の目標
８％を基準と
し、新株予約
権の割当てを
受けた者は、
この目標値に
対する実績値
の 達 成 率 が
90％以上であ
った場合に限
り、その連結
売上高営業利
益率を8.8で
除し、割り当
てられた新株
予約権の数に
乗じた数(小
数第１位以下
は切り捨て)
につき権利行
使することが
できる。ただ
し、本計算式
に用いる達成
率 は 110％ を
上限とする。 

      

対象勤務期間 平成17年７月
28日～平成20
年３月31日 

平成17年７月
28日～平成19
年６月30日 

平成17年７月
28日～平成20
年６月30日 

平成17年７月
28日～平成21
年６月30日 

対象勤務期間
の定めはあり
ません。 

平成17年11月
７日～平成19
年６月30日 

対象勤務期間
の定めはあり
ません。 

権利行使期間 平成20年７月
１日～平成23
年６月30日 

平成19年７月
１日～平成27
年６月28日。
ただし、平成
19年７月１日
から平成20年
６月30日にお
いては割り当
てられた新株
予約権の数の
３分の１を超
えない範囲で
１個の整数倍
につき、平成
20年７月１日
から平成21年
６月30日にお
いては、１年
目に行使した
数とあわせて
３分の２を超
えない範囲で
１個の整数倍
につき、平成
21年７月１日
から平成27年
６月28日にお
いては割り当
てられた新株
予約権の全数
につき行使す
ることができ
る。 

同左 同左 平成17年11月
１日～平成20
年10月31日 

平成19年７月
１日～平成22
年６月30日 

平成18年４月
１日～平成21
年３月31日 



平成18年度ストック・オプション 
  

(注) 株式数に換算して記載しております。 
  

  
第14回・第15回 
新株予約権 第16回・第17回新株予約権

付与対象者の区分 
及び人数 

当社の取締役  ３名 
当社の執行役員 ３名 

当社の取締役 ７名
当社の執行役員 16名 

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数
(注) 

普通株式 
     21,000株 

普通株式 141,000株

付与日 平成18年８月23日 同左

権利確定条件 ①付与日(平成18年８月
23日)以降、権利確定
日(平成20年３月31日)
まで継続して勤務して
いること。なお、新株
予約権の割当てを受け
た者は、権利行使時に
おいても当社の取締役
または執行役員の地位
にあることを要す。た
だし、任期満了による
退任、定年退職その他
正当な理由のある場合
にはこの限りでない。 

②平成18年８月23日から
平成20年３月31日まで
の間に任期満了による
退任、死亡等により当
社の取締役・執行役員
のいずれの地位も失っ
た場合には、割り当て
られた新株予約権の数
を20で除し、当社の取
締役及び執行役員のい
ずれの地位も失った日
から平成20年３月31日
までの残存月数(一月
に満たない場合は切り
捨て)を乗じた数(小数
第１位以下は切り捨
て)の新株予約権の権
利行使はできないもの
とする。 

③平成20年３月期決算に
おける当社の連結売上
高営業利益率の目標
８％を基準とし、新株
予約権の割当てを受け
た者は、この目標値に
対する実績値の達成率
が90％以上であった場
合に限り、その連結売
上高営業利益率を8.8
で除し、割り当てられ
た新株予約権の数に乗
じた数(小数第１位以
下は切り捨て)につき
権利行使することがで
きる。ただし、本計算
式に用いる達成率は
110％を上限とする。 

権利行使期間開始日ごとに別個のストック・オプションとして取り扱いをしてお
ります。 

  平成20年８月１日から平
成28年７月30日に権利行
使可能なストック・オプ
ション 

平成21年８月１日から平
成28年７月30日に権利行
使可能なストック・オプ
ション 

平成22年８月１日から平
成28年７月30日に権利行
使可能なストック・オプ
ション 

  付与日(平成18年８月23
日)以降権利確定日(平成
20年７月31日)まで継続
して勤務していること。
なお、新株予約権の割当
てを受けた者は、権利行
使時においても当社の取
締役または執行役員の地
位にあることを要す。た
だし、任期満了による退
任、定年退職その他正当
な理由のある場合にはこ
の限りでない。 

付与日(平成18年８月23
日)以降権利確定日(平成
21年７月31日)まで継続
して勤務していること。
なお、新株予約権の割当
てを受けた者は、権利行
使時においても当社の取
締役または執行役員の地
位にあることを要す。た
だし、任期満了による退
任、定年退職その他正当
な理由のある場合にはこ
の限りでない。 

付与日(平成18年８月23
日)以降権利確定日(平成
22年７月31日)まで継続
して勤務していること。
なお、新株予約権の割当
てを受けた者は、権利行
使時においても当社の取
締役または執行役員の地
位にあることを要す。た
だし、任期満了による退
任、定年退職その他正当
な理由のある場合にはこ
の限りでない。 

対象勤務期間 平成18年８月23日～平成
20年３月31日 

平成18年８月23日～平成
20年７月31日 

平成18年８月23日～平成
21年７月31日 

平成18年８月23日～平成
22年７月31日 

権利行使期間 平成20年７月１日～平成
23年６月30日 

平成20年８月１日～平成
28年７月30日。ただし、
平成20年８月１日から平
成21年７月31日において
は割り当てられた新株予
約権の数の３分の1を超
えない範囲で１個の整数
倍につき、平成21年８月
１日から平成22年７月31
日においては、１年目に
行使した数とあわせて３
分の２を超えない範囲で
１個の整数倍につき、平
成22年８月１日から平成
28年７月30日においては
割り当てられた新株予約
権の数の全数につき権利
行使することができる。 

同左 同左 



(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度(平成19年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。 

平成14年度ストック・オプション 

 ① ストック・オプションの数 
  

  

 ② 単価情報 
  

  

平成15年度ストック・オプション 

 ① ストック・オプションの数 
  

  

 ② 単価情報 
  

  

  第１回新株予約権

権利確定前(株) 

 前連結会計年度末 198,000

 付与 ―

 失効 ―

 権利確定 198,000

 未確定残 ―

権利確定後(株) 

 前連結会計年度末 326,000

 権利確定 198,000

 権利行使 218,000

 失効 ―

 未行使残 306,000

  第１回新株予約権

権利行使価格(円) 1,669

行使時平均株価(円) 2,466

付与日における公正な 
評価単価(円) 

―

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

権利確定前(株)   

 前連結会計年度末 587,000 ― ― 

 付与 ― ― ― 

 失効 ― ― ― 

 権利確定 291,000 ― ― 

 未確定残 296,000 ― ― 

権利確定後(株)   

 前連結会計年度末 70,000 6,000 9,000 

 権利確定 291,000 ― ― 

 権利行使 273,000 6,000 9,000 

 失効 ― ― ― 

 未行使残 88,000 ― ― 

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

権利行使価格(円) 1,287 1,229 1,361 

行使時平均株価(円) 2,404 2,211 2,367 

付与日における公正な 
評価単価(円) 

― ― ― 



平成16年度ストック・オプション 

 ① ストック・オプションの数 
  

  

 ② 単価情報 
  

  

平成17年度ストック・オプション 

 ① ストック・オプションの数 
  

  

 ② 単価情報 
  

  
前へ   次へ 

  第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権 

権利確定前(株)   

 前連結会計年度末 1,004,000 ― ― 

 付与 ― ― ― 

 失効 ― ― ― 

 権利確定 318,000 ― ― 

 未確定残 686,000 ― ― 

権利確定後(株)   

 前連結会計年度末 ― 1,000 48,000 

 権利確定 318,000 ― ― 

 権利行使 112,000 ― 14,000 

 失効 ― ― ― 

 未行使残 206,000 1,000 34,000 

  第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権 

権利行使価格(円) 1,427 1,419 1,445 

行使時平均株価(円) 2,443 ― 2,260 

付与日における公正な 
評価単価(円) 

― ― ― 

  
第９回 

新株予約権 
第10回

新株予約権 
第11回

新株予約権 
第12回

新株予約権 
第13回 

新株予約権 

権利確定前(株)       

 前連結会計年度末 408,000 261,000 ― 1,851,000 ― 

 付与 ― ― ― ― ― 

 失効 ― ― ― ― ― 

 権利確定 ― ― ― ― ― 

 未確定残 408,000 261,000 ― 1,851,000 ― 

権利確定後(株)       

 前連結会計年度末 ― ― 11,000 ― 63,000 

 権利確定 ― ― ― ― ― 

 権利行使 ― ― 5,000 ― 22,000 

 失効 ― ― ― ― ― 

 未行使残 ― ― 6,000 ― 41,000 

  
第９回 

新株予約権 
第10回

新株予約権 
第11回

新株予約権 
第12回

新株予約権 
第13回 

新株予約権 

権利行使価格(円) 1 1,481 1,865 1,896 2,012 

行使時平均株価(円) ― ― 2,305 ― 2,440 

付与日における公正な 
評価単価(円) 

― ― ― ― ― 



平成18年度ストック・オプション 

 ① ストック・オプションの数 
  

  

 ② 単価情報 
  

(注) 権利行使期間開始日ごとに個別のストック・オプションとして公正な評価単価を算定しております。 

前へ   次へ 

  第14回新株予約権 第15回新株予約権 第16回新株予約権 第17回新株予約権 

権利確定前(株)     

 前連結会計年度末 ― ― ― ― 

 付与 9,000 12,000 67,000 74,000 

 失効 ― ― ― ― 

 権利確定 ― ― ― ― 

 未確定残 9,000 12,000 67,000 74,000 

権利確定後(株)     

 前連結会計年度末 ― ― ― ― 

 権利確定 ― ― ― ― 

 権利行使 ― ― ― ― 

 失効 ― ― ― ― 

 未行使残 ― ― ― ― 

  
第14回 

新株予約権 
第15回

新株予約権 
第16回

新株予約権 
第17回 

新株予約権 

権利行使価格(円) 1 1 2,300 2,300 

行使時平均株価(円) ― ― ― ― 

付与日における公正な 
評価単価(円) 

2,204 2,204
504、533、555

(注) 
504、533、555 

(注) 



３ ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

平成18年度ストック・オプション 

第14回及び第15回新株予約権 

① 使用した評価技法    Hull-White型の修正二項モデル 

② 主な基礎数値及び見積方法 
  

(注) １ 平成13年10月から平成18年８月までの４年11ヵ月の株価実績に基づき算定しております。 

２ 平成18年８月から平成23年６月までの期間であります。 

３ 平成18年３月期の配当実績によっております。 

４ 「満期までの期間」に対応する国債利回りであります。 

  

第16回及び第17回新株予約権 

下記のストック・オプションに区分して公正な評価単価を算定しております。 

(a) 平成20年８月１日から平成28年７月30日に権利行使可能なストック・オプション 

(b) 平成21年８月１日から平成28年７月30日に権利行使可能なストック・オプション 

(c) 平成22年８月１日から平成28年７月30日に権利行使可能なストック・オプション 

  

① 使用した評価技法    配当修正額型ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 
  

(注) １ 下記の期間の株価実績に基づき算定しております。 

(a) ６年(平成12年９月から平成18年８月まで) 

(b) ６年６ヵ月(平成12年３月から平成18年８月まで) 

(c) ７年 (平成11年９月から平成18年８月まで) 

２ 過去に権利行使実績が無く、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の中間点において権利行使される

ものと推定して見積もっております。 

３ 平成18年３月期の配当実績によっております。 

４ 予想残存期間に対応する国債利回りであります。 

  

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

平成18年度ストック・オプション 

第14回及び第15回新株予約権 

任期満了による退任や定年退職の場合は権利行使が可能であること、自己都合により退任・退職した場合でも、

当社の取締役会が新株予約権を喪失させることが相当と判断した場合に限り権利を喪失することから、退職・退任

による失効は合理的に見積もれないものと判断しております。業績条件については、平成20年３月期における連結

売上高営業利益率は、権利確定のため最低限必要な7.2％は達成することを前提としております。ただし、当該営業

利益率がどの程度の水準になるかは合理的に予測出来ないため、当初付与数21個を権利確定数とみなしておりま

す。 

  

株価変動性(注)１ 23.0％ 

満期までの期間(注)２ ４年11ヵ月

予想配当(注)３ 30円／株 

無リスク利子率(注)４ 1.30％ 

株価変動性(注)１ (a)25.6％、(b)26.0％、(c)26.1％

予想残存期間(注)２ (a)６年、(b)６年６ヵ月、(c)７年

予想配当(注)３ 30円／株 

無リスク利子率(注)４ (a)1.46％、(b)1.53％、(c)1.59％



第16回及び第17回新株予約権 

任期満了による退任や定年退職の場合は権利行使が可能であること、自己都合により退任・退職した場合でも、

当社の取締役会が新株予約権を喪失させることが相当と判断した場合に限り権利を喪失することから、退職・退任

による失効は合理的に見積もれないものと判断しております。その結果、当初付与数141個を権利確定数とみなして

おります。 

  

前へ   次へ 



(税効果会計関係) 
  

  
  
  
前へ     

前連結会計年度(平成18年３月31日) 当連結会計年度(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

 繰越欠損金 13,989百万円

 減価償却費 10,958 〃 

 金融資産評価損 8,084 〃 

 たな卸資産、貯蔵品 6,757 〃 

 たな卸資産、固定資産等の 
 未実現利益 

6,070 〃 

 賞与引当金限度超過額 4,835 〃 

 退職給付引当金 3,203 〃 

 未払費用 2,888 〃 

 未払事業税等 834 〃 

 役員退職慰労引当金 115 〃 

 その他 7,444 〃 

繰延税金資産小計 65,181 〃 

評価性引当額 △7,910 〃 

繰延税金資産合計 57,271 〃 

    

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △12,686 〃 

 買換資産圧縮積立金他 △1,143 〃 

 減価償却費 △772 〃 

 営業権及びその他の 
 無形固定資産 

△495 〃 

 その他 △833 〃 

繰延税金負債合計 △15,931 〃 

繰延税金資産の純額 41,340 〃 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産   

減価償却費 10,730百万円 

繰越欠損金 9,844 〃 

金融資産評価損 8,980 〃 

たな卸資産、固定資産等の
 未実現利益 

8,943 〃 

たな卸資産評価減・償却費 6,465 〃 

未払費用 4,980 〃 

賞与引当金 4,613 〃 

退職給付引当金 1,129 〃 

未払事業税等 811 〃 

役員退職慰労引当金 32 〃 

その他 7,713 〃 

繰延税金資産小計 64,245 〃 

評価性引当額 △10,931 〃 

繰延税金資産合計 53,314 〃 

  

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △9,525 〃 

のれん及びその他の
 無形固定資産 

△1,636 〃 

買換資産圧縮積立金他 △1,101 〃 

減価償却費 △518 〃 

その他 △496 〃 

繰延税金負債合計 △13,278 〃 

繰延税金資産の純額 40,035 〃 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

同左 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
  

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は11,239百万円であり、その主なものは当社の監

査部、企業文化部、経営企画部、Ｒ＆Ｄ企画部等の管理部門に係る費用及び長期的な基礎研究費用等であります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は173,328百万円であり、その主なものは繰延税金資産、当社

の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券)、管理部門に係る資産と建設仮勘定であります。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用が含まれております。 
  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

  

  
化粧品事業 
(百万円) 

トイレタリー
事業 

(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

  売上高     

  (1) 外部顧客に 
    対する売上高 

533,068 61,166 76,722 670,957 ― 670,957

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高 

4,796 2,425 45,881 53,102 (53,102) ―

計 537,864 63,591 122,604 724,060 (53,102) 670,957

  営業費用 494,142 63,262 116,535 673,941 (41,863) 632,078

  営業利益 43,721 328 6,068 50,119 (11,239) 38,879

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出 

    

  資産 364,673 37,150 102,163 503,987 167,854 671,841

  減価償却費 16,448 3,516 6,963 26,928 43 26,972

  減損損失 4,467 248 7,740 12,456 (52) 12,403

  資本的支出 17,471 5,072 6,053 28,597 29 28,626

(化粧品事業) 製品名： 女性化粧品、男性化粧品、美容石けん、化粧用具 

(トイレタリー事業) 製品名： 石けん、ヘアケア製品、コスメ製品、生理用品、オーラルケア製

品、剃刃 

(その他の事業) 製品名： 理・美容製品、美容食品、医薬品、ファッショングッズ、ファイ

ンケミカル 

  
国内化粧品事
業(百万円) 

海外化粧品事
業(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

  売上高     

  (1) 外部顧客に 
    対する売上高 

447,557 224,319 22,717 694,594 ― 694,594

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高 

6,231 1,347 23,112 30,691 (30,691) ―

計 453,788 225,667 45,829 725,285 (30,691) 694,594

  営業費用 416,918 215,222 43,584 675,725 (31,136) 644,589

  営業利益 36,870 10,444 2,245 49,559 445 50,005

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出 

    

  資産 243,310 229,568 77,965 550,844 188,988 739,832

  減価償却費 14,361 7,617 6,518 28,497 (23) 28,474

  減損損失 2,114 1,255 1,228 4,597 ― 4,597

  資本的支出 12,149 8,739 5,462 26,352 14 26,366



(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 

２ 従来、事業区分は「化粧品事業」、「トイレタリー事業」、「その他の事業」の３事業区分に分類しておりましたが、当
連結会計年度より、「国内化粧品事業」、「海外化粧品事業」、「その他の事業」の３事業区分に変更しております。 

  ・従来の「トイレタリー事業」及び「その他の事業」に含めていたトイレタリー製品、理・美容製品、美容食品、一般用
医薬品を新たに「化粧品事業」に含めております。 

  ・前述のとおり、「化粧品事業」に含める製品を拡大したうえで、国内主体の「国内化粧品事業」と海外主体の「海外化
粧品事業」の二つに区分しております。 

  ・「その他の事業」には、「国内化粧品事業」、「海外化粧品事業」に含まない医療用医薬品、衣料品、服飾雑貨等を含
めております。 

  この変更は、化粧品事業と周辺事業の融合、海外化粧品事業の業績明確化、内部組織体制の変更に対応し、事業区分の方
法を見直したものであります。 

３ 従来、管理部門に係る一部の費用及び長期的な基礎研究費用等を、配賦不能営業費用として営業費用のうち消去又は全社
の項目に含めておりましたが、当連結会計年度より営業費用の配賦方法を見直し、各セグメントへ配賦しております。ま
た、セグメント間取引の識別方法を一部見直しております。この変更は、事業区分の方法の変更にあわせ、管理部門費を
全額事業に配賦すること等により、各事業別の業績実態をより的確に把握し、情報開示を行うことを目的としたものであ
ります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は193,040百万円であり、その主なものは、繰延税金資産、当
社の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券)、管理部門に係る資産と建設仮勘定であります。 

５ 減価償却費、減損損失及び資本的支出には、長期前払費用が含まれております。 
６ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の営業費用は、国内化粧品事業において87百万円増加、海外化粧品事業にお
いて31百万円増加、その他の事業において３百万円増加、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

７ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」等を適用しておりま
す。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の営業費用は、国内化粧品事業において36百万円増加、海
外化粧品事業において14百万円増加、その他の事業において２百万円増加、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

８ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する
実務上の取扱い」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の営業費用は、その他
の事業において1,375百万円減少、営業利益が同額増加しております。 

９ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する
実務上の取扱い」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の資産は、その他の事
業において36,797百万円増加、全社において10,363百万円減少しております。 

10 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する
実務上の取扱い」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の減価償却費は、その
他の事業において1,233百万円増加しております。 

(国内化粧品事業) 主要な事業の内容： 化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・

販売) 

プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売) 

ヘルスケア事業(食品、一般用医薬品の製造・販売) 

(海外化粧品事業) 主要な事業の内容： 化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・

販売) 

プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売) 

(その他の事業) 主要な事業の内容： フロンティアサイエンス事業(医療用医薬品等の製造・販売) 

その他(衣料品、服飾雑貨等の販売、飲食業、不動産の管

理・販売等) 



11 変更後の事業区分の方法及び営業費用の配賦方法等による前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は、次のとおり
であります。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
  

  
国内 

化粧品事業 
(百万円) 

海外
化粧品事業
(百万円) 

その他の
事業 

(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

  売上高     

  (1) 外部顧客に 
    対する売上高 

453,360 196,331 21,265 670,957 ― 670,957

  (2) セグメント間の内部
    売上高又は振替高 

5,131 378 19,292 24,802 (24,802) ―

計 458,491 196,710 40,558 695,760 (24,802) 670,957

  営業費用 424,231 193,874 39,576 657,683 (25,605) 632,078

  営業利益 34,260 2,835 981 38,076 802 38,879

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出 

    

  資産 237,935 211,156 53,311 502,403 169,438 671,841

  減価償却費 15,039 6,595 5,359 26,995 (22) 26,972

  減損損失 4,840 6,359 1,256 12,456 (52) 12,403

  資本的支出 14,991 8,577 5,028 28,597 29 28,626



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アメリカ     ：米国、カナダ、ブラジル 

 (2) 欧州       ：フランス、イタリア、ドイツ等 

 (3) アジア・オセアニア：中国、台湾、オーストラリア等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は11,239百万円であり、その主なものは当社の監

査部、企業文化部、経営企画部、Ｒ＆Ｄ企画部等の管理部門に係る費用及び長期的な基礎研究費用等であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は173,328百万円であり、その主なものは繰延税金資産、当社

の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券)、管理部門に係る資産と建設仮勘定であります。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アメリカ     ：米国、カナダ、ブラジル 

 (2) 欧州       ：フランス、イタリア、ドイツ等 

 (3) アジア・オセアニア：中国、台湾、オーストラリア等 

３ 従来、管理部門に係る一部の費用及び長期的な基礎研究費用等を、配賦不能営業費用として営業費用のうち消去又は全社

の項目に含めておりましたが、当連結会計年度より営業費用の配賦方法を見直し、各セグメントへ配賦しております。ま

た、セグメント間取引の識別方法を一部見直しております。この変更は、管理部門費を全額所在地に配賦すること等によ

り、各所在地別の業績実態をより的確に把握し、情報開示を行うことを目的としたものであります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は193,040百万円であり、その主なものは、繰延税金資産、当

社の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券)、管理部門に係る資産と建設仮勘定であります。 

５ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の営業費用は、日本において122百万円増加、営業利益が同額減少しており

ます。 

６ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」等を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の営業費用は、日本において52百万円増加、営業利益が同

額減少しております。 

  
日本 

(百万円) 
アメリカ
(百万円) 

欧州
(百万円) 

アジア・
オセアニア
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

  (1) 外部顧客に 
    対する売上高 

475,653 46,016 85,572 63,714 670,957 ― 670,957

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高 

20,040 8,488 3,870 83 32,483 (32,483) ―

計 495,694 54,504 89,443 63,798 703,440 (32,483) 670,957

  営業費用 461,459 52,937 83,724 55,200 653,321 (21,243) 632,078

  営業利益 34,235 1,567 5,718 8,598 50,119 (11,239) 38,879

Ⅱ 資産 309,245 59,547 84,696 65,382 518,871 152,969 671,841

  
日本 

(百万円) 
アメリカ
(百万円) 

欧州
(百万円) 

アジア・
オセアニア
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

  (1) 外部顧客に 
    対する売上高 

471,204 51,730 88,364 83,295 694,594 ― 694,594

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高 

22,115 8,138 4,335 111 34,701 (34,701) ―

計 493,320 59,869 92,699 83,406 729,296 (34,701) 694,594

  営業費用 465,985 57,060 86,388 72,194 681,628 (37,039) 644,589

  営業利益 27,335 2,808 6,310 11,212 47,667 2,337 50,005

Ⅱ 資産 337,144 59,427 95,801 74,131 566,505 173,327 739,832



７ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する

実務上の取扱い」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の営業費用は、日本に

おいて1,375百万円減少、営業利益が同額増加しております。 

８ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する

実務上の取扱い」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の資産は、日本におい

て36,797百万円増加、全社において10,363百万円減少しております。 

９ 変更後の営業費用の配賦方法等による前連結会計年度の所在地別セグメント情報は、次のとおりであります。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
  

  

  
日本 

(百万円) 
アメリカ
(百万円) 

欧州
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円) 

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

  売上高     

  (1) 外部顧客に 
    対する売上高 

475,653 46,016 85,572 63,714 670,957 ― 670,957

  (2) セグメント間の内部
    売上高又は振替高 

21,072 8,475 3,870 83 33,501 (33,501) ―

計 496,726 54,491 89,443 63,798 704,458 (33,501) 670,957

  営業費用 472,698 53,561 84,065 56,131 666,456 (34,378) 632,078

  営業利益 24,027 930 5,377 7,667 38,001 877 38,879

Ⅱ 資産 309,245 59,547 84,696 65,382 518,871 152,969 671,841



【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
  

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) アメリカ     ：米国、カナダ、ブラジル等 

 (2) 欧州       ：フランス、イタリア、ドイツ等 

 (3) アジア・オセアニア：中国、台湾、オーストラリア等 

３ 海外売上高は、当社及び日本に所在する連結子会社の輸出高並びに日本以外の国に所在する連結子会社の日本以外に対す

る売上高の合計額であります。ただし、連結会社間の内部売上高は除いております。 

  

  アメリカ 欧州
アジア・
オセアニア 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 47,527 80,394 69,319 197,241

Ⅱ 連結売上高(百万円)   670,957

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

7.1 12.0 10.3 29.4

  アメリカ 欧州
アジア・
オセアニア 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 53,969 79,325 91,503 224,798

Ⅱ 連結売上高(百万円)   694,594

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

7.8 11.4 13.2 32.4



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 
  

(注) １ (財)資生堂社会福祉事業財団は、児童福祉に特化した社会支援を行っている財団であり、当社普通株式1,000千株

(0.23％)を保有しております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  (財)資生堂社会福祉事業財団への寄付金拠出額は、取締役会の決定に基づき決定しております。 

３ 当社従業員を会員とする社会貢献組織「SHISEIDO 社会貢献クラブ－花椿基金－」も、(財)資生堂社会福祉事業財団へ同

額の寄付を行っております。 

  

属性 氏名 住所 
資本金又は
出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の
所有(被所
有)割合
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の
兼任等 

事業上の
関係 

役員 前田新造 ― ― 

当 社 代 表
取 締 役 執
行 役 員 社
長 
(財 )資生
堂 社 会 福
祉 事 業 財
団理事長 

 被所有
 間接 
 0.23 

― ―
寄付

 (注) 
 1、2、3 

1 ― ― 



(１株当たり情報) 
  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 906.11円 １株当たり純資産額 940.79円

１株当たり当期純利益 34.42円 １株当たり当期純利益 60.89円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 34.37円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 60.71円

  

(追加情報)
「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第４号)が平成18年１月31日付け
で改正されたことに伴い、当連結会計年度から繰延ヘッ
ジ損益(税効果調整後)の金額を普通株式に係る当連結会
計年度末の純資産額に含めております。 
なお、前連結会計年度末において採用していた方法によ
り算定した当連結会計年度末の１株当たり純資産額は
941.35円であります。 

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) ― 403,796

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円) 

― 15,410

（うち新株予約権(百万円)) (―) (52)

（うち少数株主持分(百万円)) (―) (15,358)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) ― 388,386

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数(千株) 
― 412,832

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益  

当期純利益(百万円) 14,435 25,293

普通株主に帰属しない金額(百万円) 225 173

(うち利益処分による役員賞与金(百万
円)) 

(167) (―)

(うち中国子会社の利益処分による 
積立金繰入額等(百万円)) 

(57) (173)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 14,210 25,120

普通株式の期中平均株式数(千株) 412,855 412,572

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

当期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) 639 1,223

(うち新株予約権方式による 
ストックオプション(千株)) 

(639) (1,223)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権方式によるス

トックオプション 

(新株予約権408個) 

普通株式408千株 

詳細は、「第４ 提出会社

の状況の１ 株式等の状況 

(2)新株予約権等の状況」

に記載のとおりでありま

す。 

新株予約権方式によるス

トックオプション 

(新株予約権429個) 

普通株式429千株 

詳細は、「第４ 提出会社

の状況の１ 株式等の状況 

(2)新株予約権等の状況」

に記載のとおりでありま

す。 



(重要な後発事象) 
  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

―――――――― 
(物流業務のアウトソーシングと物流子会社及び固定資

産の譲渡について) 

  

１ その旨及び理由 

当社グループは、2005年度より「成長性の拡大と収

益性の向上」を目指す３ヵ年計画を推進しておりま

す。そのうち収益性の向上を図る「抜本的な構造改

革」の１つとして物流改革を検討する中、今後の流通

環境の変化に的確に対応するためには、物流専門企業

にアウトソーシングすることで、組織小売業への対応

など、物流業務の更なる品質・サービスの向上と効率

化を同時に推進することが急務であるとの意思決定に

至りました。 

当社は、平成18年12月14日開催の取締役会におい

て、当社の連結子会社である資生堂物流サービス㈱が

実施している国内物流業務を、㈱日立物流にアウトソ

ーシングすることとし、同時に、㈱日立物流が提案す

るスキームに基づき、資生堂物流サービス㈱の発行済

株式の90％を㈱日立物流に、物流施設をプロロジス及

び日立キャピタル㈱に譲渡することを決議し、平成19

年４月２日に譲渡いたしました。 

なお、各契約の内容については、次のとおりであり

ます。 

  

２ 業務委託契約 

 (1) 契約会社名 

   ㈱資生堂(当社)、連結子会社８社及び持分法適用

関連会社１社 

  

 (2) 契約の相手会社の概要 

  

商号 ㈱日立物流 

代表者 鈴木 登夫 

本店所在地 東京都江東区東陽７丁目２番18号 

主な事業内容 システム物流(国内、国際) 

当社との関係 トイレタリー製品の物流業務委託 

  

 (注) 資生堂物流サービス㈱は、平成19年４月２日付

で日立物流コラボネクスト㈱に社名変更してお

ります。 

商号 資生堂物流サービス㈱(注) 

代表者 久保 茂樹 

本店所在地 
神奈川県川崎市川崎区東扇島23番

地９ 

主な事業内容 
化粧品等の荷造・梱包及びその運

送・保管 

当社との関係 同上 

  

 (3) 契約締結日 

   平成19年３月22日 

 (4) 契約内容 

   国内物流業務 

 (5) 契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

   当該契約の締結が平成20年３月期の連結業績に与

える影響は軽微であります。 

 (6) 契約期間 

   平成19年４月から平成24年３月までの５年間 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  

３ 株式譲渡契約 

 (1) 契約会社名 

   ㈱資生堂(当社) 

  

 (2) 譲渡する相手会社の概要 

商号 ㈱日立物流 

代表者 鈴木 登夫 

本店所在地 東京都江東区東陽７丁目２番18号 

主な事業内容 システム物流(国内、国際) 

当社との関係 トイレタリー製品の物流業務委託 

  

 (3) 契約締結日 

   平成18年12月14日 

 (4) 譲渡日 

   平成19年４月２日 

 (5) 当該子会社の概要 

 (注) 資生堂物流サービス㈱は、平成19年４月２日付

で日立物流コラボネクスト㈱に社名変更してお

ります。 

商号 資生堂物流サービス㈱(注) 

代表者 久保 茂樹 

本店所在地 
神奈川県川崎市川崎区東扇島23番

地９ 

主な事業内容 
化粧品等の荷造・梱包及びその運

送・保管 

当社との関係 同上 

  
 (6) 譲渡する株式の数、譲渡価額、譲渡損益及び売却

後の持分比率 

  

譲渡する株式の

数 
1,260株(発行済株式数の90％) 

譲渡価額 2,782百万円 

譲渡損益 

本件売却に伴い、平成20年３月期

において2,309百万円の特別利益を

計上する見込みであります。 

売却後の持分比

率 
10％ 

  

 (7) その他 

   日立物流コラボネクスト㈱へは非常勤取締役１名

を派遣しております。 

  

４ 固定資産の譲渡契約 

 (1) 契約会社名 

   ㈱資生堂(当社) 

  

 (2) 譲渡資産の概要 

譲渡資産の名称

及び資産の種類

物流・商品センター９ヵ所、土

地、建物及び機械設備 

帳簿価額 17,274百万円 

譲渡前の使途 物流・商品センター 

  

 (3) 譲渡する相手会社の概要 

  ① 土地及び建物 

商号 
プロロジス・コスモス特定目的会

社 

代表者 堤 一浩 、 リー・コック・サン 

本店所在地 
東京都港区東新橋１丁目５番２号 

汐留シティセンター 

主な事業内容 
物流施設の開発、所有及び運営管

理 

当社との関係 なし 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  
  

  ② 機械設備 

商号 日立キャピタル㈱ 

代表者 髙野 和夫 

本店所在地 東京都港区西新橋２丁目15番12号 

主な事業内容 
ファイナンス事業、金融サービス

附帯事業 

当社との関係 なし 

  

 (4) 譲渡契約日 

   平成19年２月28日 

 (5) 譲渡日 

   平成19年４月２日 

 (6) 譲渡価額 

   18,269百万円 

 (7) 譲渡損益 

   譲渡損益が平成20年３月期の連結業績に与える影

響は軽微であります。 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

(注) １ 「当期末残高」欄の(  )内の金額は、１年以内の償還予定額で内数であります。 

２ 外国において発行したものであるため「前期末残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を[  ]内に記載しておりま

す。 

３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。 

  

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。 

  

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

利率
(％) 

担保 償還期限 

㈱資生堂 
(当社)(注)1 

第３回無担保普通社債
平成16年 
５月26日 

50,000
50,000
(50,000)

0.40 なし 
平成19年 
５月25日 

㈱資生堂 
(当社) 

第４回無担保普通社債
平成19年 
３月13日 

― 20,000 1.12 なし 
平成22年 
３月12日 

資生堂 
インターナシ
ョナルコーポ
レーション 
(注)1、2 

ミディアム・ターム・
ノート 

平成16年 
～ 

平成17年 

17,946
[152,000 
千米ドル]

13,698
(6,551)
[115,000
千米ドル]

2.90～
4.05 

なし 
平成19年 

～ 
平成20年 

資生堂 
インターナシ
ョナルヨーロ
ッパ 
(注)1、2 

ミディアム・ターム・
ノート 

平成14年 
3,946

[28,210 
千ユーロ]

1,316
(1,316)
[8,410 

千ユーロ]

0.70 なし 平成19年 

合計 ― ― 71,892
85,015
(57,868)

― ― ― 

１年以内 
(百万円) 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

57,868 7,147 20,000 ― ― 

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 3,323 4,456 5.31 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 2,325 3,819 1.07 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

4,737 34,546 1.55 平成20年～平成28年

合計 10,385 42,823 ― ― 

  
１年超２年以内 

(百万円) 
２年超３年以内

(百万円) 
３年超４年以内

(百万円) 
４年超５年以内 

(百万円) 

長期借入金 29,421 1,450 684 2,648 



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産      

 １ 現金及び預金   12,247 32,202  

 ２ 受取手形 ※６   154 219  

 ３ 売掛金 ※１   97,950 101,313  

 ４ 有価証券   24,923 54,217  

 ５ 商品   1,827 2,759  

 ６ 製品   1,860 1,568  

 ７ 原材料   4,266 4,768  

 ８ 仕掛品   2,239 2,216  

 ９ 貯蔵品   225 294  

 10 前渡金   3 3  

 11 前払費用   869 606  

 12 繰延税金資産   9,704 10,461  

 13 関係会社短期貸付金   6,088 6,754  

 14 未収入金 ※１   8,358 6,618  

 15 その他の流動資産   4,256 1,223  

   貸倒引当金   △209 △36  

   流動資産合計   174,765 32.6 225,193 40.3

Ⅱ 固定資産      

 １ 有形固定資産      

  (1) 建物 95,010 89,890    

    減価償却累計額 62,929 32,080 59,612 30,278  

  (2) 構築物 8,057 6,970    

    減価償却累計額 6,635 1,421 5,711 1,259  

  (3) 機械及び装置 66,263 62,387    

    減価償却累計額 56,286 9,977 53,389 8,998  

  (4) 車両運搬具 1,471 1,516    

    減価償却累計額 1,346 124 1,330 185  

  (5) 工具器具備品 25,025 24,630    

    減価償却累計額 19,207 5,818 19,205 5,425  

  (6) 土地   37,283 34,039  

  (7) 建設仮勘定   733 825  

   有形固定資産合計   87,440 (16.3) 81,012 (14.5)



  

  

  
前事業年度

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

 ２ 無形固定資産      

  (1) 借地権   90 90  

  (2) 商標権   63 46  

  (3) ソフトウエア   7,111 6,858  

  (4) 電話加入権   132 133  

   無形固定資産合計   7,398 (1.3) 7,129 (1.2)

 ３ 投資その他の資産      

  (1) 投資有価証券   86,439 59,427  

  (2) 関係会社株式   126,539 126,167  

  (3) その他の関係会社 
    有価証券 

  ― 11,600  

  (4) 出資金   978 924  

  (5) 関係会社出資金   7,852 7,852  

  (6) 従業員長期貸付金   1 1  

  (7) 関係会社長期貸付金   22,273 17,597  

  (8) 長期前払費用   113 5  

  (9) 前払年金費用   8,129 10,191  

  (10) 繰延税金資産   8,544 8,103  

  (11) その他の投資   7,614 7,353  

    貸倒引当金   △1,257 △3,153  

   投資その他の資産合計   267,229 (49.8) 246,071 (44.0)

   固定資産合計   362,068 67.4 334,213 59.7

   資産合計   536,833 100.0 559,407 100.0

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

  １ 支払手形   1,963 1,736  

  ２ 買掛金 ※１   34,137 31,794  

  ３ 一年以内に償還予定の 
    社債 

  ― 50,000  

  ４ 未払金 ※１   31,935 26,416  

  ５ 未払法人税等   3,941 3,882  

  ６ 未払費用   3,398 432  

  ７ 預り金   224 290  

  ８ 関係会社預り金   18,679 22,184  

  ９ 返品調整引当金   ― 7,430  

  10 賞与引当金   ― 3,312  

  11 役員賞与引当金   ― 113  

  12 その他の流動負債 ※１   372 1,407  

   流動負債合計   94,652 17.6 149,000 26.6



  

  

  
前事業年度

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

Ⅱ 固定負債      

 １ 社債   50,000 20,000  

 ２ 退職給付引当金   12,799 13,256  

 ３ 役員退職慰労引当金   276 64  

 ４ 債務保証損失引当金   350 486  

 ５ その他の固定負債   3,117 1,281  

   固定負債合計   66,543 12.4 35,089 6.3

   負債合計   161,195 30.0 184,089 32.9

(資本の部)      

Ⅰ 資本金 ※３   64,506 12.0 ― ―

Ⅱ 資本剰余金      

   資本準備金 70,258 ―    

   資本剰余金合計   70,258 13.1 ― ―

Ⅲ 利益剰余金      

 １ 利益準備金   16,230 ―  

 ２ 任意積立金      

   別途積立金   217,044 ―  

 ３ 当期未処分利益   6,751 ―  

   利益剰余金合計   240,025 44.7 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金   18,006 3.4 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※４   △17,158 △3.2 ― ―

   資本合計   375,638 70.0 ― ―

   負債及び資本合計   536,833 100.0 ― ―



  

  

  
前事業年度

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     ― ―   64,506 11.5 

２ 資本剰余金               

(1) 資本準備金   ―     70,258     

(2) その他資本剰余金   ―     35     

資本剰余金合計     ― ―   70,293 12.6 

３ 利益剰余金               

(1) 利益準備金   ―     16,230     

(2) その他利益剰余金               

別途積立金   ―     217,044     

繰越利益剰余金   ―     10,592     

利益剰余金合計     ― ―   243,866 43.6 

４ 自己株式     ― ―   △16,896 △3.0 

株主資本合計     ― ―   361,771 64.7 

Ⅱ 評価・換算差額等               

  その他有価証券評価 
  差額金 

  ―     13,494   

評価・換算差額等合計     ― ―   13,494 2.4 

Ⅲ 新株予約権     ― ―   52 0.0 

純資産合計     ― ―   375,317 67.1 

負債純資産合計     ― ―   559,407 100.0 



② 【損益計算書】 

  

  

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高      

 １ 製品売上高 ※１ 223,824 250,795    

 ２ 商品売上高 ※１ 28,839 252,663 100.0 31,296 282,091 100.0

Ⅱ 売上原価      

 １ 製品期首棚卸高 1,843 1,860    

 ２ 当期製品製造原価 107,935 105,873    

 ３ 製品振替高 ※２ 19,487 19,632    

 ４ 製品期末棚卸高 1,860 1,568    

   差引計 88,430 86,532    

 ５ 商品期首棚卸高 2,672 1,827    

 ６ 当期商品仕入高 ※１ 26,705 37,048    

 ７ 商品期末棚卸高 1,827 2,759    

   差引計 27,550 36,117    

   売上原価計   115,981 45.9 122,649 43.5

   売上総利益   136,681 54.1 159,442 56.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３   129,611 51.3 143,804 51.0

   営業利益   7,070 2.8 15,637 5.5

Ⅳ 営業外収益      

 １ 受取利息 501 559    

 ２ 有価証券利息 219 129    

 ３ 受取配当金 ※１ 4,578 6,786    

 ４ 有形固定資産賃貸料 ※１ 3,964 3,670    

 ５ 投資事業組合等運用益 1,826 1,619    

 ６ ロイヤリティー収入 ※１ 1,902 2,300    

 ７ 雑収入 1,857 14,849 5.9 1,391 16,456 5.8

Ⅴ 営業外費用      

 １ 支払利息 214 309    

 ２ 有形固定資産賃貸費用 1,800 1,602    

 ３ 固定資産処分損 831 664    

 ４ 雑損失 271 3,118 1.3 625 3,202 1.1

   経常利益   18,801 7.4 28,891 10.2



  

  

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益      

 １ 固定資産売却益 ※４ 2,483 ―    

 ２ 構造改革利益 ※５ ― 2,483 1.0 1,026 1,026 0.4

Ⅶ 特別損失      

 １ 減損損失 ※６ 4,132 2,547    

 ２ 金融資産評価損 ※７ 2,395 2,143    

 ３ 構造改革費用 ※８ 1,428 7,955 3.1 ― 4,690 1.7

   税引前当期純利益   13,329 5.3 25,228 8.9

   法人税、住民税 
   及び事業税 

4,770 5,660    

   法人税等調整額 373 5,143 2.1 2,819 8,479 3.0

   当期純利益   8,186 3.2 16,749 5.9

   前期繰越利益   4,757 ―  

   中間配当額   6,185 ―  

   自己株式処分差損   7 ―  

   当期未処分利益   6,751 ―  



製造原価明細書 

  

※１ 原材料費中に含まれている外注加工によるものは、前事業年度7,200百万円、当事業年度8,174百万円であります。 

※２ 前事業年度の( )内は、労務費及び経費の内書であります。 

※３ 当事業年度の経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

  

なお、当事業年度より、重要性が乏しくなったため、労務費に含まれる退職給付費用の記載、並びに経費に含ま

れる試験研究費の記載を省略しております。従来の方法によった場合の金額及び構成比は、以下のとおりでありま

す。 

退職給付費用   971百万円 (0.9％) 

試験研究費     ― 〃  ( ―〃) 

  

(原価計算の方法) 

標準原価に基づく単純総合原価計算を採用し、原価差額は期末に売上原価と製品及び仕掛品に配賦しておりま

す。 

  

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

Ⅰ 原材料費 ※１   70,468 65.1 71,068 67.5

Ⅱ 労務費 ※２   11,960 11.1 12,571 12.0

  (退職給付費用)   (1,084) (1.0) ― ―

Ⅲ 経費 
※２ 
※３ 

  25,739 23.8 21,607 20.5

  (減価償却費)   (5,030) (4.7) ― ―

  (外注加工費)   (8,970) (8.3) ― ―

  (試験研究費)   (433) (0.4) ― ―

  当期総製造費用   108,169 100.0 105,247 100.0

  期首仕掛品棚卸高   2,006 2,612  

計   110,175 107,860  

  期末仕掛品棚卸高   2,239 1,987  

  当期製品製造原価   107,935 105,873  

項目 前事業年度 当事業年度 

外注加工費 ―百万円 8,225百万円

減価償却費 ― 〃 4,789 〃 



③ 【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

(利益処分計算書) 

  

(注) 日付は、株主総会承認日であります。 

  

    
前事業年度

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)

Ⅰ 当期未処分利益   6,751 

Ⅱ 利益処分額     

 １ 配当金   
普通配当
１株につき 
15円 

6,186   

 ２ 取締役賞与金   121 6,307 

Ⅲ 次期繰越利益   443 



(株主資本等変動計算書) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 64,506 70,258 ― 70,258 

事業年度中の変動額         

 利益処分による剰余金の配当         

 利益処分による役員賞与         

 剰余金の配当         

 当期純利益         

 自己株式の取得         

 自己株式の処分     35 35 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)         

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― 35 35 

平成19年３月31日残高(百万円) 64,506 70,258 35 70,293 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 16,230 217,044 6,751 240,025 △17,158 357,631 

事業年度中の変動額             

 利益処分による剰余金の配当     △6,186 △6,186   △6,186 

 利益処分による役員賞与     △121 △121   △121 

 剰余金の配当     △6,600 △6,600   △6,600 

 当期純利益     16,749 16,749   16,749 

 自己株式の取得         △696 △696 

 自己株式の処分         959 995 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)             

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― 3,840 3,840 262 4,139 

平成19年３月31日残高(百万円) 16,230 217,044 10,592 243,866 △16,896 361,771 



  

  

  
評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 18,006 18,006 ― 375,638 

事業年度中の変動額         

 利益処分による剰余金の配当       △6,186 

 利益処分による役員賞与       △121 

 剰余金の配当       △6,600 

 当期純利益       16,749 

 自己株式の取得       △696 

 自己株式の処分       995 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △4,512 △4,512 52 △4,459 

事業年度中の変動額合計(百万円) △4,512 △4,512 52 △320 

平成19年３月31日残高(百万円) 13,494 13,494 52 375,317 



重要な会計方針 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 
  子会社株式及び関連会社株式 
    …移動平均法による原価法 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 
    …期末日の市場価格等に基づく時価法 
     (評価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均法により算定) 
  
   時価のないもの 
    …主として移動平均法による原価法。ただし投

資事業有限責任組合等への出資は組合等の財
産の持分相当額を有価証券として計上し、組
合等の営業により獲得した損益の持分相当額
を損益として計上しております。 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 
  子会社株式及び関連会社株式 
    …同左 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 
    …期末日の市場価格等に基づく時価法 
     (評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動平均法により算
定) 

   時価のないもの 
    …同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
  総平均法による原価法を採用しております。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
  建物(附属設備を除く)は定額法、建物以外の有形固

定資産は定率法を採用しております。 
  次に掲げる主な固定資産については、その固定資産

の耐久度、陳腐化の程度及び特殊性等を勘案した独
自の耐用年数を採用しており、税法と比較すると次
のとおりであります。 

３ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
  建物(附属設備を除く)は定額法、建物以外の有形固

定資産は定率法を採用しております。 
  また、主要な固定資産については、その資産の耐久

度、陳腐化の程度及び特殊性等を勘案した独自の耐
用年数を設定しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 上記以外の有形固定資産は、おおむね法定年数によっ
ております。 

  会社採用 
法人税法 
平均 

建物     

 鉄筋コンクリート造り 
       事務所店舗 

40年 45年 

      〃 
       工場用建物 

35年 38年 

 鉄骨造り建物 25年 26年 
 木造及び 
 木骨モルタル造り建物 

10年 20年 

 建物附属設備 
 (法定年数８年以上のもの) 

10年 14年 

構築物     
 ネオン塔 10年 20年 
 ネオン塔以外の法定年数 
 16年以上のもの 

25年 40年 

機械及び装置     
 化粧品製造設備 7年 9年 
 石けん製造設備 7年 9年 
車両運搬具     
 自動車及び法定年数 
 ４年以上のもの 

3年 5年 

工具器具備品     
 法定年数６年以上のもの 6年 9年 

建物 ３～40年
構築物 ５～30年
機械及び装置 ４～10年
車両運搬具 ３年
工具器具備品 ２～15年

 (2) 無形固定資産………法人税法に規定する定額法 
なお、自社利用のソフトウエ
アについては、社内における
利用可能期間(５年)に基づく
定額法 

 (2) 無形固定資産 
  定額法を採用しております。 
  なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)に基づいております。 

 (3) 長期前払費用………法人税法に規定する定額法   
――――― 



  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 繰延資産の処理方法 
  社債発行費については、支出時に全額一括して費用

処理しております。なお、社債発行費は損益計算書
上、営業外費用の雑損失に含めて表示しておりま
す。 

４ 繰延資産の処理方法
同左 

５ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。 

５ 引当金の計上基準
 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 返品調整引当金 
――――― 

(2) 返品調整引当金
   化粧品等の返品による損失に備えるため、過去の

返品率及び将来の返品可能性を勘案して見積もっ
た損失見込額を計上しております。 

 (3) 賞与引当金 
――――― 

(3) 賞与引当金
   従業員に対する賞与支払いに備えるため、将来の

支給見込額に基づき、当事業年度の負担見込額を
計上しております。なお、取締役を兼務しない執
行役員に対する賞与引当金を含んでおり、その計
上基準は役員賞与引当金と同様であります。 

 (4) 役員賞与引当金 
――――― 

(4) 役員賞与引当金
   取締役を兼務する執行役員に対する賞与支払いに

備えるため、将来の支給見込額に基づき、当事業
年度の負担見込額を計上しております。 

 (5) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
いて計上しております。 

   過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法に
より費用処理しております。 

   数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額
法により翌事業年度から費用処理することとして
おります。 

   なお、執行役員に対する退職慰労引当金を含んで
おり、その計上基準は役員退職慰労引当金と同様
であります。 

(5) 退職給付引当金
同左 

 (6) 役員退職慰労引当金 
   第104期における取締役会において、平成16年３

月期に係る定時株主総会の日をもって退職慰労金
制度を廃止することとし、第104期までの在任期
間中の職務遂行の対価部分相当を、支給すべき退
職慰労金の額として決定したことにより、当該金
額を引当計上しております。 

(6) 役員退職慰労引当金
同左 

 (7) 債務保証損失引当金 
   債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財

政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上してお
ります。 

(7) 債務保証損失引当金
同左 

  

６ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。 

６ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
同左 

７ リース取引の処理方法 
  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ
っております。 

７ リース取引の処理方法
同左 

８ その他財務諸表作成のための重要な事項 
  消費税等の会計処理 
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。 

８ その他財務諸表作成のための重要な事項 
  消費税等の会計処理 

同左 



(会計処理の変更) 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日)を適用しておりま

す。この変更により、従来の方法によった場合と比べ、

当事業年度の売上原価は125百万円減少し、売上総利益

は同額増加、販売費及び一般管理費は126百万円減少

し、営業利益及び経常利益は252百万円増加、税引前当

期純利益は3,879百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

  

(計上区分の変更) 

 当事業年度より、新たな連結経営管理の仕組みを導入

し、制度会計と管理会計の融合を図る土台となるグルー

プ標準勘定科目体系を構築するとともに、経営成績をよ

り適切に把握するため事業損益計算の枠組みを見直しま

した。 

 その結果、売上高に対応する原価の把握をより適切に

行うため、従来売上原価に含めて計上していた物流費や

研究開発費等についてその性格を見直した部分を、当事

業年度より販売費及び一般管理費として計上する方法に

変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比べ、当

事業年度の売上原価は12,982百万円減少し、売上総利

益、販売費及び一般管理費は同額増加しておりますが、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響

はありません。 

(役員賞与に関する会計基準) 

 当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」(企

業会計基準第４号 平成17年11月29日)を適用しており

ます。この変更により、従来の方法によった場合と比

べ、当事業年度の販売費及び一般管理費は113百万円増

加し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期

純利益が同額減少しております。 

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月

９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日)を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は375,265

百万円であります。 

 なお、当事業年度における財務諸表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 

  

(ストック・オプション等に関する会計基準等) 

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27日)及

び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第11号 終改正平成18年

５月31日)を適用しております。この変更により、従来

の方法によった場合と比べ、当事業年度の販売費及び一

般管理費が52百万円増加し、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が同額減少、当期純利益が45百万円減少

しております。 

  

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正) 

 当事業年度より、改正後の「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第１号 

終改正平成18年８月11日)及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第２号 終改正平成18年８月11日)を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、当事業年度における財務諸表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 



(表示方法の変更) 

  

  

(追加情報) 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(貸借対照表) 

前事業年度まで区分掲記しておりました「関係会社

預け金」(3,797百万円)は、金額が僅少となったた

め当事業年度より「その他の流動資産」に含めて表

示しております。 

――――― 

(損益計算書)   

１ 前事業年度まで区分掲記しておりました「有形固定

資産売却益」(187百万円)は、金額が僅少となった

ため当事業年度より「雑収入」に含めて表示してお

ります。 

  

２ 「固定資産処分損」は、営業外費用に占める割合が

大きくなったため、当事業年度より区分掲記してお

ります。なお、前事業年度は「雑損失」に619百万

円含まれております。 

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――――― (その他の関係会社有価証券) 

 従来、投資事業組合に対する出資は「投資有価証券」

に含めて表示しておりましたが、当社の連結の範囲に加

えることとした投資事業組合については、当事業年度よ

り表示科目を「その他の関係会社有価証券」に変更し、

区分掲記しております。 

  (返品調整引当金) 

 従来、化粧品等の返品に対する利益減少見込額は、過

去の返品実績等を勘案し、「未払金」に含めて表示して

おりました。過去データの蓄積や分析精度の向上等に伴

い、より精緻な見積りが可能となったことから、当事業

年度より市場の流通状況や商品の再販状況を考慮した方

法を採用することとし、また、その内容を明瞭に表示す

るため、表示科目を「返品調整引当金」に変更し、区分

掲記しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益が861百万円並びに

当期純利益が508百万円増加しております。 

  (賞与引当金) 

 従来、未払従業員賞与は「その他の流動負債」に含め

て表示しておりましたが、業績連動型賞与等の導入によ

り、その計上額が確定要件を満たさなくなったため、当

事業年度より表示科目を「賞与引当金」に変更し、区分

掲記しております。 



注記事項 
(貸借対照表関係) 

  

  

次へ 

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度
(平成19年３月31日) 

※１ 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

売掛金 96,864百万円

未収入金 7,876 〃 

買掛金・未払金 

・その他の流動負債 
5,888 〃 

※１ 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

売掛金 99,900百万円

未収入金 6,187 〃 

買掛金・未払金 

・その他の流動負債
5,337 〃 

 ２ 偶発債務 

   下記の関係会社等の銀行借入金等に対し債務保証

を行っております。 

  
   外貨建の債務保証額は決算日の為替相場によって

換算しております。 

保証先 債務保証額(百万円)

資生堂インターナショナル 
コーポレーション 

15,740

資生堂インターナショナル 
ヨーロッパ 

1,000

韓国資生堂 301

サハ・アジアパシフィック 257

資生堂コスメティックス 
(アメリカ) 

181

資生堂オーストラリア 118

従業員 38

資生堂ユナイテッドキングダム 12

計 17,650

 ２ 偶発債務 

   下記の関係会社等の銀行借入金等に対し債務保証

を行っております。 

  
   外貨建の債務保証額は決算日の為替相場によって

換算しております。 

保証先 債務保証額(百万円) 

資生堂インターナショナル
コーポレーション 

14,200

資生堂コスメティックス
(アメリカ) 

179

サハ・アジアパシフィック 175

資生堂オーストラリア 123

資生堂ドイチュラント 6

計 14,684

※３ 会社が発行する株式 

   定款の定めにより、株式の消却が行われた場合に

は、「会社が発行する株式の総数」について、こ

れに相当する株式数を減ずることとなっておりま

す。 

   発行済株式数 

普通株式 784,561,000株

普通株式 424,562,353株

 ３  

――――― 

  

※４ 自己株式の保有数 

普通株式 12,105,939株

 ４  

――――― 

 ５ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額

は18,006百万円であります。 

 ５  

――――― 

※６  

――――― 

※６ 当事業年度末日の満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しております。 

   なお、当事業年度末日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が当事業年度末日の残高に含

まれております。 

受取手形 18百万円



(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

製品売上高 221,420百万円

商品売上高 25,412 〃 

商品仕入高 15,912 〃 

受取配当金 3,865 〃 

有形固定資産賃貸料 3,705 〃 

ロイヤリティー収入 1,895 〃 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

製品売上高 248,380百万円

商品売上高 27,501 〃 

商品仕入高 14,104 〃 

受取配当金 6,054 〃 

有形固定資産賃貸料 3,416 〃 

ロイヤリティー収入 2,295 〃 

※２ 製品振替高内訳 

製造勘定へ 29百万円

販売費へ 18,478 〃 

その他へ 979 〃 

合計 19,487 〃 

※２ 製品振替高内訳 

製造勘定へ 14百万円

販売費へ 18,611 〃 

その他へ 1,006 〃 

合計 19,632 〃 

※３(1) 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

なお、当事業年度より、損益計算書の販売費及

び一般管理費の表示を合算表示へ変更しており

ます。 

従来の方法によった場合における各金額は、販

売費93,623百万円、一般管理費35,988百万円で

あります。 

広告費 27,158百万円

売出費 36,045 〃 

給与・賞与 14,578 〃 

減価償却費 3,477 〃 

退職給付費用 455 〃 

業務委託料 8,061 〃 

試験研究費 8,647 〃 

調査運営費 6,177 〃 

   

販売費に属する 

費用のおおよその割合 
72.2％

一般管理費に属する 

費用のおおよその割合 
27.8〃

※３(1) 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  

  

売出費 42,662百万円

広告費 32,949 〃 

給料・賞与 16,691 〃 

試験研究費 8,914 〃 

業務委託料 8,115 〃 

調査運営費 6,288 〃 

減価償却費 3,371 〃 

   

   

販売費に属する 

費用のおおよその割合 
75.5％

一般管理費に属する 

費用のおおよその割合 
24.5〃

(2) 販売費及び一般管理費、並びに売上原価に含ま

れる研究開発費は15,504百万円であります。 

(2) 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は

14,875百万円であります。なお当期総製造費用

に含まれる研究開発費はありません。 

※４ 固定資産売却益は、国内工場再編に伴う工場跡の

土地・建物売却益であります。 

※４  

――――― 



  

  

次へ 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※５  

――――― 

※５ 構造改革利益は、収益性向上を意図した物流改革

の推進に伴い発生した物流子会社との契約清算益

等であります。 

※６ 当社は以下の資産グループについて減損損失を計

上しております。 

   当社は事業用資産において、事業区分をもとに、

概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す 小

の単位毎に、遊休資産等においては、個別物件単

位で資産のグルーピングを行っております。その

結果、事業用資産については、営業店舗で営業損

益が継続してマイナスとなっている資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別

損失に計上しております。その内訳は、建物及び

構築物等857百万円であります。遊休資産等につ

いては、生産を終了する工場等の資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損

失に計上しております。その内訳は、土地2,356

百万円、建物及び構築物等918百万円でありま

す。 

   なお、回収可能価額は正味売却価額により算定し

ており、主に不動産鑑定評価額を基に評価してお

ります。 

用途 種類 場所 

事業用資産 建物及び構築物等 
東京都 
中央区 

遊休資産等 
土地、建物及び構築
物等 

京都府 
舞鶴市他 

※６ 当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。 

   当社は事業用資産において、事業区分をもとに、

概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す 少

の単位毎に、遊休資産等においては、個別物件単

位で資産のグルーピングを行っております。 

   その結果、事業用資産については、主に売却が予

定されているグループの資産の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上

しております。その内訳は、土地658百万円、建

物及び構築物等586百万円であります。 

   遊休資産等については、市場価格の下落等により

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を特別損失に計上しております。その内訳は、土

地1,158百万円、建物及び構築物等143百万円であ

ります。 

   なお、回収可能価額は正味売却価額により算定し

ており、主に売却予定価額を基に評価しておりま

す。 

用途 種類 場所 

事業用資産
土地、建物及び構築
物等 

神奈川県 
川崎市他 

遊休資産等
土地、建物及び構築
物等 

大阪府 
茨木市他 

※７ 金融資産評価損は、関係会社株式評価損1,278百

万円、関係会社貸付金貸倒引当金繰入額1,036百

万円、出資金評価損69百万円、投資有価証券評価

損10百万円であります。 

※７ 金融資産評価損は、関係会社貸付金貸倒引当金繰

入額1,733百万円、関係会社株式評価損382百万

円、投資有価証券評価損14百万円、出資金評価損

12百万円であります。 

※８ 構造改革費用は、収益性向上を意図し、利益貢献

度の低いブランド、事業領域の縮小・撤退など徹

底したスリム化を推進したことによって発生した

事業撤収損であります。 

※８  

――――― 



(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による11千株及びストック・オプションの権利行使によ

る659千株であります。 

  

  
前事業年度末 
株式数(千株) 

当事業年度
増加株式数(千株) 

当事業年度
減少株式数(千株) 

当事業年度末 
株式数(千株) 

自己株式    

 普通株式 12,105 294 670 11,730

合計 12,105 294 670 11,730



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

  

  

前へ   次へ 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

工具器具 
備品 

12,288 7,029 5,258

その他 506 299 207

合計 12,795 7,329 5,465

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

工具器具
備品 

10,752 5,837 4,914 

その他 441 291 150 

合計 11,193 6,128 5,065 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,630百万円

１年超 3,011 〃 

合計 5,641 〃 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,630百万円

１年超 2,590 〃 

合計 5,220 〃 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 3,459百万円

減価償却費相当額 3,205 〃 

支払利息相当額 236 〃 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 3,375百万円

減価償却費相当額 3,154 〃 

支払利息相当額 207 〃 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存額を零とする定

額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

  なお、リース資産に配分された減損損失はありま

せんので、項目等は省略しております。 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 3,199百万円

１年超 25,769 〃 

合計 28,968 〃 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 3,273百万円

１年超 22,671 〃 

合計 25,945 〃 

前事業年度(平成18年３月31日) 当事業年度(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

同左 



(税効果会計関係) 

  

  
  

前へ   次へ 

前事業年度(平成18年３月31日) 当事業年度(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産   

 関係会社株式評価損 17,712百万円

 減価償却費 10,124 〃 

 金融資産評価損 7,700 〃 

 退職給付引当金 2,661 〃 

 たな卸資産評価減 2,301 〃 

 たな卸資産償却費 2,115 〃 

 役員退職慰労引当金 113 〃 

 その他 6,029 〃 

 繰延税金資産小計 48,759 〃 

 評価性引当額 △17,997 〃 

繰延税金資産合計 30,761 〃 

   

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △12,512 〃 

繰延税金負債合計 △12,512 〃 

    

繰延税金資産の純額 18,248 〃 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産   

 関係会社株式評価損 17,869百万円

 減価償却費 8,555 〃 

 金融資産評価損 7,627 〃 

 たな卸資産評価減 2,693 〃 

 たな卸資産償却費 1,937 〃 

 退職給付引当金 1,256 〃 

 役員退職慰労引当金 26 〃 

 その他 6,749 〃 

 繰延税金資産小計 46,716 〃 

 評価性引当額 △18,773 〃 

繰延税金資産合計 27,942 〃 

   

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △9,377 〃 

繰延税金負債合計 △9,377 〃 

   

繰延税金資産の純額 18,565 〃 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 41.0％

 (調整)   

  交際費等永久に損金に 
  算入されない項目 

5.7〃

  受取配当金等永久に益金に
  算入されない項目 

△7.1〃

  その他 △1.0〃

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

38.6〃

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 41.0％

 (調整)   

 交際費等永久に損金に
  算入されない項目 

2.0〃

 受取配当金等永久に益金に
  算入されない項目 

△5.7〃

  その他 △3.7〃

税効果会計適用後の
法人税等の負担率 

33.6〃



(１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 910.44円 １株当たり純資産額 909.00円

１株当たり当期純利益 19.53円 １株当たり当期純利益 40.60円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 19.50円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 40.48円

  
前事業年度末

平成18年３月31日 
当事業年度末 

平成19年３月31日 

純資産の部の合計額(百万円) ― 375,317

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円) 

― 52

(うち新株予約権(百万円)) (―) (52)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) ― 375,265

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数(千株) 
― 412,832

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益  

当期純利益(百万円) 8,186 16,749

普通株主に帰属しない金額(百万円) 121 ―

（うち利益処分による役員賞与金 
 (百万円)) 

(121) (―)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 8,065 16,749

普通株式の期中平均株式数(千株) 412,855 412,572

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

当期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) 639 1,223

(うち新株予約権方式による 
ストック・オプション(千株)) 

(639) (1,223)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権方式によるス

トック・オプション 

(新株予約権408個) 

普通株式408千株 

詳細は、「第４ 提出会社

の状況の１ 株式等の状況 

(2)新株予約権等の状況」

に記載のとおりでありま

す。 

新株予約権方式によるス

トック・オプション 

(新株予約権429個) 

普通株式429千株 

詳細は、「第４ 提出会社

の状況の１ 株式等の状況 

(2)新株予約権等の状況」

に記載のとおりでありま

す。 



(重要な後発事象) 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  
――――― 

(物流業務のアウトソーシングと物流子会社及び固定資

産の譲渡について) 

１ その旨及び理由 

当社グループは、2005年度より「成長性の拡大と収

益性の向上」を目指す３ヵ年計画を推進しておりま

す。そのうち収益性の向上を図る「抜本的な構造改

革」の１つとして物流改革を検討する中、今後の流

通環境の変化に的確に対応するためには、物流専門

企業にアウトソーシングすることで、組織小売業へ

の対応など、物流業務の更なる品質・サービスの向

上と効率化を同時に推進することが急務であるとの

意思決定に至りました。 

当社は平成18年12月14日開催の取締役会において、

当社の子会社である資生堂物流サービス㈱が実施し

ている国内物流業務を、㈱日立物流にアウトソーシ

ングすることとし、同時に、㈱日立物流が提案する

スキームに基づき、資生堂物流サービス㈱の発行済

株式の90％を㈱日立物流に、物流施設をプロロジス

及び日立キャピタル㈱に譲渡することを決議し、平

成19年４月２日に譲渡いたしました。 

なお、各契約の内容については、次のとおりであり

ます。 

  ２ 業務委託契約 

 (1) 契約の相手会社の概要 

  

(注) 資生堂物流サービス㈱は、平成19年４月２日

付で日立物流コラボネクスト㈱に社名変更し

ております。 
  
 (2) 契約締結日 

   平成19年３月22日 

商号 ㈱日立物流 

代表者 鈴木 登夫 

本店所在地 

  

東京都江東区東陽７丁目２番 

18号 

主な事業内容 システム物流(国内、国際) 

当社との関係 

  

トイレタリー製品の物流業務 

委託 

商号 資生堂物流サービス㈱(注) 

代表者 久保 茂樹 

本店所在地 

  

神奈川県川崎市川崎区東扇島 

23番地９ 

主な事業内容 

  

化粧品等の荷造・梱包及びその

運送・保管 

当社との関係 同上 



  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

   (3) 契約内容 

   国内物流業務 
  
 (4) 契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

   当該契約の締結が平成20年３月期の個別業績に与

える影響は軽微であります。 

 (5) 契約期間 

   平成19年４月から平成24年３月までの５年間 

  ３ 株式譲渡契約 

 (1) 譲渡する相手会社の概要 

  
 (2) 契約締結日 

   平成18年12月14日 
  
 (3) 譲渡日 

   平成19年４月２日 
  
 (4) 当該子会社の概要 

(注) 資生堂物流サービス㈱は、平成19年４月２日

付で日立物流コラボネクスト㈱に社名変更し

ております。 
  
 (5) 譲渡する株式の数、譲渡価額、譲渡損益及び売却

後の持分比率 

  
 (6) その他 

   日立物流コラボネクスト㈱へは非常勤取締役１名

を派遣しております。 

商号 ㈱日立物流 

代表者 鈴木 登夫 

本店所在地 

  

東京都江東区東陽７丁目２番 

18号 

主な事業内容 システム物流(国内、国際) 

当社との関係 

  

トイレタリー製品の物流業務 

委託 

商号 資生堂物流サービス㈱(注) 

代表者 久保 茂樹 

本店所在地 

  

神奈川県川崎市川崎区東扇島 

23番地９ 

主な事業内容 

  

化粧品等の荷造・梱包及びその

運送・保管 

当社との関係 同上

譲渡する株式の数 1,260株(発行済株式数の90％) 

譲渡価額 2,782百万円 

譲渡損益 

  

  

  

本件売却に伴い、平成20年３月

期において2,782百万円の特別

利益を計上する見込みでありま

す。 

売却後の持分比率 10％



  

  

前へ     

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ４ 固定資産の譲渡契約 

 (1) 譲渡資産の概要 

  
 (2) 譲渡する相手会社の概要 

  ① 土地及び建物 

  
  ② 機械設備 

  
 (3) 譲渡契約日 

   平成19年２月28日 
  
 (4) 譲渡日 

   平成19年４月２日 
  
 (5) 譲渡価額 

   18,269百万円 
  
 (6) 譲渡損益 

   譲渡損益が平成20年３月期の個別業績に与える影

響は軽微であります。 

譲渡資産の名称及

び資産の種類 

物流・商品センター９ヵ所、土

地、建物及び機械設備 

帳簿価額 17,274百万円 

譲渡前の使途 物流・商品センター 

商号 

  

プロロジス・コスモス特定目的

会社 

代表者 堤 一浩、リー・コック・サン 

本店所在地 

  

東京都港区東新橋１丁目５番２

号 汐留シティセンター 

主な事業内容 

  

物流施設の開発、所有及び運営

管理 

当社との関係 なし

商号 日立キャピタル㈱ 

代表者 髙野 和夫 

本店所在地 

  

東京都港区西新橋２丁目15番12

号 

主な事業内容 

  

ファイナンス事業、金融サービ

ス附帯事業 

当社との関係 なし 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

銘柄 
株式数
(株) 

貸借対照表計上額
(百万円) 

投資有価証券 その他有価証券 

㈱みずほフィナンシャルグループ 16,625.68 12,618 

㈱みずほフィナンシャルグループ
第十一回第十一種優先株式 

5,000 5,000 

㈱みずほフィナンシャルグループ
第十三回第十三種優先株式 

5,000 5,000 

ミズホ・プリファード・キャピタル
(ケイマン)１リミテッド、 
シリーズＢ 

50 5,000 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・
グループ 

2,341.73 3,114 

凸版印刷㈱ 1,628,483 2,003 

㈱三井トラストホールディングス 1,432,850 1,664 

大日本印刷㈱ 872,086 1,616 

㈱ミレアホールディングス 300,000 1,308 

㈱メディセオ・パルタック
ホールディングス 

562,650 1,263 

三井住友海上火災保険㈱ 798,245 1,180 

ＭＴＨ・プリファード・キャピタル
２(ケイマン)リミテッド 

1,000 1,000 

日本興亜損害保険㈱ 983,218 993 

小野薬品工業㈱ 117,000 765 

STEINER LEISURE LTD 128,000 679 

PT SINAR OLEOCHEMICAL 
INTERNATIONAL 

5,750 679 

㈱ワコールホールディングス 439,000 655 

その他(上場40銘柄) ― 5,423 

その他(非上場85銘柄) ― 1,137 

小計 ― 51,102 

計 ― 51,102 



【債券】 

  

  

【その他】 

  

  

銘柄 
券面総額
(百万円) 

貸借対照表計上額
(百万円) 

有価証券 その他有価証券 

オリックス コマーシャルペーパー 5,000 4,997 

その他(２銘柄) 235 234 

小計 5,235 5,232 

投資有価証券 その他有価証券 

ハイパー・リバース・デュアル・
カレンシー債 

1,000 999 

その他(５銘柄) 2,500 2,467 

小計 3,500 3,467 

計 8,735 8,699 

種類及び銘柄 
投資口数等

(口) 
貸借対照表計上額

(百万円) 

有価証券 その他有価証券 

〔証券投資信託受益証券〕  

野村フリー・ファイナンシャル・
ファンド 

45,562,516,622 45,562

大和マネー・マネジメント・ 
ファンド 

1,919,089,973 1,919

国際のマネー・マネジメント・
ファンド 

1,503,896,761 1,503

小計 ― 48,985

投資有価証券 その他有価証券 

〔証券投資信託受益証券〕  

TOPIX連動型上場投資信託 300,000 522

小計 300,000 522

〔投資事業有限責任組合等〕  

ニュートンフォーファンド 10 1,020

ピーアイティー第一号ファンド ― 988

その他(11銘柄) ― 2,325

小計 ― 4,334

計 ― 53,842



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

２ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

３ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

  

資産の種類 
前期末残高
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額 
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 

(百万円) 

有形固定資産       

 建物 95,010 1,784 
6,903
(515) 

89,890 59,612 2,872 30,278

 構築物 8,057 106 
1,193
(46) 

6,970 5,711 205 1,259

 機械及び装置 66,263 2,641 
6,517
(107) 

62,387 53,389 3,126 8,998

 車両運搬具 1,471 132 
86
(9) 

1,516 1,330 57 185

 工具器具備品 25,025 1,089 
1,484
(34) 

24,630 19,205 1,367 5,425

 土地 37,283 1 
3,246

(1,817) 
34,039 ― ― 34,039

 建設仮勘定 733 6,088 5,997 825 ― ― 825

有形固定資産計 233,845 11,844 
25,428
(2,530) 

220,261 139,249 7,629 81,012

無形固定資産       

 借地権 90 ― ― 90 ― ― 90

 商標権 173 ― ― 173 127 17 46

 ソフトウエア 12,403 2,138 
1,674
(17) 

12,866 6,007 2,324 6,858

 電話加入権 132 0 0 133 ― ― 133

無形固定資産計 12,800 2,138 
1,675
(17) 

13,263 6,134 2,341 7,129

長期前払費用 113 10 119 5 ― ― 5

建物 大阪ビル関連工事他 741百万円

  工場関連工事他 704 〃

機械及び装置 生産設備 1,954 〃

建設仮勘定 生産設備他 3,439 〃

  大阪ビル関連工事他 1,066 〃

土地 舞鶴工場跡地売却 863百万円

建設仮勘定 建物、機械及び装置等への振替額 5,750 〃



【引当金明細表】 

  

(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の欄の金額は、一般債権の貸倒実績率洗替額及び貸倒懸念債権の回収不能見込額洗

替額であります。 

２ 返品調整引当金の期首残高は未払金に含まれております。 

３ 賞与引当金の期首残高は未払費用に含まれております。 

  

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金(注)１ 1,466 2,275 ― 552 3,189

返品調整引当金(注)２ ― 7,430 ― ― 7,430

賞与引当金(注)３ ― 3,312 ― ― 3,312

役員賞与引当金 ― 113 ― ― 113

役員退職慰労引当金 276 ― 211 ― 64

債務保証損失引当金 350 136 ― ― 486



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

当事業年度末(平成19年３月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。 

① 現金及び預金 
  

  

② 受取手形 

(相手先別内訳) 
  

  

(期日別内訳) 

  

  

区分 金額(百万円)

現金 12

預金  

当座預金 9,667

普通預金 2,869

定期預金 19,623

その他 29

計 32,190

合計 32,202

相手先 金額(百万円)

㈱ペリカン石鹸 58

片山化学工業㈱ 23

日本光研工業㈱ 17

㈱センシュー科学 14

㈱寿ケミカル 13

その他 92

合計 219

期日 
平成19年
３月末日 

４月 ５月 ６月 ７月 合計 

金額(百万円) 18 53 108 31 8 219



③ 売掛金 

(相手先別内訳) 

  

  

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況) 

  

(注) １ 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。 

２ 回収率及び滞留期間の算出方法 

  

  

④ たな卸資産 

商品 

  

  

相手先 金額(百万円)

資生堂販売㈱ 60,131

㈱エフティ資生堂 11,641

㈱資生堂インターナショナル 11,139

資生堂フィティット㈱ 4,507

㈱オービット 1,846

その他 12,047

合計 101,313

前期繰越高 
(百万円) 

当期発生高 
(百万円) 

当期回収高
(百万円) 

次期繰越高
(百万円) 

回収率
(％) 

滞留期間 
(日) 

97,950 348,298 344,936 101,313 77.3 104

回収率 …… 
当期回収高 

× 100
前期繰越高＋当期発生高

滞留期間 …… 

  前期繰越高＋次期繰越高  

  ２  

  当期発生高  

  365日  

事業区分 金額(百万円)

国内化粧品事業 915

海外化粧品事業 313

その他の事業 1,530

合計 2,759



製品 

  

  

原材料 

  

  

仕掛品 

  

  

貯蔵品 

  

  

事業区分 金額(百万円)

国内化粧品事業 486

海外化粧品事業 1,064

その他の事業 16

合計 1,568

摘要 金額(百万円)

容器仕上材料 3,071

薬品 1,537

香料 159

合計 4,768

事業区分 金額(百万円)

国内化粧品事業 1,916

海外化粧品事業 60

その他の事業 238

合計 2,216

摘要 金額(百万円)

クロマト充填剤 34

その他 259

合計 294



⑤ 関係会社株式 

  

  

⑥ その他の関係会社有価証券 

  

  

銘柄 金額(百万円)

資生堂インターナショナルコーポレーション 49,660

資生堂インターナショナルヨーロッパ 31,349

㈱エフティ資生堂 14,902

資生堂販売㈱ 8,041

㈱資生堂パーラー 5,543

その他 16,670

合計 126,167

銘柄 金額(百万円)

匿名組合セラン 11,600



⑦ 支払手形 

(相手先別内訳) 

  

  

(期日別内訳) 

  

  

⑧ 買掛金 

  

  

相手先 金額(百万円)

石川島播磨重工業㈱ 396

二和印刷㈱ 223

ビーエイチエヌ㈱ 186

㈱林原生物化学研究所 131

日本電気㈱ 98

その他 699

合計 1,736

期日 平成19年４月 ５月 ６月 合計 

金額(百万円) 542 378 814 1,736

相手先 金額(百万円)

みずほファクター㈱ 21,160

㈱吉野工業所 1,190

㈱資生堂ビューテック 1,182

㈱ピエールファーブルジャポン 999

大日本印刷㈱ 416

その他 6,844

合計 31,794



⑨ 未払金 

  

  

⑩ 社債 
  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(百万円)

みずほファクター㈱ 6,962

㈱アサツーディ・ケイ 1,297

㈱電通 1,296

㈱アイアンドエス・ビービーディオー 783

資生堂リース㈱ 775

その他 15,300

合計 26,416

区分 銘柄 発行年月日 金額(百万円) 

一年以内に償還予定の社債 
平成19年５月25日満期0.40％利付
第３回無担保普通社債 

平成16年５月26日 50,000

社債 
平成22年３月12日満期1.12％利付
第４回無担保普通社債 

平成19年３月13日 20,000



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注) 当社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を

行使することができない。 

１ 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

２ 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

３ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

４ 単元未満株式の買増請求をする権利 

  

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 毎年６月中 

基準日 ３月31日

株券の種類 
１株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、10,000株券、100株未満の
株数を表示した株券 

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日 

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 本店

  株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社 本支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 200円 

  株券喪失登録に伴う 
  手数料 

喪失登録     １件につき 8,600円
喪失登録株券   １枚につき  500円 

単元未満株式の買取り 
及び買増し 

  

  取扱場所 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 本店

  株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社 本支店 

  買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

  
公告掲載方法 
  
  
  

  
当社の公告方法は、電子公告とする。 
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 
  
当社の公告が掲載されるホームページアドレスは次のとおり。 
http://www.shiseido.co.jp/koukoku/html/index.htm 

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、証券取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間、次の書類を提出しております。 

  

(1) 
  

有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

(第106期) 
自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 
  

平成18年６月29日 

関東財務局長に提出。 
            
(2)  
  

半期報告書 
  

(第107期中) 
  

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 
  

平成18年12月８日 

関東財務局長に提出。 
            

(3) 
  

臨時報告書 
  

証券取引法第24条の５第４項及び企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第２号の２(第十六回新株予約権
発行の決議)に基づく臨時報告書であり
ます。 

  

平成18年７月31日 

  

  

証券取引法第24条の５第４項及び企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第２号の２(第十七回新株予約権
発行の決議)に基づく臨時報告書であり
ます。 

  

平成18年７月31日 

  

  

証券取引法第24条の５第４項及び企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第３号(特定子会社の異動)に基
づく臨時報告書であります。 

  

平成18年10月26日 

関東財務局長に提出。 

  
  

            

(4) 臨時報告書 

の訂正報告書 

平成18年３月９日提出の臨時報告書(第
十三回新株予約権発行の決議)に係る訂
正報告書であります。 

  平成18年５月31日 

    平成18年７月31日提出の臨時報告書(第
十六回新株予約権発行の決議)に係る訂
正報告書であります。 

  平成18年８月24日 

    平成18年７月31日提出の臨時報告書(第
十七回新株予約権発行の決議)に係る訂
正報告書であります。 

  平成18年８月24日 

関東財務局長に提出。 
  

            

(5) 
  

発行登録書 

及びその添付書類 
      

平成19年１月11日 

関東財務局長に提出。 
            

(6) 発行登録書追補書類 
      

平成19年２月22日 

関東財務局長に提出。 
            

(7) 訂正発行登録書       平成18年５月31日 

平成18年６月29日 

平成18年７月31日 

平成18年８月24日 

平成18年10月26日 

関東財務局長に提出。 
            



  

  

  

(8) 
  

自己株券買付状況 

報告書 

(平成18年３月度)

  
自 平成18年３月１日 

至 平成18年３月31日 
  

平成18年４月12日 
  

    
(平成18年４月度)

  
自 平成18年４月１日 

至 平成18年４月30日 
  

平成18年５月15日 
  

    
(平成18年５月度)

  
自 平成18年５月１日 

至 平成18年５月31日 
  

平成18年６月13日 
  

    
(平成18年６月度) 

 
自 平成18年６月１日 

至 平成18年６月29日 
  

平成18年７月11日 

関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年６月２９日

株 式 会 社 資 生 堂 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社資生堂の平

成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社資生堂

及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
追記情報 

 １.「会計処理の変更」に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用して連結財務諸

表を作成している。 

 ２.「会計処理の変更」に記載されているとおり、会社は物流費や研究開発費等及び営業権・商標権償却費用の連結損益計算書にお

ける計上区分を変更している。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 村 明 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 古 山 和 則 

      



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成19年６月26日

株式会社資生堂 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社資生堂の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社資生堂及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

1. 「会計処理の変更」に記載のとおり、会社は当連結会計年度から、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力

基準の適用に関する実務上の取扱い」を適用している。 

2. 「セグメント情報 事業の種類別セグメント情報 (注) ２」に記載のとおり、会社は「化粧品事業」「トイレタリ

ー事業」「その他の事業」としていた事業区分を「国内化粧品事業」「海外化粧品事業」「その他の事業」の区分

によるセグメントに変更している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  河  合  利  治  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  森     俊  哉  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  岩  出  博  男  ㊞ 

  
(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年６月２９日

株 式 会 社 資 生 堂 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社資生堂の平

成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１０６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分

計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社資生堂の平

成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

  

追記情報 

 １.「会計処理の変更」に記載されているとおり、会社は当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用して財務諸表を作成

している。 

 ２.「会計処理の変更」に記載されているとおり、会社は物流費や研究開発費等の損益計算書における計上区分を変更している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 村 明 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 古 山 和 則 

      



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成19年６月26日

株式会社資生堂 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社資生堂の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第107期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社資生堂の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  河  合  利  治  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  森     俊  哉  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  岩  出  博  男  ㊞ 

  
(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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